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労災疾病臨床研究事業費補助金 

平成 30 年度総括研究報告書 

企業・産業保健スタッフ・医療機関の連携による両立支援システムの開発 

研究代表者 松平浩 東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター 

運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座 

研究要旨:大企業における両立支援への認識は、昨年「事業場における治療と職業生活の

両立支援のためのガイドライン」の公表以降、高まりつつあるが、事業場数で 9 割以上

を占める（労働者数 50 人未満の）中小企業への両立支援は未開拓分野である。事業場の

課題は、労働者が就労を継続できるような就業上の措置を、がんの種類を含む疾病の固

有性も考慮しつつ行うことであるが、両立支援という概念が浸透していない状態ではそ

れも難しい。中小企業への両立支援の普及を目的に、本年度は以下の 2 つのサブテーマ

に関して研究を実施した。 

①ソーシャルマーケティングを加味した探索的統計手法による、中小企業の両立支援実

施にあたり何が足りないかのチェックリスト（点数化）の作成：量的研究: 

200 人未満の事業場は 1136 事業場（89.8％）であった。復職ありと復職なしで統計的

優位差があったのは、「禁煙・受動喫煙に関する取り組み」、「職場の両立支援への理解」、

「治療と就労の両立が実現できる職場づくりへの必要性について強く感じている」であ

った。治療就労の両立が実現できる職場づくりを進める上での課題に関して統計的有意

差があったものは「長時間働けない社員に対する社会保険料の事業主負担が大きい」、「周

りの社員の理解不足」であった。解析結果を参考に、中小企業における「両立支援実施

に向けたチェックリスト」（案）を作成し、21 名の専門家を交えてパネル会議を実施し

た（2018. 11.28 ワテラスコモンホール）。この際に疾患に特化しない方向で治療と仕

事の両立支援を提唱する方針を明らかにした。 

 前年度評価（疑問点、改善すべき点）を踏まえて、両立支援の啓蒙ターゲットに関

する検討を行うため、両立支援や健康に関する取り組みが既に行われている事業場の特

徴を分析、平均年齢が 40 歳代以下および女性の割合が 50％以上の事業場で行っている

割合が高い傾向にあることを明らかにした。したがって両立支援の啓蒙ターゲットは女

性社員が少なく、平均年齢 50 歳以上の事業場と考えられる。

②機構の両立支援コーディネーターと両立支援促進員、社労士等を対象とした質的研究

による各専門職/スタッフの支援モデル案の作成： 

各専門職スタッフの支援モデルの作成に関しては、フォーカスグループインタビュー

調査を実施した。分担研究者の高橋をインタビューアーに、がんの両立支援に携わる中

小企業側：社会保険労務士・経営者、病院側：両立支援コーディネーター・理学療法士・

作業療法士・看護師、企業と病院のハブ的立場：産業保健総合支援センター所長を対象

者とした。この結果、治療、離職、復職といったタイミングの違いによる必要な支援内

容の違いや、相談する人（患者・従業員サイドと企業サイド）によって相談しやすい窓

口の設置場所の違いなどの問題点が考えられた。 

1
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＜研究分担者＞ 

順天堂大学公衆衛生学講座/准教授 遠藤源樹 

京都工場保健会産業医学研究所/所長 森口次郎 

石川産業保健総合支援センター/所長 小山善子 

東京大学大学院/教授 高橋美保 

関西福祉科学大学/教授 野村卓生 

東京大学医学部附属病院/特任准教授 岡敬之 

順天堂大学/教授 横山和仁 

 

A. 研究目的 

国立がん研究センターの推計にて、年間約 100

万人が新たながんと診断され、その 3割が就労世

代である。少子高齢化に伴う人材難による定年年

齢の引き上げ、働く女性の増加と乳がん罹患者の

増加等から、がん罹患労働者、特に医療の進歩を

背景にしたがんサバイバー労働者は急増するこ

とが見込まれる。 

大企業における両立支援への認識は、昨年「事

業場における治療と職業生活の両立支援のため

のガイドライン」の公表以降、高まりつつある。

平成 28 年度末には、労働者健康安全機構が「治

療と就労の両立支援マニュアル（がん、脳卒中リ

ハ、糖尿病等）」を公表、また今回の分担者の横

山は前研究班で「両立支援連携ガイドライン（が

ん、糖尿病、難病等）」を作成しており、産業保

健スタッフが充実する大企業への両立支援は、機

構等において、本年度から実践、周知、普及のフ

ェーズに入ったといえる。 

しかしながら、事業場数で9割以上を占める（労

働者数 50 人未満の）中小企業への両立支援は未

開拓分野である。事業場の課題は、労働者が就労

を継続できるような就業上の措置を、がんの種類

を含む疾病の固有性も考慮しつつ行うことであ

るが、両立支援という概念が浸透していない状態

ではそれも難しい。 

本研究では、中小企業へむけた両立支援の普及

を目標に、以下の３つのサブテーマを設定した。 

 

①ソーシャルマーケティングを加味した探索的

統計手法による、中小企業の両立支援実施にあた

り何が足りないかのチェックリスト（点数化）の

作成：量的研究 

 

②機構の両立支援コーディネーターと両立支援

促進員、社労士等を対象とした質的研究による各

専門職/スタッフの支援モデル案の作成：質的研

究 

 

本年度は①②を完成する。 

 

なお研究代表者である松平と分担研究者の岡

は全ての分担研究に参画し、研究デザイン・統計

解析を行っている。 

 

B. 研究方法 

①ソーシャルマーケティングを加味した探索的

統計手法による、中小企業の両立支援実施にあた

り何が足りないかのチェックリスト（点数化）の

作成：量的研究 

 

復職・離職・休業に関する効果指標を選定する

にあたり、ガイドラインで取り上げられる主要疾

患の職場で配慮すべき事項は、労働者健康安全機

構の「治療と就労の両立支援マニュアル」、分担

者の横山が松平と共に前研究班で作成した「両立

支援連携ガイドライン」にて検討済みである。さ

2
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らに分担者の遠藤は企業の病休/復職制度等とが

ん/脳卒中の復職率等の評価指標の質問票を作成

し、全国70社からデータを収集した実績を持つ。

本研究では、上述した既存の成果物・調査票及び

健康経営優良法人認定制度（中小規模法人部門）

の評価項目をもとに、各疾患の専門家（研究分担

者：遠藤、野村、協力者：豊田、黒澤）も交え中

小企業に向けた効果指標を検討し、事業所に配布

する質問票を作成した。 

石川産業保健総合支援センター、京都工場保健

会、全国健康保険協会千葉支部、東京商工会議所

の協力のもと 2017 年 11 月より 5,000 社に自記式

質問紙による郵送調査を実施, 2018年 4月までに

1,268 社から記入済みアンケートを回収し、がん

社員の復職に関する統計解析を行った。内容は、

療養となった社員の有無とその転機、罹患社員む

けの就労処置（フレックスタイムや時差出勤など

の柔軟な勤務制度、病気になった社員の相談窓口

や担当者の設置など）の有無、両立支援を行う上

で課題と感じることなどについてである。解析は

社員が 200 人未満の事業場を対象とした。社員の

復職あり（復職しなかった者がいてもよい)と復

職なしの事業場に分類しカイ二乗検定で比較し、

p<0.05 を統計的に有意差ありとした。 

 

②機構の両立支援コーディネーターと両立支援

促進員、社労士等を対象とした質的研究による各

専門職/スタッフの支援モデル案の作成 

 

【対象】10 名の専門職（社会保険労務士 3名、中

小企業事業主 1名、労災病院 MSW(両立支援コーデ

ィネーター)、東大・リハ部 OT/PT、NS、産保セン

ター所長（医師）） 

 

【場所】東京大学教育学部棟2階第1会議室 

 

【調査】フォーカスグループインタビュー 

 

【予備調査】参加者の社労士1名、OT1名に予備イ

ンタビューを実施（1～1.5時間） 

 

【本調査事前手続き】事前に以下を送付 

1. 研究主任者からのメッセージ 

2. 参加者のプロフィールを収集・共有 

3. インタビューガイド・両立支援基礎情報送付 

 

（倫理面への配慮） 

①東京大学倫理委員会等にて、審査番号 11729「企

業・産業保健スタッフ・医療機関の連携による、

がん患者の治療と就労の両立支援システムの開

発」として承認を得て、研究を実施している。本

研究課題は、各種法令等、特に「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針」および、東京大学

が定めた倫理規定を遵守して行う。 

 

②人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に

基づき、東京大学ライフサイエンス研究倫理支援

室にて倫理審査を受けている。 

 

C. 研究結果 

①ソーシャルマーケティングを加味した探索的

統計手法による、中小企業の両立支援実施にあた

り何が足りないかのチェックリスト（点数化）の

作成：量的研究   

 

200 人未満の事業場は 1136 事業場（89.8％）

であった。その内訳は罹患社員なしが694事業場、

3
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復職あり が 337、復職なしが 69 であった（欠損

36)。復職ありと復職なしで統計的優位差があっ

たのは、「禁煙・受動喫煙に関する取り組み」、「職

場の両立支援への理解」、「治療と就労の両立が実

現できる職場づくりへの必要性について強く感

じている」であった。治療就労の両立が実現でき

る職場づくりを進める上での課題に関して統計

的有意差があったものは「長時間働けない社員に

対する社会保険料の事業主負担が大きい」、「周り

の社員の理解不足」であった。統計学的な差がボ

ーダーラインであった項目は、「病気を理由に休

暇や休業をとる際、社員が相談できる担当者がい

る」（p=0.093）、「病気になっても無理なく働ける

よう、社員が相談できる窓口がある」（p=0.052）、
「両立支援の際に、人事制度を柔軟に運用でき

る」（p=0.055）であった。 

解析結果を参考に、中小企業における「両立支

援実施に向けたチェックリスト」（案）を作成し

（添付資料 2）、21 名の専門家を交えてパネル会

議を実施した（2018. 11.28 ワテラスコモンホ

ール）。この際に疾患に特化しない方向で治療と

仕事の両立支援を提唱する方針を明らかにした。 

 前年度評価（疑問点、改善すべき点）を踏まえ

て、両立支援の啓蒙ターゲットに関する検討を行

うため、両立支援や健康に関する取り組みが既に

行われている事業場の特徴を分析、平均年齢が 40

歳代以下および女性の割合が 50％以上の事業場

で行っている割合が高い傾向にあることを明ら

かにした。したがって両立支援の啓蒙ターゲット

は女性社員が少なく、平均年齢 50 歳以上の事業

場と考えられる。上述した研究成果に関して第 92

回日本産業衛生学会(2019年5月)に2演題の抄録

を提出した。 

 

 

D. 考察 

 

2018 年度の診療報酬改定答申にがん治療と仕

事の両立を目指し、がん治療と仕事の両立を診療

報酬で評価すると記載された。このような取り組

みが広がり、人員確保にも寄与することが期待さ

れる。また、保健師などの事業所内スタッフによ

るケアが高いニーズがある。両立支援を推進する

にあたっては小規模事業場の産業医選任助成の

ような、保健師選任助成も対策として選択肢の一

つとして考えられる。事業場での保健師選任が進

めば、その他の課題である、不安感への対応や具

体的な支援方法にも柔軟に対応できる可能性が

ある。 

治療と就労の両立支援は、医療側と職場側に分

断されて行われており、その各々において十分な

対応がなされていないことが示唆された。また、

それによって、結果的に患者（就労者）自身が両

立のための情報を収集しなければならない状況

にあることが示された。さらに、現状では、がん

相談支援センターや産保センターなど、医療側と

職場側の窓口となるべき機関が存在はしている

ものの、いずれも十分に機能しておらず、場所に

よってはハブ機能が不在であったり、あるいは存

在していたとしても混乱があることが示唆され

た。さらに、がん告知や復職時だけでなく、中長

期的な支援が必要とされていることが示された

が、「初期治療」「復職を考える」時期に十分な支

援が確立していないため、その後「復職後の日々」

の長期的な支援まで行き届いていない現状があ

ることが示唆された。 
 

E. 結論 

本テーマは、働き方改革実行計画にも記載され

ている重要政策に関する研究であるため、行政と

の緊密に連携する必要があるものと考えており、

研究代表者の松平は2018/12/7厚生労働省労働基

準局安全衛生部労働衛生課を訪問し、パネル会議

の結果と研究の進捗に関して報告を行い、現在の

研究の方向性で問題ない旨の確認を得た。この際

により取り入れやすい案や参考になる解説書：

「厚労省の両立支援ガイドライン(疾病別・留意

4
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事項を含む)」、「安全衛生優良企業公表制度の解

説」、「国立がん研究センター がん治療と就労の

両立支援度チェックと改善ヒント」、「機構の治療

と就労の両立支援マニュアル」を参考資料とす

る）インビテーションツールの開発を待望される

との助言を得て、これに関しても最終成果物に取

り入れる予定である。 
 

F. 健康危険情報 

 該当なし 

 

G. 研究発表 

論文発表 

1. Fujii T, Oka H, Katsuhira J, Tonosu J, Kasahara S, 
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2. 学会発表 

なし 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 

平成30年度分担研究報告書 

脳卒中罹患における病休・復職制度に関する実態調査 
  研究分担者 遠藤源樹    順天堂大学公衆衛生学講座 准教授 

  研究協力者 今井雄也    順天堂大学公衆衛生学講座 

      三井清美    昭和大学公衆衛生学講座 

田舎中真由美 順天堂大学公衆衛生学講座 
 

研究要旨 
単一事業場を対象に、総務人事労務担当者に質問票を配布後、メール等で回収し、就業規則、身分保

障日数や復職支援制度の実態と脳卒中罹患社員の復職後の状況、企業規模による制度の違いについての

実態調査を行った。 

脳卒中による療養のための傷病休暇・休職後の復職時に、フルタイム勤務を原則とする企業は、社員

数が 1000 人以上の企業が最も多く、フルタイム勤務でなくてもよい企業は、社員数が 100 人未満の企業

が最も少なかった。社員数が 1000 人以上の企業の約 4 割がフルタイム勤務を原則としている一方で、100

人未満の企業の 4 割以上が特に規定していないと回答したことから、企業規模により復職後の勤務形態

が異なることが示唆された。社内制度で規定されている復職時の手続き上の必須条件は、企業規模によ

る偏りは認められなかった。身分保障日数は、企業により様々であるが、勤続 1 年未満と比べ、勤続 10

年以上の身分保障日数は 3 倍程長く、勤続年数が長くなるにつれて、身分保障日数も長くなることが示

された。療養が必要となった社員に対する復職支援制度に関して、現在導入されている制度は、正社員

及び非正規社員によらず、退職者の再雇用制度及び短時間勤務制度が最も多く、今後導入の可能性のあ

る制度は、正社員では在宅勤務制度及びカムバック制度が最も多く、非正規社員では短時間勤務制度で

あった。しかしながら、いずれの制度においても、その割合は、正社員と比べ、非正規社員を対象とし

た制度が半数程度であった。本調査の結果から、産業医の配置や柔軟で多様な勤務形態が可能な環境整

備の充実に向けて具体的で実行可能な対策案を提示すること、とりわけ 100 人未満の中小企業や非正規

社員への支援を充実させることが重要であることが示唆された。 

 
Ａ．研究目的 
遠藤らの研究結果によると、就労が困難になる

疾患の第 3 位が脳卒中である。脳卒中は、脳梗塞、

脳内出血、くも膜下出血の 3 つが主であり、一般

的には、高齢者の病気と考えがちであるが、約 20％

の脳卒中は、就労世代で発生している。特に、20

代、30 代の若い世代で発症した脳卒中は、医療費

などの直接的なコストだけでなく、生産性の低下

などを招く可能性がある。脳卒中罹患後の復職は、

産業保健サービス上、重要なアウトカムであるだ

けでなく、日本の労働力を保つ意味でも極めて重

要である。 

脳卒中は、がんに比べると、就労世代の罹患割

合は少ないが、運動障害や構音障害などの後遺症

を伴うことが多く、復職後の QOL 低下等に繋がり

やすい。少子高齢化に伴い、定年年齢の引き上げ

等により、就労世代の脳卒中サバイバー（ヨーロ

ッパでは、Stroke Survivor と呼ばれる）の数の増加

することが見込まれており、脳卒中社員に対する

就労支援は今後益々重要性を増していくであろう。

特に、大企業より、中小企業の総務・人事担当者

ほど、脳卒中社員を対応した経験がより少なく、

前例がなく、復職についてどうしたら良いのか分

からない」「脳卒中で後遺症がある社員を抱える人
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件費に余裕がない」などの声がよく聞かれる。企

業に勤める社員が脳卒中と診断され、療養のため

に一時的に就業不可に陥った場合の休暇・休職及

び復職状況・制度等の実態を明らかにし、労働者

の離職防止及び職場復帰の効果的な支援方法の検

討を目的とした。 

Ｂ．研究方法 

企業と業務契約のある産業医、社労士等に質問

票を配布して回収した。 

 

１． 調査期間  

平成 29 年 4 月～現在継続中 

２． 調査対象 

単一事業場（105 社） 

３． 調査結果について 

本報告書において、割合を算出するにあたり、

集計結果の数値を小数第 1 位で切り捨てた。また、

複数回答についてはその項目毎に割合を算出した。 

 

Ｃ．Ｄ．研究結果と考察 

（１）回答した企業の属性（単一回答） 
調査票を回収した 105 社の業種別の企業数の割

合を図 1 に示した。 

主な業種は、製造業 25 社（23.8%）が最も多く、

卸売業・小売業 13 社（12.4%）、建設業 9 社（8.6％）、

運輸・郵便業 8 社（7.6%）、情報通信業 7 社（6.7%）、

その他の業種 35 社（33.3%）であった。その他の

業種はサービス業、派遣業等であった。 

 

図 1 業種別の企業数の割合(%) 
 

社員数別の企業数の割合を図 2 に示した。 

社員数 50～99 人の企業が 19 社（18.1%）と最も

多く、次いで 200～299 人の企業が 17 社（16.2%）、

100～199 人の企業が 16 社（15.2%）であった。 

社員の全社員数は 2～3244 人（女性: 0～1045 人）、

正社員数は 2～3021 人（女性: 0～946 人）と幅が

あり、女性社員数は最も多い企業で全社員数の 1/3

程度であった。 
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図 2 社員数別の企業数の割合(%) 

 

 

 

 

（２） 従業員が、療養が必要になった際の休暇・

休職や勤務形態についての就業規則と復

職時の勤務形態について（単一回答） 
傷病休暇・休職規則有無別の企業数の割合を図

3 に示した。 

療養が必要になった社員の休暇・休職を就業規

則で規定している企業は 97/105 社（92.4%）であ

った。 

 
図 3 傷病休暇・休職規則有無別の企業数の割合(%) 

 

傷病休暇・休職後の復職時の勤務形態別の企業

数の割合を図 4 に示した。 

「フルタイム勤務でなくてもよい」と回答した

企業及び「特に決めていない」と回答した企業数

はいずれも 35 社（33.3%）であり、「フルタイム勤

務が原則」と回答した企業数 33 社（31.4%）を上

回った。 

 
図 4 復職時の勤務形態別の企業数の割合(%) 

 
（３） 身分保障日数 
療養が必要となった社員に対する、勤続年数別

の身分保障日数の平均値を図 5 に示し、回答が得

られた 91/105 社（95.2%）の結果を以下にまとめ

た。 

身分保障日数は、企業により様々で、勤続年数

に応じて 0～60 ケ月と幅があった。勤続年数別に

各企業の身分保障日数の平均値を算出した。その

結果、勤続 1 年未満と比べ、勤続 10 年以上の身分

保障日数は 3 倍程長く、勤続年数が長くなるにつ

れて、身分保障日数も長くなることが示唆された。 

 
a) 勤続年数の区分の中で最も長い身分保障期間を採用して集計した。 
b) 不問の中に勤続年数が不明の身分保障期間も含めて集計した。 
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図 5 勤続年数別の身分保障日数の平均値(月)a) 
 

（４） 各企業の復職時の手続き上の必須条件に

ついて（複数回答） 
傷病休暇・休職後の復職時の必須条件別の企業

数の割合を図 6 に示した。 

「主治医の診断書」が必須条件と回答した企業

は 97 社（92.4％）と最も多く、「本人の復職意思」、

「会社の許可」、「産業医の意見」及び「その他」

を回答した企業はそれぞれ、75 社（71.4%）、74

社（70.5%）、61 社（58.1%）及び 4 社（3.8%）で

あった。 

 
 

図 6 復職時の必須条件の割合(%) 
 

 

 

 

（５） 療養となった社員の復職支援制度に関し

て、「現在導入している制度」と「今後導

入可能な制度」はありますか。（複数回答） 
各企業の正社員及び非正規社員に対する復職支

援制度について、「現在導入している制度」を図 7

に、「今後導入可能な制度」を図 8 に、それぞれの

制度数の割合を示した。「現在導入している制度」

で最も多い制度は、正社員を対象とした「退職者

の再雇用制度」（56.2%）、非正規社員を対象とした

「短時間勤務制度」（28.6%）であった。次に多い

制度は、正社員を対象とした「短時間勤務制度」

（50.5%）、非正規社員を対象とした「退職者の再

雇用制度」（25.7%）であった。正社員及び非正規

社員によらず、療養が必要となった社員に対して

同様の復職支援制度が導入されていることが示さ

れたが、その割合は、正社員と比べ、非正規社員

を対象とした制度が半数程度であった。現在は導

入されていないが、「今後導入の可能性がある制

度」で最も多い制度は、正社員を対象とした「在

宅勤務制度」及び「カムバック制度」（21.0%）、非

正規社員を対象とした「短時間勤務制度」（19.0%）

であった。次に多い制度は、正社員を対象とした

「時差出勤・フレックスタイム制度」（20.0%）、非

正規社員を対象とした「勤務日数削減制度」

（17.1%）であった。今後導入の可能性がある制度

に関しても、正社員に比べ、非正規社員を対象と

した制度も少ないことが示唆された。 

 
a) 短時間勤務制度: 一日の所定労働時間を短縮する制度 
b) 時差出勤: 所定労働時間は変えず、始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げ

る制度 
c) フレックスタイム制度: 労働者が各自の始業・終業時刻を自由に決められ

る制度 
d) カムバック制度: 育児・介護・配偶者の転勤等によって退職した社員を、

再度就労できる状態になった際に復職できる制度。 
 

図 7 現在導入している復職支援制度 
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a) 短時間勤務制度: 一日の所定労働時間を短縮する制度 
b) 時差出勤: 所定労働時間は変えず、始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げ

る制度 
c) フレックスタイム制度: 労働者が各自の始業・終業時刻を自由に決められ

る制度 
d) カムバック制度: 育児・介護・配偶者の転勤等によって退職した社員を、

再度就労できる状態になった際に復職できる制度。 
 

図 8 今後導入の可能性がある復職支援制度 
 

（６） 過去６年間についてに、脳卒中で療養とな

った社員の有無と療養後の復職状況につ

いて（単一回答） 
過去 6 年間に、脳卒中で療養のために休暇・休

職が必要となった社員がいた企業数の割合を図 9

に示した。 

過去 6 年間に脳卒中で療養となった社員がいた

企業数は 32 社（30.5％）であった。 

 
図 9 脳卒中の療養のために休暇・休職した 

社員のいた企業数の割合(%) 
 

すべての企業において、脳卒中に罹患し療養の

ために休暇・休職した社員 62 人の復職状況を図

10 に、復職後の勤務状況を図 11 に示した。 

脳卒中に罹患し療養のために休暇・休職した社

員のうち、「脳卒中で療養後に復職」した社員は

46 人（74.2%）、そのうち「復職後に再病休せずに

働いている」社員は 40 人（87%）であった。復職

後に再病休した社員は 1 人（2.2%）、依願退職した

社員は 3 人（6.5%）であった。 

 
図 10 脳卒中の療養のために休暇・休職した 

社員の復職状況(%) 
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図 11 脳卒中の療養のために休暇・休職した 

社員の復職後の勤務状況(%) 
 

（７） 脳卒中の治療と仕事の両立が実現できる

職場づくりへの必要性（単一回答） 
脳卒中の治療と仕事の両立が実現できる職場の

必要性に対する企業の回答結果を図 12 に示した。 

脳卒中の治療と仕事の両立の必要性について、

「強く感じている」及び「どちらかというと感じ

ている」と回答した企業が合計で 89 社（84.8 %）

であり、多くの企業が、脳卒中の治療と仕事の両

立が実現できる職場が必要であると回答した。 

 
図 12 脳卒中の治療と仕事の両立が実現できる 

職場の必要性(%) 
 

（８） 企業の規模による解析 
企業全体の社員数に応じて 100 人未満（24 社）、

100～299 人（33 社）、300～999 人（25 社）、1000

人以上（23 社）の 4 群に分け、企業規模による病

休と復職制度の違いを検討した。 

企業規模別の傷病休暇・休職規則有無別の企業

数の割合を図 13 に示した。 

療養が必要になった社員の休暇・休職を就業規

則で規定している企業は、社員数が 100～299 人の

企業が 32 社（97.0%）と最も多く、100 人未満の

企業は 23 社（95.8%）であった。社員数が 300～

999 人の企業は 22 社（88.0%）、1000 人以上の企業

は 20 社（87.0%）であり、社員数が 300 人未満の

企業では 9 割を超える企業で、療養が必要になっ

た社員の休暇・休職を就業規則で規定しているこ

とが示された。 

 
図 13 企業規模別の傷病休暇・休職規則有無 (%) 

 

企業規模ごとに傷病休暇・休職後の復職時の勤

務形態別の企業数の割合を図 14 に示した。 

「フルタイム勤務が原則」と回答した企業は、

社員数が 100 人未満、100～299 人、300～999 人及

び 1000 人以上の企業で、それぞれ 7 社（29.2%）、

10 社（30.3%）、7 社（28.0%）及び 9 社（39.1%）

であり、社員数が 1000 人以上の企業が最も多かっ

た。また、「フルタイム勤務でなくてもよい」と回

答した企業は、社員数が 100 人未満、100～299 人、

300～999 人及び 1000 人以上の企業で、それぞれ 6

社（25.0%）、12 社（36.4%）、9 社（36.0%）及び 8

社（34.8%）であり、社員数が 100 人未満の企業が

最も少なかった。 

社員数が 1000 人以上の企業の約 4 割が「フルタ

イム勤務が原則」と規定している一方で、100 人

未満の企業の 4 割以上が「特に規定していない」

と回答したことから、企業規模により復職後に選

べるほど十分な部署や職種がない、規定せずに個

12



 18

別に対応したい、という企業側の事情や意図が含

まれている可能性が示唆された。 

 
図 14 企業規模別の復職時の勤務形態 (%) 

 

企業規模ごとに傷病休暇・休職後の復職時の

必須条件別の企業数の割合を図 15 に示した。 

社内制度で規定されている復職の手続き上の

必須条件は、いずれの企業においても、「主治医

の診断書」の割合が最も高く、企業規模によら

ず、「本人の復職意思」、「会社の許可」及び「産

業医の意見」も重視しており、企業規模による

偏りは認められなかった。 

 
図 15 企業規模別の傷病休暇・休職後の 

復職時の必須条件 (%) 
 

（９） 病気の治療と職業生活の両立支援に関す

る企業の意見 
・（企業の総務人事労務担当者からの意見として）

勤務形態・両立支援についての制度の整備、周囲

の理解等職場環境、明確な対応策についての意見

を認めた。 

 

企業１：身体に障害が残っている場合は、安全配

慮義務の観点等から、当社では復職は難しいと思

われる。 

企業２：当社では、高齢の嘱託の方が脳卒中で療

養した事例があります。療養半年後に期間満了に

よる退職になりましたが、当初の退職予定日をも

って労使双方合意の上、退職した。病気になって

から退職まで約半年の期間があったが積立休暇制

度を使い給与・賞与は全額支給して対応した。 

企業３：ある社員が、かなり以前に脳卒中に罹患

したが、今でも就労を継続している。本人の病状

に周囲の理解も必要でしょうが、健常社員とのり

合いの整合性の取り方が難しい部分もあると思う。 

企業４：社員に後遺症が無く、復職までの期間も

比較的短い方だったので、対応は出来ましたが、

今後、後遺症が残ってしまった場合はどのような

対応が出来るのか不明だと考える。労災で且つ復

職の見込みがたたない場合は、どのような対応が

出来るのか不明です。 

企業５：現在 1 名が脳卒中で休職中である。症状

固定の判断が難しいため、復職の判断が難しいよ

うに思われる。 

企業６：毎年の健康診断で、脂質異常者の平均年

齢が低年齢化していると、産業医から指摘されま

した。職種的に深夜の食事をとる社員が多く、そ

れが理由だと思っています。本人達に注意を促し

2 次検査に行くように案内するのですが、「自分は

13
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大丈夫」と思っている社員が多いのか、全く響い

ていません。本人達にどうやったら自覚を持って

もらえるのか、重要性を理解してもらうにはどう

したら良いのか悩み所です。 

企業７：普段の健康管理が重要だと思います。組

織としてケアしていける環境が出来あがると良い

かと思います。 

企業８：相当以前になるが、営業管理職で単身赴

任中のアパートにて発症し、対応が遅れたことも

あり、片麻痺による運動機能の低下、言語障害、

軽度の認知障害が残ってしまった。リハビリを行

いながら軽度の事務作業として復帰したが、改善

が見られず退職に至った。1 名しか経験ないが、

重度の場合は業務遂行能力の問題から復帰は厳し

いと考える。 

企業９：少子高齢化も進み、社員の家族を含め、

課題 

として取り組まなければならない問題ですが、中

小企業としては、人の問題や職場環境等改善が必

要です。働き方改革を推進する一方で、現実的に

厳しいです。 

企業１０：メンタルヘルスの職場復帰支援の様に

手引きや指針が出ると企業としては取り組みやす

いと考えます。製造業は、仕事の内容が融通がき

かず、デスクワークも限られているため、その方

に合った業務に移行させてあげることが難しいケ

ースがあります。通院や治療で休みを必要とする

ケースも多く、勤務日数の削減制度や期限を問わ

ない短時間勤務制度などの導入が必要だと思いま

す。 

企業１１：昔と違い、社会復帰できる病気なだけ

に、ご本人がどういう支援を望むのか（勤務時間

と通院の兼ね合いなど）にできる限り応えたいと

考えるが、一人一人の”ケースバイケース”になっ

てしまうと対応するにも限界があるため、ある程

度のメニュー化（パターン化）ができるのであれ

ば、対応する総務側としてもイメージがわきやす

いと思います。 

企業１２：柔軟な働き方ができる環境整備と保健

師・産業医等の専門家と主治医も含めた連携が不

可欠だと思います。 

企業１３：優秀な人材流出を防ぐ福利厚生面とし

て重大な課題であると認識している。国の支援も

必要であると考える。 

企業１４：両立支援は該当者本人のためには当然

守ってあげたい権利かもしれませんが、その他大

勢の健常社員の理解や会社としてどこまで支援で

きるかは、病気により個々のケースが想定され、

一律の制度運用では難しい点が多いと思います。 

企業１５：4 年半の Long term disability 保険を活用

して頂くようにしている。１人の仕事量が多く、

ゆとりが元々ない会社なので、両立するのは大変

そうです。他国では多くの人が両立しています。 

企業１６：健康診断による早期発見、発症後は休

職、時間有給取得等の制度、就業上の配慮や産業

医への相談窓口設置による支援を行うことはでき

るが、後遺症等により著しく業務遂行能力が落ち

る場合は、提供する業務がなく、両立支援にも限

界がある。状態による実行可能な具体的ガイドラ

インが必要。 

企業 17: 後遺症により何らかの障害が残った場合

に、どの様な業務担当として復職して貰うかが課

題の一つと考えます。 

(10) 大企業の脳卒中罹患社員の療養・復職後の再

病休等に関するコホート研究 

大企業の正社員 359 名が、新規で脳卒中により病

休を認め、284 名が復職していた。284 名のうち、

251 名が男性であり、下の表のような結果であっ

た 。
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平均年齢は 52.0 歳で、療養日数の中央値は 134.5

日（約 4.5 か月）であった。 復職日以降の勤務継

続率（1 年後、5 年後）は、78.8％、59.0％であっ

た。284 名のうち、男性 80 名（31.9％）、女性 6

名（18.2％）が再病休を認めていた。多変量解析

の結果、50 歳以上の群が、49 歳以下の群と比較し

て、優位に、勤務継続が難しいことが示唆された

（ハザード：2.26, 95%CI: 1.39-3.68)。再病休のほ

ぼ半数が、復職日から 1 年間に集中していること

から、脳卒中罹患後の社員の就労支援は、復職日

から 1 年間が重要であることが示唆された。 

．結論 

 
 
 
 
 
 

脳卒中に罹患した社員の 80%が復職し、そのうちの 

82%が再病休せずに働いていることが示された。社 

員数が 100 人未満の企業は、1000 人以上の企業に比 

べ、復職に際してフルタイム勤務が原則である割合 

が高いことが認められた。復職支援制度として短時 

間勤務制度は、現在導入している制度においても、 

今後導入可能性のある制度においても割合が高く、 

在宅勤務制度や退職者の再雇用制度の割合が低かっ 

た。正社員と非正規社員の間で、両立支援における 

制度の格差を認めた。脳卒中罹患後の社員の就労支 

援は、復職日から 1 年間が重要であることが示唆さ 

れた。 今後の課題として、心疾患、肝疾患、難病等 

罹患社員の就労支援に関する疫学研究も重要であると 

考えられる。 

Ｇ．研究発表 
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  Motoki Endo, Yasuo Haruyama, Go Muto, Kazuhito  

Yokoyama, Noriko Kojimahara, Naohito Yamaguchi.  

Employment sustainability after return to work among  

Japanese stroke survivors. International archives of  

occupational and environmental health (in press). 

2.  学会発表 

  今後、学会発表を予定している。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 

 H30 年度分担研究報告書 

中小企業における，がん社員の治療と就労の両立支援の現状に関する調査 
研究分担者 森口 次郎 一般財団法人京都工場保健会 理事 

      大塚 創平 一般財団法人京都工場保健会 医師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A. 研究目的 
がん罹患者の約 30％は勤労者世代であり，がん生

存率の向上にともない，がんサバイバー労働者は

増加すると考えられる。高齢化と生産年齢人口の

減少が予想される日本においては，がんだけでな

く，脳卒中，心疾患，糖尿病，肝炎，その他難病

などをかかえる従業員への就労支援は，企業の人

材の確保・定着にも役立つ。2017 年には「事業場

における治療と職業生活の両立支援のためのガイ

ドライン」が公表され，大企業における反復・継

続して治療が必要となる疾病の治療と仕事の両立

支援への認識は高まりつつある。しかし，事業場

数で 9 割以上を占める中小企業では，産業医など

専任の産業保健専門職がいなかったり，人員不足

などの理由から柔軟な勤務形態の導入が難しいと

いったことが予想される。本研究の目的は特に個

別性が高く他の疾患にも応用できると考えられる

がんについて，中小企業における治療と仕事の両

立支援に関する風土・環境・制度などの実態を調

査するものである。 

 

A.B. 研究方法 
対象 
中小企業を対象に無記名郵送調査を行った。「社員

の健康への配慮と社員ががんになった際の取り組

みなどに関するアンケート」と題した調査票を平

成 29 年 12 月より，石川県産業保健総合支援セン

ター，東京商工会議所，全国健康保険協会千葉支

部，京都工場保健会を通じて 5,000 の中小企業に

配布した。 

調査項目 
業種，従業員数，非正規社員や女性の割合など企

業の特徴に関するもの，産業医や産業保健看護職

の選任状況，定期健康診断の受診状況，受診勧奨

などの衛生管理一般に関するもの，がん検診のオ

プションの有無，食生活，運動，禁煙／受動喫煙，

メンタルヘルス，睡眠，腰痛，肩こりに対する取

り組みなど従業員の健康づくりに関する項目，健

康情報の取り扱いに関する社内規定の運用，治療

と仕事の両立支援策として給付制度の案内，治療

を続けながら仕事を継続する際の相談窓口や休暇

や休業の際に相談できる担当者，フレックスタイ

研究要旨 
2017 年に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表され，大企業

における疾病の治療と仕事の両立支援への認識は高まりつつあると考えられる。しかし，必ずしも

産業保健専門職がおらず，人員不足が懸念される中小企業における両立支援の実情は明らかではな

い。本研究ではがん社員の治療と仕事の両立支援に関する取り組み等について，中小企業を対象に

無記名郵送調査を行った。回答を得られた従業員数 200 人未満の企業をがん社員なし，がん社員復

職あり，がん社員復職無しに分類し，復職があった企業と無かった企業で，各項目の実施割合を比

較した。その結果，中小企業でがん社員が復職していることとの関連が示唆されたのは，社内に両

立支援に関する，1）担当者・相談窓口が設置されていること，2）人事制度を柔軟に運用できるこ

と，3）教育・啓発をし，周囲の理解があることであった。 
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ムなどの柔軟な勤務形態や柔軟な人事制度，主治

医や上司，人事との連携，職場の両立支援への理

解の有無，両立が出来る職場づくりを進める上で

課題と思われること，ソーシャルキャピタル評価

項目などである。アンケートには返信用封筒を同

封し，封筒にも事業場名を記入しないこととし，

プライバシーに配慮した。アンケートに回答し返

送したことをもって，本研究への参加に同意する

こととした。本研究は東京大学医学部附属病院の

倫理委員会の承認を得て行った。 

解析方法 
解析対象は従業員数が 200 人未満の事業場とした。

アンケートの回答を得られた事業場を，Q37 の「が

んのために療養となった社員がいますか。」と Q38

の「設問 37 が「はい」の場合，対象の方は復職さ

れましたか」の 2 問を元に，「がん社員なし」，「社

員復職あり(復職しなかった者がいてもよい)」，

「復職無し」に分類した。アンケートの Q5 から

Q40 について復職ありと復職なしの事業場をカイ

二乗検定か Fisher’s exact test で比較した。Q41 に

ついては，各項目ごとにチェックがあるかないか

について，同様にカイ二乗検定か Fisher’s exact test

で比較した。p<0.05 の場合を統計的有意差ありと

した。Q7-12 のソーシャルキャピタルの合計点は

Kruskal-Wallis 検定で比較した。Sensitivity analysis

として，Q39, Q40, Q41 の自由記載欄への記述を元

に，上記の分類を見直し，同様の解析を行った。 

 
A.C. 研究結果 
平成 30 年 4 月末までに，1268 社から記入済みア

ンケートを回収した。このうち，社員 50 人未満が

772 社（61.03％），社員 50 人以上 200 人未満が 364

社（28.77％），200 人以上が 129 社（10.21％）(欠

損 3 社)であり，社員が 200 人未満は 1136 社

（89.8％）であった。このうち，「がん社員なし」

が 694 社(61.1％)，「社員復職あり」が 337 社

(29.7％)，「復職無し」が 69 社(6.1％)であった (欠

損 36 社)。復職ありと復職なしで統計的優位差が

あったのは，Q22「貴社では「禁煙・受動喫煙」

に関する取り組みを行っていますか」（はいが

58.8％ vs. 40.6％, p=0.005），Q34「職場は両立支援

に理解がありますか」（はいが 77.2％ vs. 65.2%, 

p=0.018），Q40「がんの治療と就労の両立が実現

できる職場づくりへの必要性について」（強く感じ

ているが 35.0％ vs. 20.3%, p=0.049）であった。ま

た，Q41 の治療と就労の両立が実現できる職場づ

くりを進める上での課題と思われるものとしてチ

ェックを付けた割合に統計的有意差があったもの

は「長時間働けない社員の社会保険料の事業主負

担が大きい」（37.1％ vs. 52.2%, p=0.02），「周りの

社員の理解不足」（12.5％ vs. 24.6％, p=0.009）と，

復職が無かった企業の方が事業主負担や周囲の理

解について課題だと考えているところが多かった。

統計学的な差がボーダーラインであった項目は，

Q29「病気を理由に休暇や休業をとる際，社員が

相談できる担当者がいますか」（はいが 85.5％ vs. 

78.3%, p=0.093），Q30「病気になっても無理なく

働けるよう，社員が相談できる窓口がありますか」

（はいが 73.0％ vs. 62.3%, p=0.052），Q33「両立支

援の際に，人事制度を柔軟に運用していますか」

（はいが 55.5％ vs. 43.5%, p=0.055）であった。

Q7-12 のソーシャルキャピタルの合計点（±標準

偏差）は復職ありが 18.62 (3.00)，復職無しが 18.04 

(3.19)で，統計的有意差がなかった。Sensitivity 

analysis では， 22 社について上記分類に変更があ

った（復職あり 351 社，復職無し 64 社）が，結果

は上記と同様の傾向であり，Q28「治療を続けな

がら仕事を継続する社員の支援の方法について，

社員に教育や啓発をおこなっていますか」（はいが

37.3％ vs. 26.6%, p=0.081）の差もボーダーライン

であった。 

 

A.D. 考察 
中小企業を対象としたアンケート結果から，がん

になった社員が復職することに関連することとし

て，両立支援に関する，1）担当・相談窓口がある

こと，2）人事制度を柔軟に運用できること，3）

教育・啓発をし，周囲の理解があることの 3 つが

示唆された。また，禁煙／受動喫煙に関する取り

組みも，がん社員の復職の有無と関連していた。 
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がん社員が復職した企業では「病気を理由に休

暇や休業をとる際，社員が相談できる担当者」が

いる，「病気になっても無理なく働けるよう，社員

が相談できる窓口」があると回答したものが，統

計的差はボーダーラインであったものの，がん社

員が復職しなかった企業よりも多かった。このこ

とから，従業員が病気で仕事を休んだり，治療を

行いながら働き続けようとした際に相談できる窓

口や担当者が，がん社員が発生する前にあらかじ

め決まっており，さらに社員に周知されているこ

とで両立支援がよりスムーズに行われるのではな

いかと考えられた。 

 本調査ではフレックスタイムや時差出勤，短時

間勤務などの柔軟の勤務形態の有無は，社員が復

職した企業と復職しなかった企業で統計的有意差

がみとめられなかったが，「両立支援の際に，人事

制度を柔軟に運用」していると回答した割合が，

社員が復職した企業の方が復職しなかった企業よ

りも高い傾向にあった。従業員数の少ない中小企

業では柔軟な勤務形態に関する就業規則の有無そ

のものよりも，治療が必要となった社員が発生し

た際に，経営者や取締役会による承認などにより，

人事制度を柔軟に運用して対応しているのではな

いかと考えられた。大企業では就業規則により勤

務形態についての明確な規定がないことは，時に

不公平感を生む可能性がある。中小企業において

も，社員が治療を受けながら働き続けるような柔

軟な就業形態に関する規定があることが望ましい

が，現状では個々の事例に対して柔軟な対応を行

っていると考えられた。さらに，がん社員が発生

した際の柔軟な対応を可能にする前提として，次

に述べる両立支援への理解があると考えられる。 

 社員が復職した企業では，復職しなかった企業

と比べて「職場は両立支援に理解がある」の割合

が有意に高く，「がんの治療と就労の両立が実現で

きる職場づくりへの必要性」を強く感じている割

合も高かった。さらに「治療を続けながら仕事を

継続する社員の支援の方法について，社員に教育

や啓発」を行っている割合が高い傾向があった。

逆にがん社員が復職しなかった企業では，治療と

就労の両立が実現できる職場づくりを進める上で

の課題として「周りの社員の理解不足」をあげて

いる割合が有意に高かった。これらの結果から，

中小企業におけるがんの治療と就労の両立支援に

おいては，企業がその必要性を強く感じ，社員に

教育や啓発を行い，周囲の理解が得られることが

重要なのではないかと考えられた。特に従業員数

の少ない小規模の企業においては，がんになって

も働きつづけられる社内風土が，両立支援を可能

とすると思われた。 

 両立支援と直接的には関係のない項目で社員の

復職と関連があったものとして，禁煙・受動喫煙

に関する取り組みがあった。他の健康に関する取

り組みには有意差はなかったものの，企業が社員

の健康に関する関心が高く，禁煙・受動喫煙対策

等を行っている企業は，両立支援も行いやすい風

土や環境があると推測された。禁煙や受動喫煙対

策はがんの予防にも直接関連することであり，企

業の人材の確保・定着の観点からも重要度が高い

と考えられた。 

 本研究の強みは，1000 社を超える企業からアン

ケートの回答を得て，がん社員が復職した企業と

復職しなかった企業を統計的に比較することが出

来たことである。本研究からの知見は，中小企業

への両立支援の普及・定着のための施策形成に役

立つと考えられる。しかし，本研究は横断研究で

あるため，結果の因果関係は不明である。また，

任意のアンケート調査であるため，アンケートに

回答し返送した企業はそうでない企業よりも両立

支援に対して関心が高い可能性があり，結果は全

中小企業に一般化するには限界がある。 

 

A.E. 結論 
中小企業において，がんになった社員が復職し，

働き続けられるためには，社内に両立支援に関す

る 1）担当・相談窓口があり，2）人事制度を柔軟

に運用でき，3）教育・啓発をして，周囲の理解が

あることが重要であると考えられた。 

 

G．研究発表 
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1.  論文発表 

2.  学会発表 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
1. 特許取得 

2. 実用新案登録 

3. その他 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 

 平成 30 年度分担研究報告書 

事業場の特徴による，治療と仕事の両立支援の取り組みの現状に関する研究 
研究分担者 小山 善子 石川産業保健総合支援センター所長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. 研究目的 
人口の高齢化や 65 歳定年義務化，がん患者の生

存率の向上にともない，がん，脳卒中，心疾患，

糖尿病，肝炎，その他難病などの疾病を有する労

働者は今後ますます増加すると考えられ，こうし

た労働者への就労支援は働き方改革の中でも重要

である。2017 年には「事業場における治療と職業

生活の両立支援のためのガイドライン」が公表さ

れ，大企業における両立支援への認識は高まりつ

つある。しかし，特に事業場数で 9 割以上を占め

る中小企業においては，かならずしも産業医等の

産業保健専門職がおらず，両立支援の必要性につ

いて十分に認知されていない可能性がある。中小

企業へ上記ガイドライン等のツールを普及・定着

させるために，特にどのような特徴の中小企業を

ターゲットにする必要があるかを知ることは重要

である。本研究の目的は，治療と仕事の両立支援

の取り組み状況が，事業場の特徴により異なって

いるかを検討することである。 

 

 

B. 研究方法 
対象 

中小企業を対象に無記名郵送調査を行った。「社

員の健康への配慮と社員ががんになった際の取り

組みなどに関するアンケート」と題した調査票を

平成 29 年 12 月より，石川県産業保健総合支援セ

ンター，東京商工会議所，全国健康保険協会千葉

支部，京都工場保健会を通じて 5,000 の中小事業

場に配布した。 

 

調査項目 
業種，従業員数，非正規社員や女性の割合など

企業の特徴に関するもの，産業医や産業保健看護

職の選任状況，定期健康診断の受診状況，受診勧

奨などの衛生管理一般に関するもの，がん検診の

オプションの有無，食生活，運動，禁煙／受動喫

煙，メンタルヘルス，睡眠，腰痛，肩こりに対す

る取り組みなど従業員の健康づくりに関する項目，

健康情報の取り扱いに関する社内規定の運用，治

療と仕事の両立支援策として給付制度の案内，治

療を続けながら仕事を継続する際の相談窓口や休

研究要旨 
2017 年に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表され，大企業

における疾病の治療と仕事の両立支援への認識は高まりつつあると考えられる。しかし，必ずしも産

業医等の産業保健専門職がいない中小企業においては，両立支援の必要性が十分に認知されていない

可能性があり，両立支援の普及・定着にはどのような特徴の中小企業をターゲットにする必要がある

かを検討することは重要である。本研究ではがん社員の治療と仕事の両立支援に関する取り組み等に

ついて，中小企業を対象に無記名郵送調査を行い，治療と仕事の両立支援の取り組み状況が，事業場

の特徴により異なっているかを検討した。対象は従業員数 300 人未満の企業 1182 社とした。治療と

仕事の両立支援に関する取り組みは，従業員の平均年齢が 40 代以下，女性の割合が 50％以上の企業

の方が行っていると回答した割合が高かった。中小企業における治療と仕事の両立支援の普及には，

従業員の平均年齢が高く，女性の割合が高いところをターゲットにする必要が示唆された。 
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暇や休業の際に相談できる担当者，フレックスタ

イムなどの柔軟な勤務形態や柔軟な人事制度，主

治医や上司，人事との連携，職場の両立支援への

理解の有無，両立が出来る職場づくりを進める上

で課題と思われること，ソーシャルキャピタル評

価項目などである。アンケートには返信用封筒を

同封し，封筒にも事業場名を記入しないこととし，

プライバシーに配慮した。アンケートに回答し返

送したことをもって，本研究への参加に同意する

こととした。本研究は東京大学医学部附属病院の

倫理委員会の承認を得て行った。 

 

解析方法 
アンケートの回答を得られた中小企業のうち，

従業員数が 300 人未満のものを対象とした。従業

員の平均年齢(40 代以下か 50 代以上か)，非正規社

員の割合(50％以上か未満か)，女性社員の割合

(50％以上か未満か)，業種などの事業場の特徴別

に両立支援や健康への取り組みに関するアンケー

ト項目への回答を集計し，カイ二乗検定で比較を

行った。p<0.05 を統計的有意差ありとした。 
 
C. 研究結果 

平成 30 年 4 月末までに，1268 社から記入済み

アンケートを回収した。従業員数 300 人未満の企

業 1182 社を今回の解析に含めた。 
 

従業員の平均年齢 
従業員の平均年齢が 40 代以下は 861 社，50 代

以上は 296 社であった。全体的に，平均年齢が 40
代以下の企業の方が，両立支援に関する項目につ

いて行っていると答えた割合が高かった。具体的

には，健康診断受診率が 90％以上 (91.7% vs. 
84.1%)，産業医や保健師等が日々の健康管理にか

かわっている(25.5% vs. 18.3%)，病気を理由に休

暇や休業を取る際，社員が相談できる担当者がい

る(82.2% vs. 74.8%)，主治医や上司，人事などの

連携が行われている(48.4% vs. 41.6%)，がんの治

療と就労の両立が実現できる職場づくりの必要性

を感じている(87.7% vs. 80.5%)，社員の健康への

取り組みとしてがん検診のオプションがある

(37.8% vs. 28.8%)で，平均年齢が 40 代以下の事業

場の方が「はい」の割合が統計的有意に高かった。

例外は，健康診断の結果，再検査が必要である社

員に，病院の受診を勧めているか (88.8% vs. 
91.0%)，治療を続けながら仕事を継続する社員の

支援の方法について，社員教育や啓発をおこなっ

ているか(30.0% vs. 31.5%)で，平均年齢 50 代以上

の企業の方が「はい」と回答した割合が高かった

が，統計的有意差は無かった。 
 

非正規社員の割合 
非正規社員の割合が 50％未満は 799 社，50％以

上が 281 社であった。全体的に非正規社員が 50％
以上か未満かでの差は大きくなく，50％以上の方

が行っている割合が高い項目とその逆の項目があ

った。統計的に有意差があったのは，健康診断受

診率 90％以上(91.2% vs. 86.2%)および，職場は両

立支援の理解がある(73.7% vs. 67.2%)で，非正規

社員が 50％未満の方が有意に割合が高かった。 
 

女性社員の割合 
女性社員の割合が 50％未満が 635 社，50％以上

が 476 社であった。全体的に女性社員が 50％以上

の企業の方が，両立支援に関する項目を行ってい

る割合が高かった。具体的には，産業医を選任(常
勤，非常勤，嘱託を含む )している (25.0% vs. 
35.7%)，産業看護職を選任(常勤，非常勤を含む) 
している(4.1% vs. 9.5%)，産業医や保健師等が

日々の健康管理にかかわっている (19.8% vs. 
28.8%)，病気を理由に休暇や休業を取る際，相談

できる担当者がいる(78.3% vs. 83.4%)，治療を続

けながら仕事を継続する社員を受け入れる仕組み

を，就業規則などで定めているか (24.0% vs. 
31.7%)，両立支援の際，勤務時間や勤務形態に対

する柔軟な対応（フレックスタイムや時差出勤，
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短時間勤務など）が可能である(63.7% vs. 71.2%)，
両立支援の際に，人事制度を柔軟に運用している

(48.4% vs. 55.1%)，主治医や上司，人事などの連

携が行われている(43.5% vs. 51.8%)，社員の家族

が，がんを患った場合，臨機応変に働き方を変更

する取り組み（労働時間や給与体系も含む）を行

っているか(39.6% vs. 46.8%)，禁煙/受動喫煙に関

する取り組みを行っているか(51.1% vs. 57.2%)で，

女性社員の割合が 50％以上の企業の方が，行って

いると回答した割合が統計的に有意に高かった。 
 

業種別 
アンケートに回答した中小企業の内訳は，建設

業 n=133，製造業 n=204，電気・ガス・熱供給・

水道業 n=12，情報通信業 n=39，運輸・郵便業 n=66，
卸売業，小売業 n=148，金融業，保険業 n=18，
不動産業 n=43，飲食業 n=14，教育，学習支援業

n=16，医療・福祉 n=197，その他 n=271，複数の

業種を回答したもの(以下，多業種)n=13であった。

業種別の特徴としては，製造業，情報通信業，卸

売業，小売業，医療・福祉では，平均年齢が 40
代以下の事業場が 80%を超えていた。情報通信業

では 97.4％の事業所で非正規が 50％未満であり，

飲食業では 83.3％の事業所で非正規が 50％以上

であった。医療・福祉では女性が 50％以上の事業

所の割合が 93.7％で，他の業種より圧倒的に高か

った。n が少ない業種があったため統計的検定が

出来ない項目もあり，また上記の年齢や女性の割

合を調整はしていないが，業種による違いが示唆

された。医療・福祉では，産業医選任(55.3%)，産

業医や保健師が日々の健康管理(48.0%)，主治医，

上司，人事などの連携(64.7%)について行っている

割合が高かった（この業種で有意に高いという意

味ではなく，業種間に統計的有意な差があった。

以下同様)。柔軟な勤務時間や勤務形態が可能であ

ると答えた事業場の割合は飲食業で高く(85.7%)，
電気・ガス・熱供給・水道業(45.5%)で低かった。

両立支援の際に，人事制度を柔軟に運用している

割合は金融，保険業で高かった(72.2%)。両立支援

への理解があると答えた割合は情報通信業

(82.1%)と医療・福祉(80.5%)で高く，電気・ガス・

熱供給・水道業(33.3%)で低かった。食生活の改善

*に関する取り組みは情報通信業，運動*に関する取

り組みは不動産業，メンタルヘルスに関する取り

組みは医療・福祉，睡眠*と腰痛に関する取り組み

は運輸・郵便業で他の業種よりも行われている傾

向にあった(*は業者間全体の統計学的有意差は検

出されず)。 
 
D. 考察 
治療と仕事の両立支援や健康に関する取り組み

は，全体的には平均年齢が 40 代以下および女性社

員の割合が 50％以上の中小企業で行っている割

合が高い傾向にあった。人口の高齢化と定年年齢

の引き上げにより，今後高年齢従業員の割合は増

加することが見込まれる。従業員が高齢化するほ

ど，がん，脳卒中，心疾患，糖尿病などを抱える

従業員もまた増加すると考えられ，企業の人材の

確保・定着のためにも治療と仕事の両立支援が必

要であると考えられる。しかし，今回の結果では，

従業員の平均年齢が低い企業の方が，全体的に両

立支援に関する取り組みを行っている割合が高か

った。このことから，両立支援の意義や「事業場

における治療と職業生活の両立支援のためのガイ

ドライン」などのツールの普及を，中小企業の中

でも平均年齢の高いところをターゲットにして行

っていく必要があることが示唆された。 
女性社員の割合が 50％以上のところの方が，

50％未満のところと比べ，両立支援に関する取り

組みが行われている割合が高かった。出産や育児

を行う従業員が発生する確率は従業員ががんにな

る確率よりも，高いと考えられ，女性社員の割合

が高い企業では，すでに仕事と家庭や育児などの

両立支援のしくみがあると推測される。今回のア

ンケート結果から，仕事と家庭や育児の両立支援

が行われている中小企業では，治療と仕事の両立
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支援にも応用できているのではないかと考えられ，

両立支援の普及を，女性社員の割合が低い企業を

ターゲットにする必要があると考えられた。 
今回，業種ごとの解析も試みたが，事業所内に

医師や看護職等の専門職がいる医療・福祉で，産

業医の選任，産業医や保健師が日々の健康管理に

関わっている，主治医，上司，人事などの連携が

行われている割合は高い傾向があったのは予想通

りであった。しかし，アンケートに回答した中小

企業が少なかった業種や，複数の業種を回答して

いる企業もあり，限界があった。両立支援の普及

に特に重点をおくべき業種があるかは，今後の検

討が必要である。 
 

E. 結論 

中小企業における治療と仕事の両立支援の普及に

は，従業員の平均年齢が高く，女性の割合が高い

ところをターゲットにする必要が示唆された。 
 
G．研究発表 

1.  論文発表 

2.  学会発表 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
1. 特許取得 

2. 実用新案登録 

3. その他 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
 平成30年度分担研究報告書 

       医療機関や産保センターの連携に関する質的研究 
研究分担者 高橋美保 東京大学大学院教育学研究科教授 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ．研究目的 

     がんは死因の第1位であり、がん罹患者の 

3人に一人は就労世代である。しかし、がん診 

断後、治療開始までに患者の3割が離職して 

いるという現状がある。政府主導により社会 

制度的支援や医療機関での窓口設置など、様 

々な施策が打たれているが、治療と就労の多 

面的な支援が必要であり、治療の段階で必要 

な支援も異なるため、複数の援助者がどのタ 

イミングで、どのような連携を取ればより有 

効な援助ができるかについては十分な検討さ 

れていない。 

そこで、本研究はがんの治療と就労の両立 

支援のために有効な連携モデルを検討するた 

めに、現状の問題点を明らかにすることを 

目的とする。 

 

    Ｂ．研究方法 

  【対象】10名の専門職（社会保険労務士3名、 

中小企業事業主1名、労災病院MSW(両立 

支援コーディネーター)、東大・リハ部OT 

/PT、NS、産保センター所長（医師）） 

【時間】9月8日(金)14:00-17:00 

【場所】東京大学教育学部棟2階第1会議室 

【調査】フォーカスグループインタビュー 

【予備調査】参加者の社労士1名、OT1名に 

予備インタビューを実施（1～1.5時間） 

【本調査事前手続き】事前に以下を送付 

① 研究主任者からのメッセージ 

② 参加者のプロフィールを収集・共有 

③ インタビューガイド・両立支援基礎情報 

送付 

  【倫理面への配慮】 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 

に基づき、東京大学ライフサイエンス研究 

倫理支援室にて倫理審査を受けている。 

 

    Ｃ．研究結果 

     文字起こしをしてそれを読み込み、重要 

ラベルの作成、分類をしてカテゴリを作成 

した。分析の結果，7つのカテゴリ，22の 

サブカテゴリ，220の重要アイテムが生成 

された。なお，治療や就労の状況に応じて， 

がん診断直後後の「Ⅰ．初期治療」，手術・ 

退院・復職を経て「Ⅱ．復職を考える」， 

病気が寛解して再発・病勢増悪する「Ⅲ． 

復職後の日々」の3つの時期が見出された。 

問題として、3期にわたって、以下の5つ 

の問題点が抽出された。 

「Ⅰ．初期治療」の段階：＜問題①病院内 

（両立支援）システムが整備されていない＞ 

＜問題②企業内（両立支援）システムが機能 

研究要旨： 
本研究は、患者（就労者）が医療と職場の両方からの支援を、必要なタイミングで、より負担ない形

で得るために必要な連携支援のあり方について、様々な立場の関係者によるグループフォーカスイン

タビューによって明らかにするものである。 
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していない＞＜問題③医療－企業間の連携不 

足＞「Ⅱ．復職を考える」の段階：＜問題④ 

院内連携の不足＞，＜問題⑤産保センターの 

機能不全＞，＜問題⑥ハブ機能を持つ機関の 

「不在」と「乱立」＞、「Ⅲ.復職後の日々」 

に＜問題⑦長期的な支援の難しさ＞が見い 

出された。 

 

    Ｄ．考察 

       治療と就労の両立支援は、医療側と職場 

側に分断されて行われており、その各々に 

おいて十分な対応がなされていないことが示 

唆された。また、それによって、結果的に患 

者（就労者）自身が両立のための情報を収集 

しなければならない状況にあることが示され 

た。 

さらに、現状では、がん相談支援センター 

や産保センターなど、医療側と職場側の窓口 

となるべき機関が存在はしているものの、い 

ずれも十分に機能しておらず、場所によって 

はハブ機能が不在であったり、あるいは存在 

していたとしても混乱があることが示唆され 

た。 

さらに、がん告知や復職時だけでなく、中 

長期的な支援が必要とされていることが示さ 

れたが、「初期治療」「復職を考える」時期 

に十分な支援が確立していないため、その後 

「復職後の日々」の長期的な支援まで行き届 

いていない現状があることが示唆された。 

  

Ｅ．結論 

     両立支援は、患者（就労者）が治療ルート 

の中で無理なくつながることができる入り口 

を設けること、さらに、中長期的な支援のた 

めには、様々な専門家から必要なタイミング 

で支援が受けられるような連携が必要である。 

 

Ｇ．研究発表 

   1.  論文発表 なし 

   2.  学会発表 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

   1. 特許取得  なし 

2. 実用新案登録 なし 

   3. その他  なし   
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労災疾病臨床研究事業費補助金 

平成 30 年度研究報告書 

治療と就労の両立支援を実現させるための運動・身体活動プログラムの開発 
研究分担者 野村卓生  

関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 
 

研究要旨 
本研究では治療と就労の両立支援を実現させるための運動・身体活動プログラムの開発を最終

目的とし，昨年度（研究初年度目）については，医学中央雑誌 web を用いて国内の学術論文から

過去 10 年間の情報を収集した．本年度（研究二年度目）については昨年度の研究成果をふまえ

て，職場での運動・身体活動を促進させるコンセプトを立案し，職場における具体的な運動・身体

活動プログラム案を試作することを目的とした．コンセプトの立案およびプログラムの開発にあたっ

ては，運動療法が専門でない者への情報提供を考慮し，現場の健康管理を担当する者および患

者本人に対して，職場環境や働き方に応じて受け入れられやすく，分かりやすい運動・身体活動

プログラムを提示することを念頭においた．今回は，乳がんをもつ勤労者を想定して，職場におけ

る運動・身体活動の導入コンセプトならびにそのプログラムの案を作成した．研究最終年度となる

次年度（研究三年度）には，本年度作成したコンセプト・プログラムを現場で検証し，改良を行う計

画である． 

 

A. 研究目的 
本研究では治療と就労の両立支援を実現さ

せるための運動・身体活動プログラムの開発を

最終目的としている．昨年度（研究初年度）に

は医学中央雑誌 Web を用いて国内の文献情

報を整理した．結果，治療と就労の両立支援

を目的とする職場における実践報告は皆無で

あった．脳卒中，糖尿病，がんおよびメンタル

ヘルスに対する運動・身体活動のエビデンス

は集積され，診療ガイドラインも発表されてい

ることから 1-4)，これらの情報を活用して，運動・

身体活動プログラムを開発することとした． 

一方，治療として運動療法が必要な糖尿病

患者でさえ，運動療法の継続は困難であり，

糖尿病外来に通院中の糖尿病患者 4,127 名

を対象とした日本糖尿病学会の調査では，運

動療法の実施率は 52%であった 5)．我々が糖

尿病治療としての運動療法が適応となる 2 型

糖尿病 1,442 名を対象に行った調査において

は，各年代・性別で異なるが，定期的な運動

習慣を持つ割合は 10～40%であった 6)． 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

国内外の文献および関連情報の収集  

職場における運動・身体活動促進コンセプトの立案   

職場における運動・身体活動プログラムの開発    

中小企業におけるコンセプト・プログラムの検証    

検証に基づくコンセプト・プログラムの改変     

図 1. 治療と就労の両立支援を実現させるための運動・身体活動プログラム開発を目的とした研究

計画（2018 年度版） 

人は，例えばエスカレータと階段のどちらか

の利用の選択を迫られた際，過去の経験に基

づき（階段を使うと”辛い（しんどい）”，エスカレ

ータを使うと”楽（らく）”），無意識下に近い選

択でエスカレータを選択する．我々は過去の

研究において，このような無意識下に近い身

体活動を健康標語が示されたポスターなど（以

下，「メッセージバナー」という）の掲示により，

エスカレータを使用する行動から階段を使用

する行動へ変容させることが可能なことを証明

した 7,8)．さらに，県庁対象とした 1 年間半を超

える調査により，メッセージバナー（健康標語

が挿入された目につく箇所に設置できるポスタ

ーなど）を活用し，県庁全体の取り組み意識を

持ち，部署の管理者等が積極的に啓発するこ

とよって，職員の階段を使用する行動が長期

に維持されることを証明した 9)． 

これらの事実をまとめると，職場における運

動・身体活動を促進させるためには，対象に

運動・身体活動の指導を行うだけでは，望まし

い行動へ変容させ，それを維持させるのが難

しいということである．職場で運動・身体活動を

促進させるためには，職場全体で意識を共有

し，効果的なツールを用いて，環境整備や上

司の啓発を加えて，運動・身体活動を促進さ

せる必要がある． 

 

B. 研究方法 
研究二年度目となる本年度においては，①

職場での運動・身体活動を促進させるコンセ

プトを立案し，②職場における具体的な運動・

身体活動プログラム案を試作することとした

（図 1）．尚，①および②の作業を行うにあたっ

て，特異的な疾患のプログラムを開発すること

を最終目的とはしていないが，研究の実現性

の面をふまえて，本研究では乳がんをもつ勤

労者を想定することとした． 
 

① 職場での運動・身体活動を促進させるコ

ンセプトの立案 
職場における運動・身体活動を促進させる

コンセプトの立案にあたっては，治療と就労の

両立支援が必要な勤労者が如何に職場で運

動・身体活動を促進させやすい環境づくりが

行えるかを念頭に置き，職場の管理者に説明

可能な資料としても活用できるように作成する

こととした． 

 

② 職場における具体的な運動・身体活動プ

ログラム案の試作 
がんのリハビリテーションガイドライン等 1,2)を

参考にして，デスク周辺で実施可能な上下肢

28



 34

および全身運動プログラムを目につく箇所に

設置可能なカレンダー形式で作成することとし

た．また，職場における体操方法の先行報告

10)を参考に肩こりや腰痛予防にも効果的なプ

ログラムになるように考慮した． 

 

C. 研究結果 
① 職場での運動・身体活動を促進させるコ

ンセプトの立案 
コンセプトは，職場の管理者に説明できるよ

うに A４版で作成した（結果 1-1 から 1-3）． 

 

② 職場における具体的な運動・身体活動プ

ログラム案の試作 
プログラムは，安全性に配慮するために，乳

がんをもつ勤労者用と一般勤労者用の 2 種類

を作成した（結果 2-1 から 2-2）． 

 

D. 考察 
研究二年度目においては，我々の過去の

研究をふまえて，職場での運動・身体活動を

促進させるコンセプトを立案，職場における具

体的な運動・身体活動プログラム案を試作し

た． 

我々が作成したコンセプトとプログラム案に

ついては，実際の職場の現状等との乖離が予

想される．疾患を有する勤労者に対しては，そ

れぞれが抱える身体的・精神的な問題に配慮

し，個別性を重視することが重要である．乳が

ん術後患者の就労に影響する要因には，化学

療法，放射線治療，年齢，仕事の種類，手術

方法などがあげられる．特に化学療法は倦怠

感，吐き気，嘔気など副作用が生じやすいの

で，それらの影響がある．我々が提案するコン

セプトとプログラムが如何に勤労者の個別性に

配慮できるかが本研究の重要課題である．ま

た，運動を続けていく際に生じる諸種の問題

点に対して，電話やメールを活用した医療者

によるフォローアップ体制を確立することが必

要と考える 11,12)． 

次年度（研究最終年度）においては，乳が

んをもつ勤労者を雇用する実際の職場におい

て，職場の管理者ならびに勤労者に対して，

我々のコンセプト・プログラムを評価いただき，

その評価結果をもとに改変して，コンセプト・プ

ログラムを成熟させる計画である． 

 

E. 結論 
 本研究では，乳がんをもつ勤労者を想定

して研究を行った． 

 職場における運動・身体活動が促進され

るためのコンセプトを立案した． 

 職場における具体的な運動・身体活動プ

ログラム案を作成した． 

 コンセプトならびにプログラムに関しては，

次年度（研究最終年度）に現場で実証評

価を行い，成熟させる計画である． 

 

研究発表 
学会発表 

1. 田村明日花, 中島貴子, 西村愛奈, 森耕

平, 野村卓生, 浅田史成: 腰椎の複合運

動とハムストリングスのストレッチは短時間

でも腰痛を軽減する. 第 66 回日本職業・

災害医学会学術大会. 2018 年 10 月 20 日, 

和歌山市 

論文発表 
1. 西村愛奈, 浅田史成, 田村明日花, 中島

貴子, 森耕平, 野村卓生: 短時間の単純

な複合運動による非特異的腰痛軽減への

即時的効果 製造業の男性従業員を対象

とした予備的検討. 保健医療学雑誌, 印

29



 35

刷中. 

 

知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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結果１－１. 職場における運動・身体活動促進コンセプト①（2018 年度案） 
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結果１－２．職場における運動・身体活動促進コンセプト②（2018 年度案） 
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結果１－３．職場における運動・身体活動促進コンセプト③（2018 年度案） 
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結果２－１試作した運動カレンダーの例（一般の職員用） 
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結果２－２．試作した運動カレンダーの例（乳がんをもつ職員用） 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 

平成 30 年度分担研究報告書 

中小企業における治療と就労の両立支援活動評価指標案の作成に関する研究 
研究分担者 岡敬之 東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. 研究目的 
 
急速な高齢化や 65 歳定年制の義務化，勤労者が

約 30％を占めるがん患者の生存率の向上にとも

ない，がん，脳卒中，心疾患，糖尿病，肝炎，そ

の他難病などを有する従業員は今後ますます増加

すると考えられる。反復・継続した治療の必要な

従業員への就労支援は，生産年齢人口の減少して

いる日本においては特に重要である。2017 年には

「事業場における治療と職業生活の両立支援のた

めのガイドライン」が公表され，大企業における

両立支援への認識は高まりつつある。しかし，事 

業場数で 9 割以上を占める中小企業においては，

産業保健専門職がいなかったり，人員不足などの

理由から，がんをはじめとした反復・継続した治

療が必要な従業員に対する，治療と仕事の両立支

援は十分であるとは言えない。本研究の目的は治

療と仕事の両立支援のためにはどのような環境整 

 

 

 

備や支援が必要であるかを示し，中小企業が自社

の状況をチェックすることが出来る，両立支援活

動評価指標案（以下，評価指標案）を作成し，両

立支援の普及・定着を目指すものである。本年度

はまず，個別性が高く，他の疾患にも応用が可能

と考えられるがんを主な対象とした評価指標案を

作成した。 
 

B. 研究方法 
 
中小企業に対するアンケート調査 
まず，中小企業を対象に無記名郵送調査（「社員

の健康への配慮と社員ががんになった際の取り組

みなどに関するアンケート」）を行った。調査項目

は業種，従業員数，非正規社員や女性の割合など

企業の特徴に関すること，産業医や産業保健看護

職の選任状況，定期健康診断の受診状況などの衛

生管理一般に関すること，治療と仕事の両立支援 

研究要旨 
2017 年に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表され，大企業に

おける治療と仕事の両立支援への認識は高まりつつあると考えられる。しかし，中小企業においては，

産業保健専門職がいなかったり，人員不足などの理由から，治療と仕事の両立支援は十分であるとは

言えない。本研究では中小企業を対象としたアンケートの結果や専門家の意見をもとに，中小企業が

自社の状況をチェックすることが出来る，両立支援活動評価指標案を作成した。これは，職場におけ

る両立支援への理解，連携，休職と職場復帰支援，柔軟な働き方のしくみ，相談窓口の設置，従業員

の健康づくり，個人情報の取り扱い，両立支援の実績の 8 つのカテゴリに属する 32 項目で構成され

ている。 
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策として給付制度の案内，相談窓口や担当者の設

置，フレックスタイムなどの柔軟な勤務形態や就

業規則の有無，主治医や上司，人事との連携が行

われているか，両立支援への理解，両立が出来る

職場づくりを進める上で課題と思われること，禁

煙／受動喫煙，食生活，睡眠や運動など，健康に

関する取り組みをおこなっているかなどである。

平成 29 年 12 月より，石川県産業保健総合支援セ

ンター，東京商工会議所，全国健康保険協会千葉

支部，京都工場保健会を通じて，5,000 の中小企業

に配布した。アンケートの回答を得られた企業を，

Q37 の「がんのために療養となった社員がいます

か。」と Q38 の「設問 37 が「はい」の場合，対象

の方は復職されましたか」の 2 問を元に，「がん社

員なし」，「社員復職あり(復職しなかった者がいて

もよい)」，「復職無し」に分類した。アンケートの

Q5 から Q40 について復職ありと復職なしの企業

をカイ二乗検定か Fisher’s exact test で比較し，が

んの社員が復職することに関連する社内風土・環

境・就業規則等の項目を検討した。p<0.05 の場合

を統計的有意差ありとした。 

評価指標案草案の作成 
アンケートの設問項目および自由記載，既存の

がん両立支援に関するチェックリスト，書籍など

を参考に，活動評価指標に含める必要があると考

えられる項目を抽出し，カテゴリーに分類した。

アンケートに含まれた項目のうち，がん従業員の

復職の有無により 5％危険水準で統計的有意差が

あったもの(p<0.05)と差がボーダーラインだった

もの(p<0.10)を，特に重要であると考え，チェック

した。また，専門家（神奈川労働局 高山博光氏，

京都工場保健会 産業医の森口次郎氏）からコメ

ントを得て評価指標案草案を作成した。この評価

指標案を将来，両立支援活動に関して優良な中小

企業を認定するような制度の基準としても活用す

る可能性も念頭に置いた。 

評価指標案の修正 
平成30年7月3日に東京大学医学部附属病院会

議室にて班会議を行った。さらに班会議後に高山

氏，森口氏，社会保険労務士の吉川和子氏，キャ

リアコンサルタントの砂川未夏氏，順天堂大学衛

生学講座の武藤剛氏，優良「がん対策推進企業ア

クション推進パートナー企業」である松下産業の

松下和正氏，同ヒューマンリソースセンター課長

の齋藤朋子氏から意見をうかがった。これら専門

家からの意見をもとに活動評価指標案の修正を行

った。さらに平成 30 年 11 月 28 日に専門家による

パネル会議をワテラスコモンモール(御茶ノ水)で

行い，そこで得られた専門家からの意見を参考に

評価指標案のさらなる修正を行った。 

 

C. 研究結果 
 
アンケート結果 
平成 30 年 4 月末までに，1268 社から記入済み

アンケートを回収した。社員数が 200 人未満の

1136 社（89.8％）を解析対象とした。このうち「が

ん社員なし」が 694 社(61.1％)，「社員復職あり」

が 337 社(29.7％)，「復職無し」が 69 社(6.1％)で

あった (欠損 36 社)。復職ありと復職なしで統計

的優位差があったのは，Q22「貴社では「禁煙・

受動喫煙」に関する取り組みを行っていますか」，

Q34「職場は両立支援に理解がありますか」，Q40

「がんの治療と就労の両立が実現できる職場づく

りへについて必要性を強く感じている」であった。

また，Q41 の治療と就労の両立が実現できる職場

づくりを進める上での課題と思われるものとして

チェックされた割合に統計的有意差があったもの

は「長時間働けない社員の社会保険料の事業主負

担が大きい」，「周りの社員の理解不足」であった。

統計学的な差がボーダーラインであった項目は，

Q29「病気を理由に休暇や休業をとる際，社員が

相談できる担当者がいますか」，Q30「病気になっ

ても無理なく働けるよう，社員が相談できる窓口

がありますか」，Q33「両立支援の際に，人事制度

を柔軟に運用していますか」であった。アンケー

トの自由記載を元に復職の有無について再分類す

ると，Q28「治療を続けながら仕事を継続する社

員の支援の方法について，社員に教育や啓発をお

こなっていますか」の差がボーダーラインであっ
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た。以上のアンケート結果から，中小企業におけ

る両立支援に重要な項目としては，1）担当・相談

窓口があること，2）人事制度を柔軟に運用できる

こと，3）教育・啓発をし，周囲の理解があること

の 3 つ，および禁煙・受動喫煙対策があると考え

られた。 

評価指標案草案の作成 
上記アンケート結果および，東京都「がん患者

の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表

彰」

(http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/
2017/10/05/09.html)，国立がん研究センター「が

ん治療と就労の両立支援度チェックと改善ヒン

ト」

(https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/c
heck/index.html)，埼玉県「がん治療と仕事の両立

支援のポイント」

(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/ga
ntiryoutosigotonoryouritusien.html)，近藤・藤田・

石田「がん治療と就労の両立支援」（日本法令）

を参考に，評価指標案の草案を作成した。規模が

小さい事業場では産業医がいない，人員の問題か

ら柔軟な勤務制度や就業規則の設置が難しいので

はないか，という理由から，満たすべき項目を従

業員数で分ける（＜10 人，10－49 人，50 人以上）

方針とした。 

評価指標案の修正 
班会議で出た主な意見としては，「本人や主治医

および人事担当・上司との連携に関するしくみが

ある」に「産業医等の産業保健スタッフ」といっ

た用語を加えた方が良いのではないか，「要配慮事

項を検討，判断するための仕組みがある」といっ

た項目は必要であるか，「合理的配慮」というキー

ワードを加えたらどうか，「人事評価制度」に関す

る項目を入れる必要があるか，がんになった人は

キャリアを気にして病気を職場に伝えないことも

あり，「人事評価制度」を入れるのは難しい，短時

間勤務制度，在宅勤務制度，時差出勤制度，フレ

ックス勤務等の勤務制度を「勤務形態」としてコ

ンパクトにまとめた方がよい，人事制度としてい

た 2 項目は「就業措置」の方が分かりやすい，評

価指標の項目を，両立支援の時間軸をもとに①離

職防止，②療養中，③復職後という様に構成した

方がよい，指標案はコンパクトにして，ガイドか

マニュアルを作成し，時間軸で整理してはどうか，

離職防止のために具体的に何をやっているかとい

うことをもっと具体的に示した方がよい，「がん」

になっても退職せずに，治療しながら無理なく働

けることを提示している，は風土に入れてはどう

か，制度については休職している期間の制度，復

職した時の制度と周囲へのサポートという分け方

にしてはどうか，「両立支援プラン」という用語を

入れる，＜10 人，10－49 人，50 人という企業の

分類および規模による重みづけは妥当である，理

念として「健康」や「幸せ」よりも「生きがい」

の方がパフォーマンスとの関連や健康な社員が多

いというエビデンスがあるので「生きがい」と解

釈できる社是といったものが良いのではないか，

「社員に教育や啓発を行っていますか」に関して，

研修は難しいので情報提供の方がよい，などがあ

った。 

班会議後，さらに専門家からの意見を聴取した。

キャンサーキャリアの砂川未夏氏からは，両立支

援への理解と従業員の健康づくりが特に重要であ

ること，部署内の体制として上司が日頃から個人

の状況を把握しているとフォローがしやすいこと，

休職制度以外にも会社に負担がかからずにがん社

員が会社に所属していると感じられるようなカム

バック制度なども有用であるといった意見を頂い

た。さらに松下氏より，規模の小さい会社では，

フレックスタイムや時差出勤などの柔軟な勤務形

態については就業規則では定めていなくても，社

長や取締役会での承認により柔軟に対応している

場合もあり，そういったことも考慮してはどうか，

武藤氏より，例えば柔軟な勤務形態に関して就業

規則があれば 2 点，柔軟な対応ができる，やろう

と思っているは 1 点というように点数に差をつけ

たらよいのではないか，という意見を頂戴した。

また高山氏や吉川氏からの意見を元に，評価項目

中の制度のカテゴリについては，療養期における
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支援，職場復帰への支援，治療をともなう復職期

支援，職場への支援(配慮)と構成することにした。  

パネル会議には治療と仕事の両立支援の専門家

であるパネリスト 21 人，オブザーバー 30 人，

班研究者 9 人が出席した。会議中に挙がった意見

としては，認証制度の運営をどこが行うのか予定

があるのか，点数よる重みづけが従業員数によっ

て分けられているが，企業単位か事業所単位なの

か，「きちんと治療しながら，無理なく働ける」が

どういうことなのか曖昧である，具体的には「通

院時間の確保ができること」ではないか，「生がい

を感じながら働ける会社を目指す」はポジティブ

で良い，「社是や経営理念等で伝えている」は経営

者が「宣言している」がよいのではないか，休職

制度などについては正規社員を対象と考えている

のか，就業規則がある企業では柔軟な対応は難し

い，健診受診率 100％は従業員数が多いほど難し

い，むしろマニュアルに則った定期健診実施が重

要，健康経営の優良法人と何を差別化するのか，

両立支援に従業員の健康づくりを含めることに違

和感を感じる，成人へのがん教育は重要であり，

がん以外の疾患も含めるのなら，むしろ健康づく

りについてより詳しく記載すべき，外部の相談窓

口として患者会，ピアサポーターを入れるべき，

どのように客観的に判断するのかは難しいが，が

ん社員が復職した実績を評価するのは画期的でよ

い，がんになっても治療をしながら働けることを

提示，個人情報については 1-9 人の企業でも必須

にすべき，業務時間内でがん検診が受けられるは

必須でなく，加点がよい，受動喫煙対策は法が施

行されたら義務なのであえて入れる必要があるの

か，この評価指標案を他の疾病に応用することが

できるか，などであった。 

 パネル会議での専門家の意見を参考にして，評

価指標案のさらなる修正を行った。また，この評

価指標は優良企業の認定制度よりも，中小企業が

自社の現状を把握するためのチェックリストとし

て使用できることを目的とし，企業規模により必

須項目を変えるのではなく，制度の有無，実施の

有無で点数に差をつけることとした（表）。本年度

はがんについての評価指標案としての草案を作成

し，次年度は他の反復・継続した治療の必要な疾

患にも対象を拡大したものを作成する方針とした。 

 

表 治療と仕事の両立支援評価指標(チェックリ

スト)案 
評価点数

G．個人情報の取扱い

H．両立支援の実績
㉜ これまでに、反復･継続して治療が必要となる疾病に罹患しても、治療を続けながら仕事も続けることができた従業員が

いる、又は病気の治療後に復職した従業員がいる。

㉙ 事業所内(屋内)の全面禁煙や空間分煙(喫煙専用室の設置等)などの受動喫煙防止対策を実施している。

㉚ 従業員が体操や運動に参加できる時間(始業前や午後の休憩時間等)を設けている。

㉖ 健康診断を定期的に実施している。 0～3

㉗ 業務時間内で検診を受けられる(有給扱いにしている)。

㉒ 治療を継続しながら仕事を続ける従業員が、治療･仕事の両立に関して相談できる窓口を確保しており、従業員に相談

窓口があることを周知している。

0～2

0～2

0～3

0～3

0～3

0～2

0～2

0～3

㉓ 担当者は、治療と仕事の両立のための社内外の制度を知っていて、相談に適正に対応できる。

周囲への

配慮

⑳ 治療等で業務に支障が生じた従業員が発生した際に、周辺者への業務負担が増加しないように

する配慮するしくみがある。

⑰ 治療と仕事を両立させるための治療･通院休暇制度（傷病･病気休暇制度、治療休暇制度、短時

間休暇制度など)がある。

0～3

0～2

㉛ 健康情報を含む個人情報の取り扱いについてルールがある。

⑧ 休職を認め、復職までの間、従業員として身分を保障する制度(休職制度)がある。

⑨ 休職期間中の所得補償制度(傷病手当金以外の"上乗せ"補償や社会保険料の補助など)があ

る。

⑩ 休職期間を終了する従業員の職場復帰に関する支援のプラン(職場復帰支援プラン)を作成して

いる。

⑫ 治療･通院を継続している期間や休職期間中に、希望を確認したうえで必要に応じ、業務関連情

報を提供したり、フォローアップのための研修･訓練制度等を準備している。

0～3

0～3

0～3

0～3

0～3

0～3

0～3

⑪ (一定期間の) 試し出勤制度･リハビリ出勤制度等がある。 0～3

本人への

配慮 ⑲ 病気を抱える従業員に対し、就業中の時間の使い方や場所に配慮(休憩室･休養室や保健室の

活用、頻回なトイレ等)している。

B．連携
⑦ 反復･継続して治療が必要になる疾病を抱える従業員･本人と、主治医、産業医や産業看護職(保健師等)、人事担当、

上司等との間の連携を図っている。

⑭ 時差出勤制度やフレックスタイム制度がある。

⑮ 在宅勤務制度やサテライト/リモートオフィス勤務制度、テレワーク制度がある。

※ がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など

⑬ 短時間勤務制度や時間外･休日労働の免除制度がある。

C．休職と職場復帰支援

療養期に

おける支援

職場復帰

への支援

E．相談窓口(担当者)

の設置

⑯ 治療と仕事を両立させるための年次有給休暇制度(半日･時間単位年次有給休暇制度、失効年

次有給休暇付与制度)がある。

⑱ 配置転換などによって業務内容の変更ができる(軽作業への転換、フォロー態勢が取りやすい業

務への転換、勤務時間の調整可能な業務への転換など)。

㉑ 休暇取得中･休職中の従業員･家族のための相談窓口を確保しており、適宜、必要なコミュニケーションが取れる。

㉔ 両立支援コーディネータ基礎研修等の研修に担当者を参加させたり、関連資料を収集する等によって、反復･継続して

治療が必要な疾病や両立支援に関する情報収集を日頃から積極的に行っている。

㉕ 外部の両立支援に関する相談窓口(治療就労両立支援センターや産業保健総合支援センター、がん・難病相談支援セ

ンターなど)へ容易にアクセスできる。

F．従業員の健康づくり

人間ドックやがん検

診の勧奨

D．治療と仕事を両立するため

の柔軟な働き方のしくみ

治療を伴う

復職期支援

㉘ 検診等の費用を補助を考慮するなど保険者との連携をしている。

0～3

0～3

0～3

0～3

A．職場における両立支援への

理解

風土づくり

情報提供

教　育

① 経営者が社是や経営理念等で、従業員の「生きがいを感じながら働ける会社を目指す」と宣言す

る等により内外への表明を行っている。

② 従業員の健康が経営者にとっても重要だということを理解している旨、従業員に表明している。

③ 病気になっても退職せずに、必要な治療を受けながら働き続けられることを、経営方針等で従業

員に示している。

④ 治療と仕事の両立のための制度(福利･厚生制度、休暇･休職制度など)を定め、従業員に伝えて

いる。

⑤ 従業員に対し、反復･継続して治療が必要になる疾病(※)に関する理解を深めるための情報提供

(検診の必要性等を含む)を定期的に行っている。

⑥ 上司や同僚等、周囲の理解・協力を得るための取組を行っている。

0～2

0～2

0～2

0～2

0～2

0～2

0～3

0～3

0～3

 
 
D.考察 
本研究では中小企業を対象に，がん社員の治療

と仕事の両立の現状に関するアンケート調査を行

い，その結果にも基づいて治療と仕事の両立支援

活動評価指標案を作成した。アンケートの結果の

解析から，中小企業においてがん社員が復職して

いることとの関連が示唆されたのは，社内に両立

支援に関する，1）担当者・相談窓口が設置されて

いること，2）人事制度を柔軟に運用できること，

3）教育・啓発をし，周囲の理解があることであっ

た。また，班会議などで専門家から多く挙がった

意見としては，中小企業においては従業員の治療

と仕事の両立支援を行おうという経営者の理念と

職場の風土が非常に重要であるということであっ

た。 

大企業と異なり人員が限られる中小企業では，

柔軟な勤務形態について就業規則ですべて定める
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のではなく，経営者の判断などで柔軟に対応し，

限られた人員の中で周囲が配慮を行っているのが

現状であると考えれる。その前提として経営者の

理念や周囲が治療と仕事の両立に理解があるとい

った職場風土が必要であると推測される。また，

周辺者への負担も重要な問題であり，周辺者への

配慮に関する項目も入れるべきであるという意見

が多かった。また，特に規模の小さな企業では両

立支援に関する担当者や担当窓口が決まっていな

いという声も聞かれたが，アンケートの結果から，

たとえ専任でなくとも担当者や担当窓口が決まっ

ていて，従業員に周知されていることが両立支援

に有効であると考えられる。先に述べたように，

経営者や取締役会の判断による柔軟な対応も有効

ではあるが，仕事と治療を両立できる柔軟な働き

方についての勤務制度や休暇，休職制度などの就

業規則があればより確実に支援が行われると考え

られる。そして病気になっていない従業員も，も

し病気になっても働き続けられるための制度があ

ると知ることは，早期離職を防ぐことにつながる

と考えられる。 

従業員への健康教育や健康づくりの取り組み，

がん検診の勧奨も産業保健専門職のいない企業で

はよりハードルが高いと考えられるが，病気の予

防や早期発見，治療と仕事の両立につながると考

えられる。衛生管理や推進者が産業保健総合支援

センターや両立支援コーディネーター研修等の外

部の資材を利用し，情報を収集し社内で活用する

ことが有効であると考えられ，評価指標案に含め

た。 

 

E. 結論 
中小企業に対して両立支援に関するアンケート調

査を実施し，その結果や既存の評価項目，専門家

の意見を参考にして両立支援活動評価指標案を作

成した。本年度はまず，がんについての草案を作

成し，次年度は脳卒中，心疾患，糖尿病，肝炎，

など他の反復・継続して治療が必要な疾患に拡大

する予定である。 
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分担研究報告書 

治療と職業生活の両立支援における医療機関の役割 

- 中小企業を含めた職域・産業医との連携の分析と取組み - 

研究分担者 横山 和仁 順天堂大学医学部衛生学講座 教授 

 

 

研究要旨 

働き方改革とあいまって労働衛生上の重要な課題となっている治療と仕事の両立支援は、臨床医学

の進歩による疾病予後の向上、日本社会の少子高齢化に伴う高年齢就業者の増加と労働力不足、企業

の人材活用への取組みの進展、そして英国のFit Note制度をはじめとするプライマリケアと産業保健

の接近というグローバルな潮流を背景とする。両立支援推進のためには、特に重症化予防（２次予防）

と職場復帰支援（３次予防）の観点から、主治医と産業医のより一層の連携・協力が求められるが、

主治医による社会的処方という考え方とあわせ、医療機関が、中小企業で働く患者の両立支援にどの

ように取り組むべきか、その具体的な在り方が議論となっている。本研究では、先行研究で作成した

連携ツールを実効的に活用するために求められる、医療機関・企業間の連携（C2C (Clinic to Company) 

collaboration)）推進のために、各組織がその内部で導入をめざすべき、両立支援体制（システム）

の在り方の提示を目指す。本年度は、重症化予防と職場復帰支援のそれぞれにおいて、横断分析と国

内外調査を実施した。 

生活習慣病における健診後の医療機関受療行動解析と行動予測モデル構築（重症化予防をめざして

医療機関が果たすべき両立支援の在り方）研究では、レセプトビックデータの解析から、受療行動推

進／抑制因子とその影響度の大きさが明らかとなった。受療行動を規定する個人因子のみならず、配

偶者との経済的関係性（配偶者が主夫の場合）や所属する職域の健康投資（広義の健康経営）が、本

人の健康意識や関心と独立して健診後受療行動に正に関連している可能性が示唆された。また、受療

行動予測モデルについて、5つ以上のアルゴリズム機械学習を駆使して構築を試みるとともに検証を行

った。妥当性において高い予測能を有しており、本予測モデルを活用して、層別化による保健指導と

受療行動促進にむけてより高精度な個別化指導が可能となる。 

医療機関におけるがん患者への就労を含めた社会状況支援の実態として、米国がん拠点病院の調査

を実施した。そこでは、診断時・大きな治療方針変更時に、（希望制ではなく）全例に1時間の個別教

育セッションをナースプラクティショナーが担当しており、使用する抗がん剤の効果や副作用といっ

た薬剤の説明はもとより、サバイバーのメンタルヘルスを支援するための患者会、経験者の集まり、

マインドフルネス・ヨガや東洋医療等の情報提供が行われていた。抗がん剤に伴う味覚障害に対処す

るためのクッキングテキストでは、コアとなる症状別に 100 以上のレシピが動画とともに提供されて

いた。さらにがん治療中の就労継続を可能とする、働き方自体の支援として、米国連邦法による病休

保障規定や、マサチューセッツ州法による時間病休取得規定が活用されており、医療機関での支援と

有機的に活用されることで両立支援の取組みが事業者側にも認識されていることが浮き彫りとなっ

た。わが国で実現可能な取組みについて、今後の吟味とITツールを活用した導入が選択肢となろう。 
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Ａ.研究背景および目的 

近年わが国では、疾病治療と職業生活の両

立支援の機運がこれまでにない高まりをみせ

ている。この背景として、①治療の進歩によ

る疾病予後の向上、②日本社会の少子高齢化

による労働力不足と高年齢就業者の増加、③

ワークライフバランスやダイバーシティ、健

康経営の概念の普及に呼応した企業の人材活

用への取り組み、④「事業場における治療と

職業生活の両立支援のためのガイドライン

（平成28年2月、厚生労働省）」公表をはじ

めとする行政の取り組み、⑤プライマリケア

と産業保健の接近／連携に向けたグローバル

な 潮 流 １ ）（ 英 国 家 庭 医 （ General 

Practitioner(GP) ） で の Fit Note(The 

Statement of Fitness for Work)制度導入２））

といった要因があげられる。英国のこの制度

は、’Sick Note to Fit Note’という言葉が

示すように、それまで患者の仕事に関して「病

休診断書」だけ作成していた家庭医が、患者

の職業生活を考慮した「復職・両立意見書」

を作成するという大きな意識改革も伴ってい

る。このように患者のwell-beingの推進をめ

ざした主治医によるsocial prescribing（社

会的処方）が近年、欧州を中心に注目されて

いる３）。わが国でも、「ニッポン一億総活躍プ

ラン（平成28年6月閣議決定）」の実現へ向

けた大きな具体的な柱である働き方改革の検

討課題の一つとして両立支援が提起されてお

り４）、具体的な方策の提示が喫緊の課題であ

る。 

「治療と職業生活の両立」とは、厚生労働

省検討会５）によれば、「病気を抱えながらも

働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由

として治療機会を逃すことなく、また、治療

の必要性を理由として職業生活を妨げられる

ことなく、適切な治療を受けながら生き生き
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と就労を続けることである」とされる。両立

に困難を抱える人は、職場復帰に向けて治療

中の正規雇用者推計値として約100万人にの

ぼるとされる５）。また労働安全衛生法に基づ

く定期健康診断結果の有所見率は 53.0%(平

成25年)と過半数を上回る。このようにがん、

糖尿病などの生活習慣病、メンタルヘルス不

調をはじめとする疾病を抱えながら働く人が

増加する一方で、発症後も就労継続の意向を

もつ人は疾病全体では９割以上６）、がんに限

定しても８割以上７）に及ぶ。これらの有病労

働者の両立支援の具体策として、「仕事を理由

として治療機会を逃すことなく」に対しては、

糖尿病をはじめとする生活習慣病やがんの早

期発見・受診勧奨・受診継続支援といった重

症化予防（２次予防）が考えられる。また、

「治療を理由とした職業生活を妨げられるこ

となく」に対しては、がん・脳卒中・メンタ

ルヘルス不調・難病をはじめとする疾病の職

場復帰支援（３次予防）が考えられる。 

この重症化予防と職場復帰支援の両者にお

いて、「事業場における治療と職業生活の両立

支援のためのガイドライン」では、関係者間

の連携の重要性が指摘されている。特に「労

働者の同意のもとでの産業医、保健師、看護

師等の産業保健スタッフや人事労務担当者と

主治医との連携（事業場と医療機関の連携）」

の重要性が強調されており、先行研究では、

産業医・主治医・事業者といった「関係者個

人」向けの３種「連携ガイド」と「主治医向

け教育プログラム」が開発されている８）。本

研究では、これらのツールを実効的に活用す

るために求められる、医療機関・企業間の連

携（C2C (Clinic to Company) collaboration)）

を推進するために、各組織がその内部で導入

をめざすべき、両立支援体制（システム）の

在り方の提示を目指す。本年度は、生活習慣

病（non-communicable diseases）の重症化予

防（2 次予防）における両立支援にむけた受

療行動モデル構築ならびに妥当性検証と、が

ん患者の職場復帰・治療継続両立支援（3 次

予防）における国内外の取組事例解析を実施

する。 

 

Ｂ.研究方法 

【１】 生活習慣病における健診後の医療機関

受療行動解析と行動予測モデル構築（重症化

予防をめざして医療機関が果たすべき両立支

援の在り方） 

 生活習慣病有病者の中には、特に就労世代

を中心に、多くの未治療者や治療中断者が存

在することが示唆されているが、正確な実態

は明らかでない。本研究では、レセプトデー

タベースを用いて、健診で受診勧奨判定を受

けた場合の、医療機関受療行動を解析し、重

症化予防のための健診（職域）と治療（医療

機関）の連携行動分析を行った。日本医療デ

ータセンター（JMDC）が保有する全国80健保

の健診およびレセプトデータ（20-74 歳）を

用いた（2008年 4月-2016年 3月）。健診で血

圧・血糖・脂質いずれか一つ以上の特定保健

指導受診勧奨判定基準に該当し、かつ健診受

診月より過去 4 か月に当該項目のレセプト

（病名または処方）がない 533,955 人(男

387,440(就労者 99.8%、女 146,515 人(同

40.1%))を対象とした。健診受診後1年間の初

回医療機関受療行動を追跡し、当該項目のレ

セプトが発生した場合を受療と定義し、カプ

ランマイヤー法で累積未受療率を推定した。

受療行動に正（負）に関連する因子について、

個人レベル、関係性レベル、職域集団レベル

での個別の評価を実施した。さらに、Cox 比

例ハザードモデルを用いて未受療率に対する

予測モデルの構築を、TRIPOD statementに準

拠して実施するとともに妥当性検証を試みた。

統計ソフトはStata 14を使用した。 
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【２】がん患者の職場復帰（Fitness for 

Work）・就業継続（Stay at Work）支援を医療

機関で推進するための国内外の取組み事例分

析 

 本年度は、米国のがん拠点病院における支

援の実態とそれを可能とする労働法制につい

て実態調査を実施した。マサチューセッツ州

のがん拠点病院のOncology Unitの外来化学

療法室を担当するナースプラクティショナー

へインタビュー調査を実施した。 

倫理的配慮として、上記の研究は順天堂大学

医学部倫理委員会の承認（第2015102号）を

受けた。 

 

Ｃ.研究結果 

【１】生活習慣病における健診後の医療機関

受療行動解析と行動予測モデル構築（重症化

予防をめざして医療機関が果たすべき両立支

援の在り方） 

 健診後3,6,9,12か月後の未受療率は、各々

91.4, 88.2, 86.2, 84.4 %だった。疾患別の

健診1年後未受療率は、血圧・血糖・脂質に

つき各々、84.3, 67.9, 86.1 %で、2 疾病以

上合併では 69.8%だった。重症群全体（下記

１項目以上：sBP 160 or dBP 100mmHg 以上、

HbA1c 8.4% or FBS 166mg/dL 以上、LDL 160

以上or HDL 34mg/dL以下）では、74.0%であ

り、特に血糖では51.9%、2疾病以上合併では

63.5%と比較的受療行動を認めた。特定保健指

導開始後早期と直近では変化がなかった。女

性のうち就労者（保険種別本人）の未受療率

は 85.6%と男性とほぼ同一で、扶養家族の場

合は 79.8%だった。性・年齢別の未受療率で

は、男女ともに高齢になるほど受療行動が改

善する傾向は一緒であり、大きな性差はみと

めなかった（結果スライド４）。関係性に関す

る解析として、本人の配偶者が扶養家族とな

っているか（経済的に従属）で解析すると、

妻が主婦の場合は（妻が別健保または独身の

場合に比べて）受療行動に有意な差を認めな

い一方、夫が主夫の場合（夫が別健保または

独身の場合に比べて）は本人の受療行動と正

の関連をみとめた（結果スライド５）。次に所

属集団の特性について解析した。所属健保の

規模の差は僅かだった。しかし、所属健保の

健康投資の額を大中小に分けて、その3群を

比較すると、健康投資額が大の健保に所属す

る被保険者は、小の健保所属の被保険者に比

べて優位に（男性Odds Ratio 1.11, 女性Odds 

Ratio 1.52）受療行動がよい結果であった。

なお健康投資の評価は、健保が規定する健康

診断への投資によってランク付けを行った。 

次に、受療行動予測モデル構築をめざして、

予測因子の抽出を行った。健診時の問診項目

ならびに検査項目について、下記を投入した。

性・年齢・就労の有無（保険種別）・BMI・腹

囲・血圧値・脂質値（LDL, HDL, TG）・血糖値

（FBS, HbA1c）・肝機能値（AST, ALT）・自覚

症状の有無・身体所見の有無・喫煙・食行動・

飲酒・睡眠状況・体重変化・運動習慣・行動

変容の意思（段階）・保健指導希望の有無。

Logistic regression models (step wise法)

にて p 値 <0.05 の因子を抽出し、β 

coefficientsを算出した。その結果、上記項

目のうち、BMI・喫煙・運動習慣を除いた全項

目が p<0.05 を示した。以下にこれらのβ

coefficients ならびにそれにより重みづけ

をしたスコアを示す。 

このモデル構築には、全項目で欠損値がな

い127,048人をランダムに等しく2群に分け、

その1群を使用した(development group)。残

りの1群を、validation groupとして妥当性

検証に用いた。上記スコアを用いると、

discrimination識別能は、development group

で AUC=0.71, validation group で AUC=0.71 
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となった。AUC の向上をめざして、artificial 
networks, K-nearest neighbors, random 
forests, generalized linear models, Lasso 
regression, Ridge regression, gradient 
boosted treesのアルゴリズムを用いた機械学

習を行うとともに、構築と検証の比率も 1:1

のみならず 7:3 等を試みたが、AUC はいずれ

も0.68-0.71の間にとどまった。モデルおよ

び実際のアウトカムによる予測値の較正能

calibration の 評 価 を 行 う と 、

Hosmer-Lemshow tese P=1.00 であった。これ

らのことから構築モデルは現実に即したもの

であり、このスコアモデルの使用により健診

時情報（検査＋問診項目）から、要受療レベ

ル対象者のその後1年間の医療機関受療行動

の予測（層別化）が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47



 53

 

 

 

 

 

 

【２】がん患者の職場復帰（Fitness for 

Work）・就業継続（Stay at Work）支援を医療

機関で推進するための国内外の取組み事例分

析 

 米国マサチューセッツ州のがん拠点病院の

Oncology Unit において、外来化学療法室を

担当するナースプラクティショナーへのイン

タビュー調査を実施した（2018年 5月）。 

 がん患者への就労を含めた社会状況支援と

して、診断時・大きな治療方針変更時に、（希

望制ではなく）全例に1時間の個別教育セッ

ションをナースプラクティショナーが担当し

ている。使用する抗がん剤の効果や副作用と

いった薬剤の説明はもとより、サバイバーの

メンタルヘルスを支援するための取組みや抗

がん剤副作用に対応する食事調理法の紹介が

なされていた。患者の職業生活についてのサ

ポートは、仕事の作業内容に影響する症状や

治療関連事象がある場合、患者本人が望む場

合、ナースプラクティショナーが本人の上司

に対して、現状や今後の見通し、配慮の必要

性を記載した意見書を作成することで対応さ

れていた。 

 一方、がん患者の就労継続支援を可能とす

る労働法制として、米国合衆国連邦法では、1

年につき12週までの病休・病児看護等休暇を

保証している。自身の病気については疾病の

限定はなく、労働者の業務遂行に支障をきた

す疾病であれば適用の対象となっている。ま

たさらに一歩進んで、マサチューセッツ州法

（2015年以降）では、すべての労働者は、30

時間労働ごとに1時間の時間病休の取得が可

能としている。年間あたり40時間までの時間

病休の取得・使用が可能である。この時間病

休は労働者自身の病気治療に伴う通院に加え

て、労働者の子・配偶者・親等の病気通院（の

付き添い）でも使用が可能となっている。 

 

Ｄ.考察 

 本年度の分析結果より、重症化予防の観点

で、健診後の受療行動促進／抑制因子が明ら

かとなった。特に受療行動を規定する個人因

子のみならず、配偶者との経済的関係性（配

偶者が主夫の場合）や所属する職域の健康投

資（広義の健康経営）が、本人の健康意識や

関心と独立して健診後受療行動に正に関連し

ている可能性が示唆された。本データベース

は日本の大企業グループの健康保険組合（約

80）を基にしており、中小企業や自営業者（国
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民健康保険）は含まれていないという限界を

有する。しかし大企業健保において、健康投

資（健康診断への投資）と健診後受療行動の

正の相関をこれだけ大規模なサンプルサイズ

で明らかにした価値は大きい。また、受療行

動予測モデルについて、今年度の構築モデル

は5つ以上のアルゴリズム機械学習モデルを

駆使したものであり、信頼性妥当性において

高い予測能を有するものである。本予測モデ

ルを活用して、対象者の層別化による保健指

導と受療行動促進にむけてより高精度な個別

化指導が可能となると予想される。 

 がん患者の就労継続・職場復帰支援へむけ

た取組み分析としては、今年度実施した米国

の事例について、わが国の医療体制や労働法

制で実行可能性の高いものを取捨検討する必

要がある。現在の日本のがん拠点病院のがん

相談支援センターの体制において、米国のナ

ースプラクティショナーが行っていた全患者

への教育セッションを実施することは不可能

であろうが、様々な支援コンテンツを IT 化

（スマホアプリや動画）して提供すること、

個別の就労現場への配慮等について、主治医

意見書（産業医または職場の衛生管理者、所

属長宛て）のひな形を自動作成できるソフト

の導入といった工夫によって、医療機関にお

いてスタッフの労力を増やさない形での支援

拡充は可能であろう。さらにそれをより実効

化するための企業側（労働法制、時間病休を

可能とする柔軟な就業規則）の制度作りとそ

の支援も今後拡充が望まれる。 

 

Ｆ.健康危険情報 

なし 
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６． 平成 25 年度厚生労働省委託事業 治療

と職業生活の両立等の支援対策事業 

治療治療を受けながら安心して働ける

職場づくりのために 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobe

tu/roudou/gyousei/anzen/dl/140328-0

1.pdf 
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中小企業における 

がん治療と仕事の両立支援評価指標（案）解説書 

 
はじめに 

がん罹患者の約 30％は勤労者世代であり、がん生存率の向上にともない、がんサバイバ

ー労働者は増加すると考えられます。高齢化と生産年齢人口の減少が予想される日本にお

いて、がん罹患従業員への就労支援は、企業の人材の確保・定着にも役立ちます。がん治

療と仕事の両立支援評価指標(案)は、我が国における企業のほとんどを占める中小企業にお

いて、がんの治療と仕事の両立が促進されるために、どのような環境整備や支援が必要で

あるかを示すとともに、中小企業の取り組みを評価することを目的として作成されました。

また、個別性が高いがんへの対策をしておくことで、脳卒中をはじめとする他の疾患にも

対応できると考えられ、仕事と治療の両立支援が広がることが期待されます。 

本評価指標(案)は、平成 29 年度厚生労働省の研究事業「企業・産業保健スタッフ・医療

機関の連携による両立支援（がん患者の治療と就労の両立）システムの開発」プロジェク

トの一部として実施した「社員の健康への配慮と社員ががんになった際の取り組みなどに

関するアンケート」から得られた 1,200 社以上の分析結果や厚生労働省のガイドラインな

どをもとに作成されました。本解説書は、この評価指標(案)を実際に運用するための解説を

記したものです。 

がんと診断された患者のなかで、治療がはじまる前に退職されてしまう患者が多くいま

す。これを防ぐためには、がん罹患従業員が発生する前から、企業ががんなどの病気にな

っても治療と仕事の両立が可能であるということや、そのために利用できる制度があるこ

とを伝えておくことが必要であると考えられます。また、早期発見ができれば、その後の

治療による身体への負担や仕事への影響も少なくできる可能性があり、日ごろから従業員

が健康への意識を持つことが大切です。さらに、がんになった当事者だけでなく、周りの

従業員への負担増に対する対応や、理解を得ることが治療と仕事の両立支援では不可欠で

あるため、その点にも重点を置きました。 

 

 

評価項目の解説 
A．職場における両立支援への理解 

特に中小企業における両立支援では、会社の風土および両立支援に関する教育によって

理解を得ることが大切であると考えられます。厚生労働省のガイドラインによると、従業

員自らが会社に対して両立支援の申し出をすることで両立支援が始まります。しかし、が

んなどの病気になっても働けるということを知らなかったり、支援を得られる風土がなけ

れば、治療をしながら仕事をつづけるという選択もあり得ません。そのため、普段から会
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社や経営者は、従業員の幸せや健康を第一に考えており、もしがんなどの病気になっても

支援を得ながら働き続けることが選択可能であることを周知しておく必要があります。 

【項目③】社内報や朝礼などを通じて、社員に伝えている。 

【項目④】がんと診断された従業員は動揺や不安から、治療が開始する前に退職してしま

う方が約 40％いるという報告 1）があります。このような離職を防ぐために、治

療と仕事の両立に利用できる制度（例：休職制度・期間、休職期間中の賃金や社

会保険料等の控除、高額療養費、傷病手当金、時間・半日単位年次有給休暇制度

など）があることを日頃から案内することが重要です。 

【項目⑤】普段から生活習慣病やがんの予防・早期発見の大切さについて定期的に情報を

提供することで、従業員の病気の早期発見・治療に結びつきます。 

【項目⑥】病気に罹患した従業員が仕事と治療の両立支援を求め、支援を受けやすいよう

な風土を作るために、従業員に対しての両立支援に関するリテラシーを高める研

修を行うことが役立ちます。 

B．連携 

【項目⑦】「両立支援プラン／職場復帰支援プラン（※別紙１参照）」に基づき連携して支

援することが大切です。また、症状は変化するので時期に応じた支援の再構築、あるいは

当事者の求めがあれば支援策の見直しが必要です。 

 

C．休職と職場復帰支援 

【項目⑧】一定期間の休職制度があることで仕事を辞めずに治療に専念することができま

す。休職期間に関しては法で定められておらず、各企業の実情に即したものと

なりますが、傷病手当金の 長支給期間である 1 年半とするという考えもあり

ます。遠藤が実施した「復職コホート研究」では、がん種によっても差はある

ものの累積復職率は、病休から 180 日前後で約 50％弱、365 日後であれば 60％

を超え、短時間勤務であれば 80％との結果となっています 2）。失行年次有給休

暇付与制度も両立支援に利用できる制度です。 

また休職期間満了までに復職できず退職となった場合でも、症状が改善したら

当該従業員が、優先的に戻れるという再雇用特別措置、「カムバック制度」、「ジ

ョブ・リターン制度」などを設けている企業もあります。これは病気に限らず

育児や介護による離職や、欠員が生じた際の代替要員の確保にも有効であると

思われます。 

【項目⑨】収入が減った休職中の負担を減らすために、傷病手当金以外の“上乗せ”保障

や社会保険料の補助などの制度を設けているところがあります。 

【項目⑩】がん罹患従業員が復職時の支援を望んだ場合は、「職場復帰支援プラン（※別紙

１参照）」を作成し、当事者、主治医、産業医等の産業保健スタッフが連携し支

援を行います。 
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D．治療と仕事を両立するための柔軟な働き方のしくみ 

休職期間満了前に、当該従業員へ復職の意向を確認し、当事者との面談、主治医の意見

書、産業医の判断等に基づいて企業が復職可能かの判断を行います。 

【項目⑫～⑯】復職期間では体力の低下や疾患、治療による症状から配慮を要することが

あります。また、引き続き通院での治療を継続していることがあり、治療の

時間を確保する必要があります。そのため短時間勤務制度や時間外・休日労

働、夜間勤務の免除、通勤ラッシュを避けられる時差出勤制度、テレワーク

による在宅勤務、フレックスタイム制度を活用することができます。通院治

療には全日を要しないこともあり、時間・半日単位年次有給休暇制度がある

と支援に役立ちます。さらに、本来であれば失効してしまう有給休暇を積み

立てる失行年次有給休暇付与制度も両立支援に活用できる制度です。これら

制度がある場合は 2 点とし、制度はないが、経営者や取締役会などの判断で

柔軟に対応できる場合は 1 点とします。 

【項目⑰】お互いの同意のもと行うことが必要です。また、配置転換は病状や治療経過に

よって適宜見直す必要があります。 

【項目⑱】がん罹患従業員が所属する職場の他の従業員への業務量、精神的な負担が増え、

対応する所属長への負担も大きくなり、周辺者が疲弊したり不公平感を感じる

ケースがみられるため配慮が必要です。所属長は、普段から各従業員の業務内

容を把握しておくと、がん罹患従業員が発生しても対応がしやすいと思われま

す。そのため定期的に（年に 1 回など）個別での面談を実施しているところも

あります。また、業務負担が増えた従業員への手当を支給する例もあります。 

 

E．相談窓口（担当者）の設置 

直属の上司は、周辺者へのフォロー等を行わねばならないため、独立した相談窓口や専

従でなくても担当者を事前に確保し、従業員に周知する必要があります。 

【項目⑲】休職の開始前に休業に関する制度（期間や賃金に関して）を伝えるのはもちろ

んのこと、休職中の社会保険料等の支払い方法なども決めておく必要がありま

す。また、休職中の連絡手段（頻度や方法）や担当者もあらかじめ決めておき

ます。 

【項目⑳】担当者は「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」

の内容を把握したり、労働者健康安全機構の「両立支援コーディネーター研修」

へ参加すること等が両立支援のための情報収集に役に立ちます。 

【項目㉑】社内外の制度として休職制度・期間、休職期間中の賃金や社会保険料等の控除、

高額療養費、傷病手当金、時間・半日単位年休制度などがあります。 

【項目㉓】社外の相談先として、「がん相談支援センター」や「産業保健総合支援センター」

などがあります。 

F．従業員の健康づくり 
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【項目㉔～㉖】社員の健康管理やがんの早期発見のためには、定期健康診断やがん検診を

受けさせるだけでなく、有所見のあった従業員への事後措置として医療機関

の受診を勧めたり保健指導をきちんと行うことが重要です。 

【項目㉘】運動習慣や身体活動を高めることで、がんを含む生活習慣病のリスクや死亡率

の低下、メンタルヘルスや腰痛の改善につながるとされています。そのため、職

場にて従業員全員が参加できる体操や運動を実施することは、従業員の健康づく

りにおいて大切です。 

 

G. 個人情報の取り扱い 

健康情報は要配慮個人情報であり、取得には予め本人の同意が必要です。両立支援をお

こなうために必要な情報の多くが要配慮個人情報に当たるため、取り扱いに十分な注意が

必要です。健康情報の管理者を決め、記録や書類は鍵のかかる保管庫に入れたり、パソコ

ンにはパスワードをかけ、ウイルス対策を徹底するなどの安全管理が必要です。健康情報

を扱う者ごとに権限と取り扱う範囲を決め、守秘義務を守る必要があります。 
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両⽴⽀援プラン／職場復帰⽀援プラン 

作成⽇：     年   ⽉   ⽇ 

従業員 
⽒名 

 
⽣年⽉⽇ 性別 

年  ⽉  ⽇ 男・⼥ 
所属  従業員番号  

治療・投薬等
の状況、今後

の予定 
 

期間 
勤務時

間 
就業上の措置・治療への配慮等 （参考）治療等の予定 

 
   

    

    

業務内容  

その他 
就業上の 
配慮事項 

 

その他  

 
上記の内容を確認しました。 
                       

年  ⽉  ⽇（本⼈） 

  年  ⽉  ⽇（所属⻑） 

年  ⽉  ⽇（総務担当） 

 

別紙 1

厚生労働省 事業場における治療と就業生活の両立支援のためのガイドラインより引用
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1 
両立支援アンケート最終データ  社員 200 人未満 n=1136  05/31/2018 TF 
 
全体の社員数 

    
Q2 度数 パーセント 累積 累積 

      度数 パーセント 

1～9 人 209 16.52 209 16.52 

10～19 人 155 12.25 364 28.77 

20～49 人 408 32.25 772 61.03 

50～99 人 232 18.34 1004 79.37 

100～199 人 132 10.43 1136 89.8 

200～299 人 46 3.64 1182 93.44 

300～499 人 30 2.37 1212 95.81 

500～999 人 25 1.98 1237 97.79 

1000 人～2999 人 14 1.11 1251 98.89 

3000 人以上 14 1.11 1265 100 

欠損値の度数 = 3 
   

 
がん社員復職 3 カテゴリ 

   
ca_employee5 度数 パーセント 累積 累積 

      度数 パーセント 

 
25 3.24 25 3.24 

がん社員無し 528 68.39 553 71.63 

復職あり 175 22.67 728 94.3 

復職なし 44 5.7 772 100 

 
がん社員復職 3 カテゴリ 

   
ca_employee5 度数 パーセント 累積 累積 

      度数 パーセント 

 
36 3.17 36 3.17 

がん社員無し 694 61.09 730 64.26 

復職あり 337 29.67 1067 93.93 

復職なし 69 6.07 1136 100 
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2 
両立支援アンケート最終データ  社員 200 人未満 n=1136  05/31/2018 TF 
 
がん社員 復職有無 

      
Q37 Q38 Q38x ca_employee5 度数 パーセント 累積 累積 

            度数 パーセント 

. 
 

. 
 

9 0.79 9 0.79 

. 1 復職した 復職あり 2 0.18 11 0.97 

. 2 どちらも 復職あり 1 0.09 12 1.06 

はい   .   14 1.23 26 2.29 

はい 1 復職した 復職あり 280 24.65 306 26.94 

はい 2 どちらも 復職あり 54 4.75 360 31.69 

はい 3 復職しなかった 復職なし 69 6.07 429 37.76 

はい 療養中、復帰予定 .   1 0.09 430 37.85 

いいえ 
 

. がん社員無し 691 60.83 1121 98.68 

いいえ 1 復職した   3 0.26 1124 98.94 

いいえ 2 どちらも   9 0.79 1133 99.74 

いいえ 3 復職しなかった がん社員無し 3 0.26 1136 100 

 

58



3 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
 

 
Al

l 
が

ん
社
員

無
し

 
復

職
あ
り

 
復

職
な
し

 
復
職
あ
り

vs
. 
復
職

無
し

 

欠
損

 

 
 

n=
11

36
 

n=
69

4 
n=

33
7 

n=
69

 
n=

36
 

 
 

n 
(%

) 
n 

(%
) 

n 
(%

) 
n 

(%
) 

p-
va

lu
e 

n 
(%

) 

R
eg

io
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
11

2 
 *

 
 

 
 

 

京
都

 
41

 
(3

.6
) 

12
 

(1
.7

) 
23

 
(6

.8
) 

3 
(4

.4
) 

 
 

 
 

3 
(8

.3
) 

石
川

 
25

3
 

(2
2.

3)
 

14
6

 
(2

1.
0)

 
84

 
(2

4.
9)

 
13

 
(1

8.
8)

 
 

 
 

 
10

 
(2

7.
8)

 

千
葉

 
71

6
 

(6
3.

0)
 

43
8

 
(6

3.
1)

 
21

2 
(6

2.
9)

 
44

 
(6

3.
8)

 
 

 
 

 
22

 
(6

1.
1)

 

東
京

 
12

6
 

(1
1.

1)
 

98
 

(1
4.

1)
 

18
 

(5
.3

) 
9 

(1
3.

0)
 

 
 

 
 

1 
(2

.8
) 

業
種

re
co

de
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
1x

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
設
業

 
13

2
 

(1
1.

6)
 

90
 

(1
3.

0)
 

30
 

(8
.9

) 
8 

(1
1.

6)
 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

製
造
業

 
19

5
 

(1
7.

2)
 

10
3

 
(1

4.
8)

 
75

 
(2

2.
3)

 
12

 
(1

7.
4)

 
 

 
 

 
5 

(1
3.

9)
 

電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給

・
水
道

業
 

12
 

(1
.1

) 
8 

(1
.2

) 
3 

(0
.9

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

情
報
通
信

業
 

38
 

(3
.4

) 
28

 
(4

.0
) 

9 
(2

.7
) 

1 
(1

.5
) 

 
 

 
 

0 
(0

.0
) 

運
輸
・
郵

便
業

 
63

 
(5

.6
) 

31
 

(4
.5

) 
23

 
(6

.8
) 

6 
(8

.7
) 

 
 

 
 

3 
(8

.3
) 

卸
売
業
、
小

売
業

 
14

3
 

(1
2.

6)
 

88
 

(1
2.

7)
 

44
 

(1
3.

1)
 

7 
(1

0.
1)

 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

金
融
業
、
保

険
業

 
18

 
(1

.6
) 

11
 

(1
.6

) 
6 

(1
.8

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

不
動
産
業

 
42

 
(3

.7
) 

32
 

(4
.6

) 
7 

(2
.1

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
2 

(5
.6

) 

飲
食
業

 
13

 
(1

.1
) 

9 
(1

.3
) 

4 
(1

.2
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

0 
(0

.0
) 

教
育
、
学

習
支

援
業

 
16

 
(1

.4
) 

8 
(1

.2
) 

6 
(1

.8
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

2 
(5

.6
) 

医
療
・
福

祉
 

18
8

 
(1

6.
6)

 
11

0
 

(1
5.

9)
 

62
 

(1
8.

4)
 

13
 

(1
8.

8)
 

 
 

 
 

3 
(8

.3
) 

そ
の
他

 
25

5
 

(2
2.

5)
 

16
0

 
(2

3.
1)

 
64

 
(1

9.
0)

 
18

 
(2

6.
1)

 
 

 
 

 
13

 
(3

6.
1)

 

多
業
種

 
13

 
(1

.1
) 

10
 

(1
.4

) 
2 

(0
.6

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

欠
損

 
8 

(0
.7

) 
6 

(0
.9

) 
2 

(0
.6

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

全
体

の
社
員

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

59



4 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
Q

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1～
9
人

 
20

9
 

(1
8.

4)
 

16
7

 
(2

4.
1)

 
27

 
(8

.0
) 

7 
(1

0.
1)

 
 

 
 

 
8 

(2
2.

2)
 

10
～

1
9
人

 
15

5
 

(1
3.

6)
 

12
3

 
(1

7.
7)

 
25

 
(7

.4
) 

4 
(5

.8
) 

 
 

 
 

3 
(8

.3
) 

20
～

4
9
人

 
40

8
 

(3
5.

9)
 

23
8

 
(3

4.
3)

 
12

3 
(3

6.
5)

 
33

 
(4

7.
8)

 
 

 
 

 
14

 
(3

8.
9)

 

50
～

9
9
人

 
23

2
 

(2
0.

4)
 

11
0

 
(1

5.
9)

 
10

2 
(3

0.
3)

 
14

 
(2

0.
3)

 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

10
0～

19
9
人

 
13

2
 

(1
1.

6)
 

56
 

(8
.1

) 
60

 
(1

7.
8)

 
11

 
(1

5.
9)

 
 

 
 

 
5 

(1
3.

9)
 

社
員

50
人

以
上

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

em
pl

oy
50

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

07
2 

 
 

 
 

 
 

 

0 
77

2
 

(6
8.

0)
 

52
8

 
(7

6.
1)

 
17

5 
(5

1.
9)

 
44

 
(6

3.
8)

 
 

 
 

 
25

 
(6

9.
4)

 

1 
36

4
 

(3
2.

0)
 

16
6

 
(2

3.
9)

 
16

2 
(4

8.
1)

 
25

 
(3

6.
2)

 
 

 
 

 
11

 
(3

0.
6)

 

非
正

規
社
員

割
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
3_

no
nr

eg
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
96

5 
 *

 
 

 
 

 

把
握
し
て
い
な
い

 
32

 
(2

.8
) 

28
 

(4
.0

) 
4 

(1
.2

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

50
％
未

満
 

77
2

 
(6

8.
0)

 
46

6
 

(6
7.

2)
 

23
5 

(6
9.

7)
 

47
 

(6
8.

1)
 

 
 

 
 

24
 

(6
6.

7)
 

50
％
以

上
 

11
5

 
(1

0.
1)

 
61

 
(8

.8
) 

42
 

(1
2.

5)
 

9 
(1

3.
0)

 
 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

80
％
以

上
 

14
7

 
(1

2.
9)

 
90

 
(1

3.
0)

 
43

 
(1

2.
8)

 
9 

(1
3.

0)
 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

欠
損

 
70

 
(6

.2
) 

49
 

(7
.1

) 
13

 
(3

.9
) 

4 
(5

.8
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

女
性

割
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
3_

fe
m

al
e 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
92

2 
 

 
 

 
 

 
 

把
握
し
て
い
な
い

 
14

 
(1

.2
) 

11
 

(1
.6

) 
2 

(0
.6

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

50
％
未

満
 

61
2

 
(5

3.
9)

 
37

8
 

(5
4.

5)
 

18
0 

(5
3.

4)
 

34
 

(4
9.

3)
 

 
 

 
 

20
 

(5
5.

6)
 

50
％
以

上
 

20
0

 
(1

7.
6)

 
11

6
 

(1
6.

7)
 

62
 

(1
8.

4)
 

14
 

(2
0.

3)
 

 
 

 
 

8 
(2

2.
2)

 

80
％
以

上
 

15
6

 
(1

3.
7)

 
88

 
(1

2.
7)

 
54

 
(1

6.
0)

 
11

 
(1

5.
9)

 
 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

10
0%

 
98

 
(8

.6
) 

64
 

(9
.2

) 
28

 
(8

.3
) 

5 
(7

.3
) 

 
 

 
 

1 
(2

.8
) 

欠
損

 
56

 
(4

.9
) 

37
 

(5
.3

) 
11

 
(3

.3
) 

4 
(5

.8
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

社
員

の
平
均

年
齢

re
co

de
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60



5 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
Q

4x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
32

0 
 *

 
 

 
 

 

20
代

 
8 

(0
.7

) 
6 

(0
.9

) 
1 

(0
.3

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

30
代

 
22

0
 

(1
9.

4)
 

14
9

 
(2

1.
5)

 
52

 
(1

5.
4)

 
13

 
(1

8.
8)

 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

40
代

 
60

4
 

(5
3.

2)
 

36
0

 
(5

1.
9)

 
18

1 
(5

3.
7)

 
42

 
(6

0.
9)

 
 

 
 

 
21

 
(5

8.
3)

 

50
代

 
22

4
 

(1
9.

7)
 

13
0

 
(1

8.
7)

 
78

 
(2

3.
2)

 
11

 
(1

5.
9)

 
 

 
 

 
5 

(1
3.

9)
 

60
代

 
53

 
(4

.7
) 

32
 

(4
.6

) 
16

 
(4

.8
) 

2 
(2

.9
) 

 
 

 
 

3 
(8

.3
) 

70
代

 
5 

(0
.4

) 
5 

(0
.7

) 
0 

(0
.0

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

欠
損

 
22

 
(1

.9
) 

12
 

(1
.7

) 
9 

(2
.7

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
1 

(2
.8

) 

産
業

医
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
54

3 
 

 
 

 
 

 
 

選
任
し
て
い
る
（
常

勤
）
 

46
 

(4
.1

) 
25

 
(3

.6
) 

16
 

(4
.8

) 
3 

(4
.4

) 
 

 
 

 
2 

(5
.6

) 

選
任
し
て
い
る
（
非

常
勤

ま
た
は

嘱
託

）
 

26
0

 
(2

2.
9)

 
11

7
 

(1
6.

9)
 

11
5 

(3
4.

1)
 

19
 

(2
7.

5)
 

 
 

 
 

9 
(2

5.
0)

 

選
任
し
て
い
な
い

 
82

1
 

(7
2.

3)
 

54
4

 
(7

8.
4)

 
20

6 
(6

1.
1)

 
47

 
(6

8.
1)

 
0.

27
5 

 
 

 
24

 
(6

6.
7)

 

欠
損

 
9 

(0
.8

) 
8 

(1
.2

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

(2
.8

) 

産
業

看
護
職

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
76

0 
 *

 
 

 
 

 

選
任
し
て
い
る
（
常

勤
）
 

46
 

(4
.1

) 
22

 
(3

.2
) 

21
 

(6
.2

) 
3 

(4
.4

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

選
任
し
て
い
る
（
非

常
勤

）
 

28
 

(2
.5

) 
8 

(1
.2

) 
17

 
(5

.0
) 

2 
(2

.9
) 

 
 

 
 

1 
(2

.8
) 

選
任
し
て
い
な
い

 
10

52
 

(9
2.

6)
 

65
7

 
(9

4.
7)

 
29

8 
(8

8.
4)

 
63

 
(9

1.
3)

 
0.

33
5 

 
 

 
34

 
(9

4.
4)

 

欠
損

 
10

 
(0

.9
) 

7 
(1

.0
) 

1 
(0

.3
) 

1 
(1

.5
) 

 
 

 
 

1 
(2

.8
) 

経
営

理
念
に
健

康
、
幸

せ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
13

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

40
6 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
65

7
 

(5
7.

8)
 

41
2

 
(5

9.
4)

 
18

8 
(5

5.
8)

 
35

 
(5

0.
7)

 
 

 
 

 
22

 
(6

1.
1)

 

い
い
え

 
45

8
 

(4
0.

3)
 

27
3

 
(3

9.
3)

 
14

2 
(4

2.
1)

 
33

 
(4

7.
8)

 
 

 
 

 
10

 
(2

7.
8)

 

欠
損

 
21

 
(1

.9
) 

9 
(1

.3
) 

7 
(2

.1
) 

1 
(1

.5
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

個
人

情
報
取

扱
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

61



6 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
Q

14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
96

9 
 

 
 

 
 

 
 

は
い

 
75

8
 

(6
6.

7)
 

45
4

 
(6

5.
4)

 
23

5 
(6

9.
7)

 
49

 
(7

1.
0)

 
 

 
 

 
20

 
(5

5.
6)

 

い
い
え

 
35

9
 

(3
1.

6)
 

23
0

 
(3

3.
1)

 
97

 
(2

8.
8)

 
20

 
(2

9.
0)

 
 

 
 

 
12

 
(3

3.
3)

 

欠
損

 
19

 
(1

.7
) 

10
 

(1
.4

) 
5 

(1
.5

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

健
康

診
断
受

診
率

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
15

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

29
6 

 *
 

 
 

 
 

把
握
し
て
い
な
い

 
23

 
(2

.0
) 

22
 

(3
.2

) 
0 

(0
.0

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

60
％
未

満
 

27
 

(2
.4

) 
23

 
(3

.3
) 

4 
(1

.2
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

0 
(0

.0
) 

60
％
以

上
 

27
 

(2
.4

) 
16

 
(2

.3
) 

5 
(1

.5
) 

2 
(2

.9
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

80
％
以

上
 

37
 

(3
.3

) 
23

 
(3

.3
) 

11
 

(3
.3

) 
3 

(4
.4

) 
 

 
 

 
 

 
 

 

90
％
以

上
 

19
1

 
(1

6.
8)

 
98

 
(1

4.
1)

 
76

 
(2

2.
6)

 
13

 
(1

8.
8)

 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

10
0%

 
81

7
 

(7
1.

9)
 

50
4

 
(7

2.
6)

 
23

8 
(7

0.
6)

 
50

 
(7

2.
5)

 
 

 
 

 
25

 
(6

9.
4)

 

欠
損

 
14

 
(1

.2
) 

8 
(1

.2
) 

3 
(0

.9
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

3 
(8

.3
) 

受
診

勧
め

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
16

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

58
5 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
99

9
 

(8
7.

9)
 

60
3

 
(8

6.
9)

 
30

5 
(9

0.
5)

 
62

 
(8

9.
9)

 
 

 
 

 
29

 
(8

0.
6)

 

い
い
え

 
11

7
 

(1
0.

3)
 

79
 

(1
1.

4)
 

27
 

(8
.0

) 
7 

(1
0.

1)
 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

欠
損

 
20

 
(1

.8
) 

12
 

(1
.7

) 
5 

(1
.5

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

産
業

医
が
日

々
の

健
康

管
理

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

36
9 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
26

1
 

(2
3.

0)
 

13
5

 
(1

9.
5)

 
10

2 
(3

0.
3)

 
17

 
(2

4.
6)

 
 

 
 

 
7 

(1
9.

4)
 

い
い
え

 
85

8
 

(7
5.

5)
 

54
8

 
(7

9.
0)

 
23

3 
(6

9.
1)

 
51

 
(7

3.
9)

 
 

 
 

 
26

 
(7

2.
2)

 

欠
損

 
17

 
(1

.5
) 

11
 

(1
.6

) 
2 

(0
.6

) 
1 

(1
.5

) 
 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

健
康

管
理
：
医

師
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
18

_M
D 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
97

8
 

(8
6.

1)
 

61
1

 
(8

8.
0)

 
27

6 
(8

1.
9)

 
60

 
(8

7.
0)

 
 

 
 

 
31

 
(8

6.
1)

 

62



7 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
1 

15
8

 
(1

3.
9)

 
83

 
(1

2.
0)

 
61

 
(1

8.
1)

 
9 

(1
3.

0)
 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

健
康

管
理
：
保

健
師

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
18

_P
H

N
S 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
10

93
 

(9
6.

2)
 

67
2

 
(9

6.
8)

 
32

3 
(9

5.
9)

 
64

 
(9

2.
8)

 
 

 
 

 
34

 
(9

4.
4)

 

1 
43

 
(3

.8
) 

22
 

(3
.2

) 
14

 
(4

.2
) 

5 
(7

.3
) 

 
 

 
 

2 
(5

.6
) 

健
康

管
理
：
看

護
師

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
18

_N
S 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
10

84
 

(9
5.

4)
 

66
6

 
(9

6.
0)

 
31

7 
(9

4.
1)

 
65

 
(9

4.
2)

 
 

 
 

 
36

 
(1

00
.0

) 

1 
52

 
(4

.6
) 

28
 

(4
.0

) 
20

 
(5

.9
) 

4 
(5

.8
) 

 
 

 
 

0 
(0

.0
) 

健
康

管
理
：
そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
18

_e
ls

e 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

. 
10

92
 

(9
6.

1)
 

67
2

 
(9

6.
8)

 
31

6 
(9

3.
8)

 
68

 
(9

8.
6)

 
 

 
 

 
36

 
(1

00
.0

) 

1 
44

 
(3

.9
) 

22
 

(3
.2

) 
21

 
(6

.2
) 

1 
(1

.5
) 

 
 

 
 

0 
(0

.0
) 

が
ん
検

診
オ
プ
シ
ョ
ン

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
19

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

59
8 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
40

4
 

(3
5.

6)
 

23
0

 
(3

3.
1)

 
12

9 
(3

8.
3)

 
29

 
(4

2.
0)

 
 

 
 

 
16

 
(4

4.
4)

 

い
い
え

 
72

1
 

(6
3.

5)
 

46
0

 
(6

6.
3)

 
20

5 
(6

0.
8)

 
40

 
(5

8.
0)

 
 

 
 

 
16

 
(4

4.
4)

 

欠
損

 
11

 
(1

.0
) 

4 
(0

.6
) 

3 
(0

.9
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

食
生

活
改
善

取
り
組

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
20

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

58
1 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
22

0
 

(1
9.

4)
 

13
5

 
(1

9.
5)

 
68

 
(2

0.
2)

 
12

 
(1

7.
4)

 
 

 
 

 
5 

(1
3.

9)
 

い
い
え

 
90

5
 

(7
9.

7)
 

55
5

 
(8

0.
0)

 
26

7 
(7

9.
2)

 
57

 
(8

2.
6)

 
 

 
 

 
26

 
(7

2.
2)

 

欠
損

 
11

 
(1

.0
) 

4 
(0

.6
) 

2 
(0

.6
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

運
動

取
り
組

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
21

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

82
2 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
22

9
 

(2
0.

2)
 

14
1

 
(2

0.
3)

 
69

 
(2

0.
5)

 
15

 
(2

1.
7)

 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

63



8 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
い
い
え

 
89

6
 

(7
8.

9)
 

54
8

 
(7

9.
0)

 
26

7 
(7

9.
2)

 
54

 
(7

8.
3)

 
 

 
 

 
27

 
(7

5.
0)

 

欠
損

 
11

 
(1

.0
) 

5 
(0

.7
) 

1 
(0

.3
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

禁
煙

/受
動
喫

煙
取

り
組

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

00
5 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
61

1
 

(5
3.

8)
 

37
1

 
(5

3.
5)

 
19

8 
(5

8.
8)

 
28

 
(4

0.
6)

 
 

 
 

 
14

 
(3

8.
9)

 

い
い
え

 
51

8
 

(4
5.

6)
 

32
1

 
(4

6.
3)

 
13

8 
(4

1.
0)

 
41

 
(5

9.
4)

 
 

 
 

 
18

 
(5

0.
0)

 

欠
損

 
7 

(0
.6

) 
2 

(0
.3

) 
1 

(0
.3

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

メ
ン
タ
ル

取
り
組

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
23

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

23
3 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
42

2
 

(3
7.

2)
 

22
6

 
(3

2.
6)

 
15

6 
(4

6.
3)

 
27

 
(3

9.
1)

 
 

 
 

 
13

 
(3

6.
1)

 

い
い
え

 
70

3
 

(6
1.

9)
 

46
6

 
(6

7.
2)

 
17

6 
(5

2.
2)

 
42

 
(6

0.
9)

 
 

 
 

 
19

 
(5

2.
8)

 

欠
損

 
11

 
(1

.0
) 

2 
(0

.3
) 

5 
(1

.5
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

睡
眠

取
り
組

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
24

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

38
8 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
14

3
 

(1
2.

6)
 

85
 

(1
2.

3)
 

47
 

(1
4.

0)
 

7 
(1

0.
1)

 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

い
い
え

 
98

2
 

(8
6.

4)
 

60
4

 
(8

7.
0)

 
28

8 
(8

5.
5)

 
62

 
(8

9.
9)

 
 

 
 

 
28

 
(7

7.
8)

 

欠
損

 
11

 
(1

.0
) 

5 
(0

.7
) 

2 
(0

.6
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

腰
痛

取
り
組

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
25

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

94
3 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
26

8
 

(2
3.

6)
 

15
7

 
(2

2.
6)

 
86

 
(2

5.
5)

 
18

 
(2

6.
1)

 
 

 
 

 
7 

(1
9.

4)
 

い
い
え

 
85

8
 

(7
5.

5)
 

53
3

 
(7

6.
8)

 
24

9 
(7

3.
9)

 
51

 
(7

3.
9)

 
 

 
 

 
25

 
(6

9.
4)

 

欠
損

 
10

 
(0

.9
) 

4 
(0

.6
) 

2 
(0

.6
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

肩
こ
り
取
り
組
み

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
26

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

99
1 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
14

1
 

(1
2.

4)
 

91
 

(1
3.

1)
 

39
 

(1
1.

6)
 

8 
(1

1.
6)

 
 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

い
い
え

 
98

4
 

(8
6.

6)
 

59
8

 
(8

6.
2)

 
29

6 
(8

7.
8)

 
61

 
(8

8.
4)

 
 

 
 

 
29

 
(8

0.
6)

 

64



9 
両

立
支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
欠
損

 
11

 
(1

.0
) 

5 
(0

.7
) 

2 
(0

.6
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

給
付

制
度
案

内
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
27

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

16
9 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
62

5
 

(5
5.

0)
 

33
2

 
(4

7.
8)

 
23

1 
(6

8.
6)

 
42

 
(6

0.
9)

 
 

 
 

 
20

 
(5

5.
6)

 

い
い
え

 
49

9
 

(4
3.

9)
 

35
8

 
(5

1.
6)

 
10

2 
(3

0.
3)

 
27

 
(3

9.
1)

 
 

 
 

 
12

 
(3

3.
3)

 

欠
損

 
12

 
(1

.1
) 

4 
(0

.6
) 

4 
(1

.2
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

社
員

教
育
、
啓

発
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
28

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

16
8 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
34

0
 

(2
9.

9)
 

18
9

 
(2

7.
2)

 
12

5 
(3

7.
1)

 
20

 
(2

9.
0)

 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

い
い
え

 
77

8
 

(6
8.

5)
 

49
8

 
(7

1.
8)

 
20

6 
(6

1.
1)

 
49

 
(7

1.
0)

 
 

 
 

 
25

 
(6

9.
4)

 

欠
損

 
18

 
(1

.6
) 

7 
(1

.0
) 

6 
(1

.8
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

相
談

で
き
る
担

当
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
29

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

09
3 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
90

0
 

(7
9.

2)
 

53
5

 
(7

7.
1)

 
28

8 
(8

5.
5)

 
54

 
(7

8.
3)

 
 

 
 

 
23

 
(6

3.
9)

 

い
い
え

 
22

6
 

(1
9.

9)
 

15
6

 
(2

2.
5)

 
46

 
(1

3.
7)

 
15

 
(2

1.
7)

 
 

 
 

 
9 

(2
5.

0)
 

欠
損

 
10

 
(0

.9
) 

3 
(0

.4
) 

3 
(0

.9
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

相
談

窓
口

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
30

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

05
2 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
73

7
 

(6
4.

9)
 

42
9

 
(6

1.
8)

 
24

6 
(7

3.
0)

 
43

 
(6

2.
3)

 
 

 
 

 
19

 
(5

2.
8)

 

い
い
え

 
38

3
 

(3
3.

7)
 

25
8

 
(3

7.
2)

 
87

 
(2

5.
8)

 
26

 
(3

7.
7)

 
 

 
 

 
12

 
(3

3.
3)

 

欠
損

 
16

 
(1

.4
) 

7 
(1

.0
) 

4 
(1

.2
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

仕
事

継
続
の

就
業

規
則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
31

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

17
9 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
30

5
 

(2
6.

9)
 

17
8

 
(2

5.
7)

 
10

4 
(3

0.
9)

 
16

 
(2

3.
2)

 
 

 
 

 
7 

(1
9.

4)
 

い
い
え

 
81

3
 

(7
1.

6)
 

50
8

 
(7

3.
2)

 
22

8 
(6

7.
7)

 
53

 
(7

6.
8)

 
 

 
 

 
24

 
(6

6.
7)

 

欠
損

 
18

 
(1

.6
) 

8 
(1

.2
) 

5 
(1

.5
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

65



10
 

両
立

支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
柔

軟
な
勤
務

時
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
32

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

38
7 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
74

8
 

(6
5.

9)
 

44
8

 
(6

4.
6)

 
23

4 
(6

9.
4)

 
45

 
(6

5.
2)

 
 

 
 

 
21

 
(5

8.
3)

 

い
い
え

 
37

4
 

(3
2.

9)
 

24
2

 
(3

4.
9)

 
98

 
(2

9.
1)

 
24

 
(3

4.
8)

 
 

 
 

 
10

 
(2

7.
8)

 

欠
損

 
14

 
(1

.2
) 

4 
(0

.6
) 

5 
(1

.5
) 

0 
(0

.0
) 

 
 

 
 

5 
(1

3.
9)

 

人
事

制
度
運

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
33

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

05
5 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
56

5
 

(4
9.

7)
 

33
4

 
(4

8.
1)

 
18

7 
(5

5.
5)

 
30

 
(4

3.
5)

 
 

 
 

 
14

 
(3

8.
9)

 

い
い
え

 
55

0
 

(4
8.

4)
 

34
8

 
(5

0.
1)

 
14

6 
(4

3.
3)

 
39

 
(5

6.
5)

 
 

 
 

 
17

 
(4

7.
2)

 

欠
損

 
21

 
(1

.9
) 

12
 

(1
.7

) 
4 

(1
.2

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
5 

(1
3.

9)
 

両
立

支
援
へ

の
理

解
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
34

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

01
8 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
78

7
 

(6
9.

3)
 

46
0

 
(6

6.
3)

 
26

0 
(7

7.
2)

 
45

 
(6

5.
2)

 
 

 
 

 
22

 
(6

1.
1)

 

い
い
え

 
32

7
 

(2
8.

8)
 

22
4

 
(3

2.
3)

 
71

 
(2

1.
1)

 
24

 
(3

4.
8)

 
 

 
 

 
8 

(2
2.

2)
 

欠
損

 
22

 
(1

.9
) 

10
 

(1
.4

) 
6 

(1
.8

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

主
治

医
な
ど
連

携
re

co
de

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
35

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

71
7 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
51

7
 

(4
5.

5)
 

29
7

 
(4

2.
8)

 
17

0 
(5

0.
5)

 
34

 
(4

9.
3)

 
 

 
 

 
16

 
(4

4.
4)

 

い
い
え

 
59

4
 

(5
2.

3)
 

38
6

 
(5

5.
6)

 
15

9 
(4

7.
2)

 
35

 
(5

0.
7)

 
 

 
 

 
14

 
(3

8.
9)

 

欠
損

 
25

 
(2

.2
) 

11
 

(1
.6

) 
8 

(2
.4

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

家
族

の
が
ん
で
臨

機
応
変

re
co

de
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
36

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

31
3 

 
 

 
 

 
 

 

は
い

 
47

5
 

(4
1.

8)
 

26
6

 
(3

8.
3)

 
16

6 
(4

9.
3)

 
30

 
(4

3.
5)

 
 

 
 

 
13

 
(3

6.
1)

 

い
い
え

 
63

8
 

(5
6.

2)
 

41
6

 
(5

9.
9)

 
16

5 
(4

9.
0)

 
39

 
(5

6.
5)

 
 

 
 

 
18

 
(5

0.
0)

 

欠
損

 
23

 
(2

.0
) 

12
 

(1
.7

) 
6 

(1
.8

) 
0 

(0
.0

) 
 

 
 

 
5 

(1
3.

9)
 

復
職

困
っ
た
経

験
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

66



11
 

両
立

支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
Q

39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
51

0 
 

 
 

 
 

 
 

は
い

 
74

 
(6

.5
) 

21
 

(3
.0

) 
40

 
(1

1.
9)

 
9 

(1
3.

0)
 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

い
い
え

 
75

6
 

(6
6.

6)
 

42
6

 
(6

1.
4)

 
27

2
 

(8
0.

7)
 

47
 

(6
8.

1)
 

 
 

 
 

11
 

(3
0.

6)
 

欠
損

 
30

6
 

(2
6.

9)
 

24
7

 
(3

5.
6)

 
25

 
(7

.4
) 

13
 

(1
8.

8)
 

 
 

 
 

21
 

(5
8.

3)
 

が
ん
両

立
職

場
必

要
性

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
40

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

04
9 

 
 

 
 

 
 

 

強
く
感
じ
て
い
る

 
29

6
 

(2
6.

1)
 

15
6

 
(2

2.
5)

 
11

8 
(3

5.
0)

 
14

 
(2

0.
3)

 
 

 
 

 
8 

(2
2.

2)
 

ど
ち
ら
か

と
い
う
と
感
じ
て
い
る

 
63

3
 

(5
5.

7)
 

39
7

 
(5

7.
2)

 
17

8 
(5

2.
8)

 
45

 
(6

5.
2)

 
 

 
 

 
13

 
(3

6.
1)

 

あ
ま
り
感

じ
て
い
な
い

 
13

0
 

(1
1.

4)
 

97
 

(1
4.

0)
 

24
 

(7
.1

) 
6 

(8
.7

) 
0.

27
4 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

全
く
感
じ
て
い
な
い

 
24

 
(2

.1
) 

14
 

(2
.0

) 
5 

(1
.5

) 
3 

(4
.4

) 
 

 
 

 
2 

(5
.6

) 

欠
損

 
53

 
(4

.7
) 

30
 

(4
.3

) 
12

 
(3

.6
) 

1 
(1

.5
) 

 
 

 
 

10
 

(2
7.

8)
 

ど
こ
に
相

談
 0

/1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_1
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

36
6 

 
 

 
 

 
 

 

0 
89

7
 

(7
9.

0)
 

52
1

 
(7

5.
1)

 
28

8 
(8

5.
5)

 
56

 
(8

1.
2)

 
 

 
 

 
32

 
(8

8.
9)

 

1 
23

9
 

(2
1.

0)
 

17
3

 
(2

4.
9)

 
49

 
(1

4.
5)

 
13

 
(1

8.
8)

 
 

 
 

 
4 

(1
1.

1)
 

事
業

主
負
担

大
 0

/1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_2
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

02
0 

 
 

 
 

 
 

 

0 
65

5
 

(5
7.

7)
 

38
9

 
(5

6.
1)

 
21

2 
(6

2.
9)

 
33

 
(4

7.
8)

 
 

 
 

 
21

 
(5

8.
3)

 

1 
48

1
 

(4
2.

3)
 

30
5

 
(4

4.
0)

 
12

5 
(3

7.
1)

 
36

 
(5

2.
2)

 
 

 
 

 
15

 
(4

1.
7)

 

主
治

医
か
ら
の

情
報

不
足

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_3
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

53
1 

 
 

 
 

 
 

 

0 
93

5
 

(8
2.

3)
 

58
3

 
(8

4.
0)

 
26

2 
(7

7.
7)

 
56

 
(8

1.
2)

 
 

 
 

 
34

 
(9

4.
4)

 

1 
20

1
 

(1
7.

7)
 

11
1

 
(1

6.
0)

 
75

 
(2

2.
3)

 
13

 
(1

8.
8)

 
 

 
 

 
2 

(5
.6

) 

産
業

医
か
ら
の

情
報

不
足

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_4
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.

00
0 

 *
 

 
 

 
 

0 
10

71
 

(9
4.

3)
 

64
8

 
(9

3.
4)

 
32

1 
(9

5.
3)

 
66

 
(9

5.
7)

 
 

 
 

 
36

 
(1

00
.0

) 

67



12
 

両
立

支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
1 

65
 

(5
.7

) 
46

 
(6

.6
) 

16
 

(4
.8

) 
3 

(4
.4

) 
 

 
 

 
0 

(0
.0

) 

保
健

師
な
ど
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

0
/
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_5
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

28
1 

 *
 

 
 

 
 

0 
10

42
 

(9
1.

7)
 

62
7

 
(9

0.
4)

 
31

3 
(9

2.
9)

 
67

 
(9

7.
1)

 
 

 
 

 
35

 
(9

7.
2)

 

1 
94

 
(8

.3
) 

67
 

(9
.7

) 
24

 
(7

.1
) 

2 
(2

.9
) 

 
 

 
 

1 
(2

.8
) 

保
健

師
な
ど
が

い
な
い

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_6
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

91
6 

 
 

 
 

 
 

 

0 
81

1
 

(7
1.

4)
 

48
3

 
(6

9.
6)

 
24

7 
(7

3.
3)

 
51

 
(7

3.
9)

 
 

 
 

 
30

 
(8

3.
3)

 

1 
32

5
 

(2
8.

6)
 

21
1

 
(3

0.
4)

 
90

 
(2

6.
7)

 
18

 
(2

6.
1)

 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

代
替

要
員
確

保
 0

/1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_7
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

75
7 

 
 

 
 

 
 

 

0 
41

2
 

(3
6.

3)
 

26
2

 
(3

7.
8)

 
10

9 
(3

2.
3)

 
21

 
(3

0.
4)

 
 

 
 

 
20

 
(5

5.
6)

 

1 
72

4
 

(6
3.

7)
 

43
2

 
(6

2.
3)

 
22

8 
(6

7.
7)

 
48

 
(6

9.
6)

 
 

 
 

 
16

 
(4

4.
4)

 

会
社

制
度
と
不

整
合

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_8
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

13
5 

 
 

 
 

 
 

 

0 
86

5
 

(7
6.

1)
 

51
6

 
(7

4.
4)

 
26

7 
(7

9.
2)

 
49

 
(7

1.
0)

 
 

 
 

 
33

 
(9

1.
7)

 

1 
27

1
 

(2
3.

9)
 

17
8

 
(2

5.
7)

 
70

 
(2

0.
8)

 
20

 
(2

9.
0)

 
 

 
 

 
3 

(8
.3

) 

周
り
理

解
不

足
 0

/1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_9
_D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.

00
9 

 
 

 
 

 
 

 

0 
95

8
 

(8
4.

3)
 

57
6

 
(8

3.
0)

 
29

5 
(8

7.
5)

 
52

 
(7

5.
4)

 
 

 
 

 
35

 
(9

7.
2)

 

1 
17

8
 

(1
5.

7)
 

11
8

 
(1

7.
0)

 
42

 
(1

2.
5)

 
17

 
(2

4.
6)

 
 

 
 

 
1 

(2
.8

) 

具
体

的
支
援

方
法

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_1
0_

D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
77

5 
 

 
 

 
 

 
 

0 
75

9
 

(6
6.

8)
 

44
0

 
(6

3.
4)

 
24

5 
(7

2.
7)

 
49

 
(7

1.
0)

 
 

 
 

 
25

 
(6

9.
4)

 

1 
37

7
 

(3
3.

2)
 

25
4

 
(3

6.
6)

 
92

 
(2

7.
3)

 
20

 
(2

9.
0)

 
 

 
 

 
11

 
(3

0.
6)

 

68



13
 

両
立

支
援
ア
ン
ケ
ー
ト
最
終
デ
ー
タ

  
社
員

20
0
人
未

満
 

n=
11

36
  

05
/3

1/
20

18
 T

F 
病

気
や

治
療

の
内

容
 0

/1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_1
1_

D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
16

0 
 

 
 

 
 

 
 

0 
94

7
 

(8
3.

4)
 

57
3

 
(8

2.
6)

 
28

0 
(8

3.
1)

 
62

 
(8

9.
9)

 
 

 
 

 
32

 
(8

8.
9)

 

1 
18

9
 

(1
6.

6)
 

12
1

 
(1

7.
4)

 
57

 
(1

6.
9)

 
7 

(1
0.

1)
 

 
 

 
 

4 
(1

1.
1)

 

不
安

感
へ
の

対
応

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_1
2_

D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
25

1 
 

 
 

 
 

 
 

0 
77

9
 

(6
8.

6)
 

46
5

 
(6

7.
0)

 
24

3 
(7

2.
1)

 
45

 
(6

5.
2)

 
 

 
 

 
26

 
(7

2.
2)

 

1 
35

7
 

(3
1.

4)
 

22
9

 
(3

3.
0)

 
94

 
(2

7.
9)

 
24

 
(3

4.
8)

 
 

 
 

 
10

 
(2

7.
8)

 

金
銭

的
サ
ポ
ー
ト

 0
/1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
41

_1
3_

D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
86

1 
 

 
 

 
 

 
 

0 
77

9
 

(6
8.

6)
 

46
3

 
(6

6.
7)

 
23

8 
(7

0.
6)

 
48

 
(6

9.
6)

 
 

 
 

 
30

 
(8

3.
3)

 

1 
35

7
 

(3
1.

4)
 

23
1

 
(3

3.
3)

 
99

 
(2

9.
4)

 
21

 
(3

0.
4)

 
 

 
 

 
6 

(1
6.

7)
 

そ
の

他
 0

/1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
41

_1
4_

D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
71

5 
 *

 
 

 
 

 

0 
11

07
 

(9
7.

5)
 

68
0

 
(9

8.
0)

 
32

6 
(9

6.
7)

 
66

 
(9

5.
7)

 
 

 
 

 
35

 
(9

7.
2)

 

1 
29

 
(2

.6
) 

14
 

(2
.0

) 
11

 
(3

.3
) 

3 
(4

.4
) 

 
 

 
 

1 
(2

.8
) 

 
 

平
均

 
標

準
偏
差

 
平
均

 
標
準
偏
差

 
平
均

 
標
準
偏
差

 
平

均
 

標
準

偏
差

 
 

 
 

 
平

均
 

標
準

偏
差

 

ソ
ー
シ
ャ
ル

キ
ャ
ピ
タ
ル

 
18

.6
7 

 
(3

.1
0)

 
18

.7
9 

 
(3

.1
5)

 
18

.6
2 

 
(3

.0
0)

 
18

.0
4 

 
(3

.1
9)

 
0.

20
7 

 
 

 
18

.1
2 

 
(2

.7
4)

 

 *p
-v

al
ue

 fr
om

 F
is

he
r’s

 e
xa

ct
 te

st
 

そ
れ

以
外
は

ch
i-s

qu
ar

e 
te

st
 

ソ
ー

シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
は

K
ru

sk
al

-W
al

lis
 te

st
 

    

69



1 
 

平成 30 年度 労災疾病臨床研究事業 

「企業・産業保健スタッフ・医療機関の連携による両立支援システムの開発」 

松平班 第 2 回班会議 

平成 30 年 7 月 3 日(火曜日) 東大病院入院棟 B 1 階 会議室 1 

会議メモ 

藤井朋子 2018 年 7 月 

松平より配布資料の説明 

松平より研究の目的，背景，中小企業を対象としたアンケートの実施結果について報告（資料②

スライド） 

藤井より，アンケートの解析方法と，それをふまえた両立支援活動評価指標案の作成過程につい

て説明（資料④） 

 

両立支援活動評価指標案について 

まず評価指標案の草案を提示して，全体的なフォーマット等について，意見を求めた。 

以下敬称略 

 

武藤：中小企業対象ということで「産業医」という語はあえて一言も入れていないのか？それに

不満を述べる人がいるかも知れない。 

藤井：あえて入れていないが，細かくは検討していない。 

森口：違和感は無かったが，確かに武藤先生のご指摘を受けると，医師会の力を借りていくとな

ると産業医，また 50 人未満の中小企業を考えると地域産業保健事業は地区医師会が実働部隊な

ので，産業医をくすぐるようなものがあってもいいのかも知れない。 

武藤：㉒や㉑の相談窓口はほとんどの場合は人事担当者であるが，場合によって産業医がいる場

合は産業医が窓口になりうるので，そこにあえて「産業医」という言葉を入れるかどうかである。 

松平：産業医がいる場合は，などを付けた方がよいか。 

武藤：20 人，50 人の小規模事業所では社労士が窓口になることもあるのか？ 

森口：窓口の人の相談相手にはなる。 

松平：窓口は会社の人でいいか。 

森口：産業医が直接の窓口になることは考えにくい。 

小山：産業医は窓口にはならない。 

武藤：では，（相談窓口の項目には）入れなくていいですね。 

川又：入れるとすれば「産業医」は連携のところか。50 人以上の事業場では産業医との連携を必

須にするか，など。 

武藤：確かに 50 人以上の事業場では産業医がいることが前提。 

松平：では分けて，連携の所に新たに項目として加えるか。 

川又：そのかわり，規模の小さいところでは必須に出来ないが。 

森口：㉚で本人と主治医と会社スタッフとなっているが，ここに産業医を加えてもよいかも知れ

ない。 
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川又：あえてもう一つ項目を作ってもよいかも知れない。 

松平：森口先生，㉚に加えるのか別項目にするのか，どちらがよいか。 

小山：㉚に「産業保健スタッフ」としてはどうか。 

松平：あえて産業医とするか，看護職の方と，五十嵐先生は独立させたいという気持ちは分かる

が。そこは丸めるのか。 

五十嵐：これの目的を考えると，「産業医等の産業保健スタッフ」あるいは「産業保健専門職」

としてはどうか。産業医に限らず，専門家がかかわっているということを連携の項に入れるのが

よいと思われる。中小企業は 50 人以上～300 人未満など幅が広いが，300 人以上の所では保健師

がいるところもあるので。 

松平：看護職に関して，何人以上なら 1 人置かなくてならないという規定はあるか。 

五十嵐：ないが，衛生管理者も取得しているので，最近では常勤で置いていたり，地域産保の保

健師や開業保健師など外部から関わっていることがある。やはり連携のところに入れるのがよい

と考える。 

高山：Q39 の自由記載で何か特徴的なものが引き出せたか？後から思うことが何点かあり，例え

ば，みずほ情報総研が H25 年 3 月に両立支援手法の開発意識の報告書を出しており，検討部会で

挙げられたのが両立支援のあり方や要配慮事項を企業が知るためのしくみやツール，アセスメン

トをし，情報収集をし，どういった要配慮があるか，専門家がいない企業もあるので，大まかに

でも掴める項目があった方がよかった，と感じたので。アンケートの項目から直接取れないので，

Q39 に記載があれば「要配慮事項を検討，判断するためのツールもしくは仕組みがある」といっ

たものを項目として入れられるか，と考えたが。 

藤井：Q39 では上手くいった，という記載や配置転換が中小なので難しく，業務の内容によって

は復職してもきつく難しい，Q39 に限らず休職中の保険料の負担が会社にとって負担で，本人に

請求するのもしのびない，新しく人を雇うと復職した時にその人をどうするか困る，などの記載

が見受けられた。 

高山：何に配慮すればいいか分からない，といった回答は無かったか。 

川又：どこまで踏み込んだらいいのか分からない，配慮すればいいのか分からない，復職した人

が何が出来るか分からない，ケースを見てないので分からない，というのはあった。 

藤井：上司が病気のことを飲み会で話してしまって，辞めてしまったというのも。 

松平：アンケートに無い項目も必要と思われるものは評価指標案に入れていて，アンケートで有

意差があったところは重視したいとは考えているが，専門家の意見を踏まえて最終的に完成させ

ると考えているので，必要だと思われるものはアンケートに無くても入れるべきだと個人的には

考えている。本日は先日のシンポジウムでご一緒したアフラックの人事の方に来ていただいてい

て，アフラックはがん保険を扱われていて，今がんの両立支援も先進的に行われていると聞いて

いるので，今のことに関して何かご意見はあるか。 

伊藤：企業側が病状を知ることの難しさは企業の大小に限らずあると思われる。両立支援をした

いがどうサポートしたらよいか分からない。他の慢性疾患などではパターンが決まっていること

が多いが，がんは個別性が高く，アフラックでも抗がん剤治療を受けながら働いている方，放射

線療法を受けながら働いている方，手術が終わって普通に働いている方，とパターンがいろいろ
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あって，こうすればいいというのをその都度考えていく必要がある。何が出来て何が出来ないか

を従業員が知らせてくれると就労支援がし易いが，そういうことを上手く伝えられない従業員が

いた時に，大きい会社では産業医がいて主治医と連携することができるかもしれないが，小さい

会社では難しいであろうから，遠慮が入った時にどう伝えていくかが就労をするときに 1 つのポ

イントになると思われる。就労支援をする上で，従業員から何は出来て何が出来ないかを伝える

仕組みや言える風土があることは大事であると思われ，アフラックの中でもそれは大事にしてい

る。 

松平：どうやって入れたらいいか。 

高山：そういった仕組み，ツールがある会社はそうないだろうと思いながら，問題提起をしてい

る。「人事評価制度」に関してアンケートに入れているが，これを指標案に入れることについて

他の先生方のご意見は。国立がん研究センター（「がん治療と就労の両立支援度チェックと改善

ヒント」）のには人事評価制度の柔軟な運用が入っている。 

松平：社労士の先生方のご意見は？ 

原：人事評価制度というのは人事制度に関してか？ 

高山：がん研のは人事評価制度。 

原：実際にがん患者から相談を受けている中で，時間や勤務制度に関しての配慮をしてくれると

ころは沢山あるが，負荷の大きくないところで普通に働ける状態が続いたときに，自分はこれ以

上負荷がかかる仕事はたぶん出来ないだろうし，でも，そうすると評価が下がって転勤になって

しまいそうという，勤務配慮は必要ないが，がりがりに働くことが出来なくなったという人が，

どこにも頼れなくてなんとなくストレスを感じたり，不安がある，というのを見たことがある。

いろいろな配慮をしてくれていい会社なのだが，その人にとっては勤務でなくてもっと評価のと

ころで配慮してくれたらいいなという希望を持っている方がいる。 

川又：出来ていない課題，目標が見えるという点では，項目として入れるのはいいと思うが，そ

れを認定要件の必須項目としてしまうと，かなりハードルが高くなるので，そこで調節すればい

いので，項目として入れるのは良いと考える。 

高山：がん研のチェックリストも柔軟にと書かれているが，ではどうするかという答えは書かれ

ていない。治療されている方には人事評価の時にはじめからアドバンテージを与えるのかどうか，

という答えは全然書かれていない。なので，人事評価制度を入れるということに関して自分は全

く肯定的ではなく，がん研のと照らし合わせてどうなんだろう，という素朴な疑問。 

松平：森口先生，何かご意見あるか。 

森口：ない 

松平：遠藤先生，何かご意見あるか。 

遠藤：がんになった人が，キャリアを気にして，職場に病気を伝えていない，伝えたくないとい

うのがある。なので，健康管理に「人事評価制度」を含めて議論することは難しい。 

松平：ご意見を伺うと，入れない方がいいと思ったが，最初の件（どのような配慮が必要か知る

仕組み）についてはどうか。 

高山：そういう仕組みがあると良いと思うが，ハードルはかなり高くなる気はしているので，普

及を第一の目的にするのであれば，意見としては出してみたが，そこまでは今の段階では入れな
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くていいかなと正直思っている。 

松平：今までところや新たなコメントはあるか。 

五十嵐：勤務制度に関して，制度として働く時間や形態について書いてあるが，負荷の軽減，量

的なものについて入れなくてよいか？定時間勤務であるが軽微な作業にかえたりを現場ではや

っていたので。 

藤井：⑭を負担の軽減に関することとしている。人事制度に入れるのは分かりにくいか。 

五十嵐：はいっていますね。はいっていればいいかなと思う。 

松平：人事制度にいれるのでいいか。 

五十嵐：勤務制度も人事制度も同じ。人事制度に全部に入るので，⑦－⑬は勤務形態の方がいい

かも。 

森口：⑭，⑮は就業措置の方が分かりやすい。 

五十嵐：そうですね。 

森口：ただ，それが一般的に分かりやすいか，人事の人に分かりやすいか？ 

五十嵐：就業措置と言う。 

伊藤：就業措置という言葉で理解出来るし，そういう言葉を産業医も使っている。 

五十嵐：人事制度は一番大きい枠ではないか。 

川又：大カテゴリを柔軟な人事制度にするのがよいか。 

五十嵐：就業制度＝人事制度だと思うので，⑦－⑬は勤務形態，⑭，⑮は質的な就業措置，⑯－

⑲は組合的にも制度。 

森口：理解できる。 

五十嵐：人事制度と勤務制度が別なのはすこし違和感を感じる。 

五十嵐：⑦－⑬は勤務形態，⑭，⑮は負荷に関しての就業措置で違和感ない。⑯－⑲の休暇制度

は人事だけでなく組合的なものでもあり，会社全体なので制度が入っていていいかも。 

五十嵐：大カテゴリは就業制度か人事制度か，就業規則か。社労士の先生方に聞かれた方がよい

かも。 

吉川：大カテゴリは就業規則，人事制度と勤務制度はひとくくりでいいと思うが，良い言葉が今

浮かばない。 

松平：先生方が挙げていただいた方向で修正しようと思うが。 

川又：休暇・休業は別の大カテゴリでということか。 

五十嵐：同じでもよいと思うが。就業規則の中に⑦－⑬勤務形態，⑭，⑮就業措置，もしくは労

務管理，⑯－⑲の休暇・休業制度にしたらどうか。制度の中に制度が 2 つあるのはおかしいので。 

松平：用語等で気になる点はあるか。 

遠藤：それらは治療と就労を両立するための柔軟な就業制度，働いているときの制度なので，⑱

はそこに入れない方がよいのでは。自分は分け方としては，❶離職防止：がんと診断されたとき

窓口でうちの会社ではこれくらいの期間休めると説明している，❷療養中：ちゃんと休める，主

治医と連携を取れるか，❸復職後：時短，フレックスなど，という分け方にした方が分かりやす

い思う。 

武藤：時間軸をいれるということですね。 
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遠藤：時間軸を入れた方が良い。人事制度，就業上の配慮は勤務制度と一緒にしてもよいと思う。

時間軸を入れて，❶離職防止，❷療養中に会社が何をやっているか，❸復職後の仕事と治療を

両立するための制度，と分けると分かりやすいと思う。 

武藤：職場復帰というワードが一つもないとまずいのでは。というのは，厚労省のガイドライン

に沿っていないと各方面から異論が出ると思われる。その中にためし出勤という言葉あり，そう

いう細かいことは入れないにしろ，職場復帰に関するはっきりした言葉が無いので，1 項目作る

かどこかに加えるのか。職場復帰を含めて支援するというのが必要。風土，人事制度，相談窓口

という環境整備という形を作るという意味ではこれでいいと思うが，それをどう運用するのかと

いう項目がない。ガイドラインに「両立支援プラン」という言葉が何度も出てくる。「両立支援

プラン」，「復職プラン」という語を入れなくてもいいかも知れないが，制度を運用するという項

目があってもいいのでは。ただあくまでもアイディアなので無くても，環境整備に関してという

ことでもよいかも知れない。 

松平：「ためし出勤」という言葉があった方がよいかと思い始めた。 

武藤：中小の企業でなかなか復職になっていないと思うので，ためし出勤て何？から始まると思

うが，ガイドラインにはためし出勤制度という語があるので。括弧（職場復帰支援）というので

も良いかも知れない。時間軸については，就業制度の順番を変えるということか。 

川又：時間軸を入れると，構成を変えなければならないだろう。ためし出勤に関しては，⑪の「リ

ハビリ勤務」をその意味で入れているが，名前が伝わりにくいかも知れない。 

武藤：「リハビリ出勤」というのは東京都のではそうなっているのか。 

川又：私が理学療法士なのでリハビリ出勤という言葉を選択したのかも知れない。文言が悪いか

も知れない。 

武藤：悪くは無いが，厚労省が出しているのに倣った方がよい。 

小山：復職支援ということを考えたら，普通は「復職プラン」に則って，ためし出勤から始めて，

良くなってきたらもう少しきちんとした時間勤務ということになるので，「復職プラン」という

語をどこかに加えてもよいのかも知れない。㊴に関して，本人が会社に何を求め，会社はどうし

たらいいのか分からないというのがあったが，具体的な項目として加えるのは難しいが，病気や

障害を持っていたら，「合理的配慮」をしなければならないというのがあるので，そういう言葉

をキーワードとしてどこかに加えるのでもいいのではないかと思う。勤務形態や人事なども変化

していく可能性があるので，それを含めて「復職プラン」を利用しているか，その中で勤務だけ

でなく都合が悪くなった時にどうして欲しいか，本人がどういうことを言い出すか分からないの

で，そういう時にある程度は配慮しますよ，という態度が会社の中にあるかが大切であり，勤務

体制だけの問題でないので。具体な配慮の内容はなかなか言えないので，本人が言い出した時に

それに対して配慮するかしないかであり，本人が言わなければ会社も手の打ちようがない場合も

あるかも知れないので，本人が求めた時に「合理的配慮」をしなさいということなので，「合理

的な配慮」というのがいいのではないか。その中で勤務をこうして欲しいか，人事，勤務に関し

ては現在の形でかなり絞られているが，それ以外で支援していかなければならない面が，この中

ではなかなか見えてこないので㊴で色々な質問が出ているのだと思う。 

松平：時間軸のことと，今の事は風土に入れるのか。川又先生，まとめてくれるか。 
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川又：時間軸を入れるのなら，かなり構成が変わってくると思う。 

武藤：全部を時間軸に変えると，ガラッと変わってしまうのでそこまでするかは別だが，遠藤先

生がおっしゃりたいのは，がんの社員が発生した時に，その方のことをタイムコースを持って考

えてあげる，つまり入院がどれくらい，職場復帰して抗がん剤がこれくらい続くとか，時間軸で

対応，その一点で対応して終わりではないということ。そういう視点が会社側にあるということ

を一行でも入れると違うのではないか。 

松平：こういうのが時間軸で整理できたら分かりやすいということか。 

遠藤：時間軸で，まずがんと診断されたときに会社がやらなければならないことがある。 

松平：がんと診断された時と，そのあとにやらなければならないことを分けた方が理解しやすい

ということか。 

遠藤：会社の人事が，がんと診断された時にうちの会社はこれくらいの期間休めますとか，傷病

手当金はこうなっているという制度を説明しているか，復職の時は医療機関の連携に努めるやた

めし出勤とか，働き始めて治療しながら 1 週間に 1 度通院するのにそういう制度があるか，その

時その時で違うと思うので。 

武藤：松平先生の危惧として時間軸を入れると膨大になるので，出来るだけコンパクトにという

のがあると思うが，一方で遠藤先生の指摘も理解できるが，それを入れると恐らく診断，休職，

復職の時と 3 倍になってしまうので，アイディアは指標案はこのままコンパクトなもので，これ

を活用するためのガイドは時間軸で整理したらどうか。マニュアルのような。 

川又：遠藤先生のアイディアはとてもいいと思う。例えば，離職させないための項目が①，②，

病気になった時は「制度を伝えている」，という風に分けていけばいいのかなと，そういうこと

か。 

遠藤：私は時間軸で分けた方がよいと思う。 

松平：指標案全体を時間軸で分けた方がいいということか。 

遠藤：今は⑦から⑲が働いているときの，就労と治療の両立のことで大きなスペースを取ってい

るが，よく見ると時差出勤，フレックスなど確かに異なるが細かくなっているが，それよりも離

職防止のために会社が何をしているか，情報提供しているか，相談しやすい雰囲気があるか，健

康情報について病気のことを総務課長が上司に伝えたら居酒屋でしゃべっていないか，そういっ

たことがとても大事。 

松平：では，先生の意見で，今足りない具体的な項目を教えてくれるか。 

遠藤：離職防止のために会社が何に努めているか。 

武藤：分かりやすい言葉では，がんになっても会社で働き続けられると社員に周知している，と

いうことですよね。 

川又：それは⑤が。 

五十嵐：保健師の立場からすると，遠藤先生がおっしゃる通り，確かにいろいろステージがあっ

て，その時々の支援は違うが，それをここに盛り込むとかなり大変なことになると思う。まず「制

度」がこういうものがあり，連携を何のためにやるかというと，両立支援の期間のいろいろな状

況に応じて専門家と連携するしくみがあるか，聞いているのかなと思うので，連携の所に，さき

ほど武藤先生が運用ということを言われたが，制度がこれだけあり，がんの予後が良いか悪いか
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で変わってくるので，いろいろながんの就労支援の状況に応じて専門家と連携しながら柔軟な対

応ができているかどうか，を聞けばよいのではないか。制度を誰が運用しているか，対応する人

が決まっているか，会社の中できちっとと運用されているか，制度を運用していくプロセスと経

過というところを加えた方がよいと思う。制度があってもきちんと運用されていないとか，状況

に応じて柔軟な対応がされていないと，退院時指導をしてもそのあとが適当になってしまったら

意味がないと思うので。そのために医療職との連携が必要となってくる。なので，連携の所にも

う一つ運用というのも入れればよろしいのではないか。 

松平：窓口とは別か。 

五十嵐：窓口は窓口で，それをきちんと運用していく。制度はそれが運用されるかが大事で，そ

の運用の仕方に関して，両立支援にはいろいろな波があるので，それを如何に柔軟にきちっとや

っていけるかが大事だと思うので，あと 2 項目位入れればなんかなるのではないかと思う。全部

かえなくでも出来ると思う。職場復帰から入れてしまうと，この指標案は職場復帰しているとい

う前提のものだと思うので，職場復帰の所から入れるとかなり大変になるのでは。 

高山：武藤先生のお話をふまえて，「休職・復職制度」を 1 項目立てて，主な柱を 2，3 点つけ加

えればいいのではないかと思った。それは⑱は短期のイメージで，休職はもっと長くなるので，

休職・復職制度の項目を入れれば，職場復帰に対する支援というのも推し量る指標になるのでは。 

武藤：⑦－⑩の勤務制度が細かいが，個々の項目である必要はないのではないか。 

松平：ここをどうまるめるかとか，ご意見を頂きたいと思っていた。 

武藤：遠藤先生の意見をふまえれば，⑦－⑲の柔軟な就業制度の中を整理すれば。 

遠藤：⑦－⑲をもっと圧縮して。制度や，専門家の連携とかもあるが，（がん患者は）そもそも

会社に（病気のことを）言わない。言えるような風土と，一番大事なのは就業規則。日本は解雇

するのは非常にむずかしいが，患者さん達はもうだめだと辞めてしまうが，辞める必要は全くな

い。会社がうちの就業規則では 1 年くらいは休めますとか，健保の補償立て給付（？）制度はこ

うなっていますとかを説明するだけで全然違うと思う。実際は休める期間も知らない状況であり，

説明出来ているかが一番大事。復職後の制度はその先の話で，一番大事なのは離職防止のために

何が出来るか。 

松平：働き方改革でもこういう用語が示されているが，こういうのに近いものを風土に入れるか。 

藤井：⑤とかがそういう目的で入れてある。 

遠藤：それを具体的に身分保障期間はどれくらいとか，傷病手当金のことを説明しているかとか

そういったこと。 

川又：③に「就労継続と治療のための制度を社員に明示している」を入れている。 

遠藤：そこに療養期間はどれくらいだとか。松平班で療養期間がどれくらい欲しいか求めるかは

別として。 

武藤：質問なのだが，50 人未満の小規模事業所で，就業規則上で病気休暇制度は何割位の企業の

であるのか。法律上は何の規定もないですよね。 

原：言葉の意味でも，休暇というと有給のイメージが強いと思うが，そいういう意味の病気休暇

を設けている中小企業は相当少ないと思う。休職という，お金を払わないけど休んでもいいよと

いう期間についてはおそらくかなりのところである。 
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武藤：それは半数以上のところでありそうか。 

原：社労士に色々な事をお願いしようという，すこし意識の高い会社では設けているケースが多

いと思う。 

森口：それは結構長い期間なのか。 

原：そうではない。 

武藤：無給でも身分保障があれば，傷病手当とか申請出来るので，それがある，無いは大きな違

いですよね。 

原：そうですね。就業規則をちゃんと定めている会社で，まったく設定すらしていないところは

ほぼ無い。短くても 3 か月や半年といった身分保障期間はあるところが多い。 

松平：風土はこれでいいか。もっとがんの両立支援をイメージしたことをしているか，というこ

とを入れた方がいいか。 

遠藤：具体的に総務人事労務担当者が就業規則の身分保障期間について説明していますか，とか

具体的に離職防止の所で示した方がよい。ここだと③か⑤か。 

武藤：今いっぱい出たキーワードを上手くちりばめたらいいのでは。 

川又：㉓が就業継続と治療の両立のための制度を知っていて，そういう担当者や窓口ががいると

いうことを示しているが。 

松平：遠藤先生，そのどれくらいという期間を言った方がいいか。 

武藤：それは言えないでしょう。 

森口：それは会社ごとなので，その会社の期間を言っているかどうか。 

松平：そういう文言を入れた方がいいか。 

川又：先ほどの時間軸の話で，このままの構成でいくかについて，この評価指標案を使って，企

業がうちの会社には何が足りないのだろう，という見方が出来るといいと思う。フェーズとして

離職防止のためのことが出来てないということが分かった方がいいのか，窓口の設置があまいだ

と気付いた方がいいのか，どちらが実際企業が取り組み易いのか，というのが大きな方向性にな

ってくるのではないか。 

五十嵐：「離職防止」と「就労継続」は意味が違うか。 

遠藤：がんと診断されたときに辞めてしまう。クリニックで乳がんと診断されて，順天堂大学と

かで治療するまえに会社を辞めようと思う。その前に，うちの会社ではこれだけ休めますよと説

明しているか，お金はこれくらい協会けんぽから出ますよとか，そういった説明がほとんどない

ので。具体的にお金のこと，身分保障のことを出してあげた方が。 

川又：情報提供，教育の所に，具体的に身分保障があることを伝えているということか。 

五十嵐：「離職防止」と「就労継続」は同じでないか。 

藤井：③をより具体的にした方がよいということか？ 

遠藤：具体的にした方がよい。 

松平：例えば？ 

遠藤：がんと診断されたときに，離職防止のために何をやっているかというのをもうすこし細か

く。それほど多くないと思う。 

五十嵐：「離職防止」は少しネガティブな感じがするので，③の「就労継続」の方がよりポジテ
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ィブな表現で良いのではないか。離職防止というと離職する事が前提のように見えるので，それ

よりもがんになってもちゃんと働けるんだという，その制度をまず皆に明示しているという方が，

ポジティブな表現にみえる。同じことだが，あえて離職防止の方が大事か。遠藤先生のおっしゃ

るのは，診断されたときに病院でそういう風に揺れてしまった時に，うちはこういうのがありま

すと，もっと具体的にいうということか。 

遠藤：東京都のがん患者就労支援の会でも話題になっていて，患者さんがそれどころじゃないと，

びっくり退職してしまうことが多いので，患者さんは就業規則で何日休めるか知らないで，本当

は会社が解雇するのは非常に難しいのに辞めてしまう。それは会社の方が伝えてあげればいいの

ではないかという。 

松平：それは，会社の方もあるが，がん相に行ってもらって，そこで情報提供するという方法も

両方ありますよね。 

遠藤：多くはクリニックで診断されることが多くて。 

松平：がん相にたどり着かない。 

遠藤：そう。まず，会社の方にがんということ，これから手術とか抗がん剤にはいるということ

を伝えても，これくらい休めるといったことを。 

松平：がんになっても辞めなくてよい，これくらい休めるということを伝えているという項目。 

藤井：やはり③なのでは 

川又：④，⑤とか 

五十嵐：がんの人が発生したら急にではなく，日ごろからそういったことを風土として持ってお

くことが大事で，誰かががんになったときに，こういう就業規則があるということをがんでない

人も知っておくのが大事なのではないかと思う。 

松平：風土の所に健康や幸せという一般論を書いていたが，働き方改革でこういうのが挙がって

いたので，この指標案の一番上は，もうすこし，がんになってもどうかということを言っている

とかの方がよいと思うか。 

武藤：⑤を風土に入れるということですよね。 

遠藤：⑤は風土に入れた方がよい。 

五十嵐：両立支援ということでは風土に入れてもよいかも知れない。ふつうはそこまで風土に入

れないが，両立支援に関しては，がんになっても退職せずにという風土がちゃんと出来ていると

か，明示しているというのをあえて入れるのであれば，風土に入れればばそちらの方が大事だと

思う。 

松平：⑦-⑬はどのようにまとめればいいか。丸めてこういう制度があるとしてしまえばいいか。 

川又：この中から何個という風に出来たら良いのではと考えていた。 

森口：これは健康経営の，⑦-⑬の何個というのですよね。 

川又：そういうニュアンスで使えたらいいなと。 

森口：極端に言えば，丸めて 1 つでもいいということですよね。 

松平：企業の立場からすると，丸めて 1 つか 2 つの言葉にしてしまった方がいいのか，残して，

健康経営と同じような見方がいいのか。 

森口：もっと少なくてもいいのでは。 
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川又：ちなみにこれは有意差が出なかった。中小企業では経営者の鶴の一声ではないが，制度が

なくても柔軟に対応してきている部分があるので，逆に有意差の出ていない項目にはなっている。 

松平：具体的にはどんな丸め方がいいか。 

森口：それは社労士さんと相談するのがよいのではないか。 

武藤：その時に遠藤先生の時間軸も入れればよいのではないか。 

佐柳：資料 6 で弊社の制度を紹介していて，P6 の制度の紹介で「治療に専念するための制度」で

お休みについていくつか，復職してから「治療と仕事の両立を支援する制度」というのをまとめ

ていて，もし制度について個別に書いてあるのをまとめられるのなら，こういう整理の仕方もあ

ると参考にしていただいては。それで括弧に例としてこういうの，という風にした方が回答する

側としてはイメージしやすい気がする。 

吉川：遠藤先生の就業規則を依頼されたときも，休職している期間の制度と，復職したときの両

立支援が出来る制度，それとサポート，職場で休まれたりすると中の他の人が疲弊して休んでし

まうというのもあるので，その人たちのサポートというのも就業規則に入れている。なのでそう

いう風に休職と復職で制度的に分けたらどうか。 

松平：では，その辺で改良させていただきたいと思う。 

川又：いまおっしゃられたように，フェーズごとに制度を分けていきたいと思うが，今あがって

いないもので，先ほどのためし出勤制度のように，必要な制度などあれば教えていただきたい。 

松平：大丈夫そうですかね。 

武藤：ガイドラインにかなり出ているので。 

松平：あと「復職プラン」という言葉を，この辺に入れるということですね。 

武藤：「両立支援プラン」という形でも。 

松平：ここで 1 時間半なのでお弁当を配らせていただく。先ほどアフラック方に資料を提供して

いただいたが，オールリボンについて。 

伊藤：資料の 3 ページ目で，がんを経験した社員のコミュニティということで，やっている会社

はまだ少ないと思うが，社内でピアサポートをやっていこうと思っていて，がんの罹患者たちを

集めて，19 人くらいの方が集まって，我々が人事制度とかを作っていくなかで，どういう風に困

っているか聞かずに作っていくのは良くないので，がんの方々と意見交換しながら，こういう風

な制度を作ったらいいだとか，実際こういう手続きをとるのに面倒くさかっただとか，そういっ

た声を聞きながら，いま改正をしようとしているところ。19 人の中，AYA 世代の 20 代でたぶん

入社 2 年目くらいでがんに罹っていま頑張っているという方から 50 代くらいの方まで老若何女

を含めて，お互いに支え合いながら，新しくがんになった方もメンバーに相談できるようなそう

いう仕組みを作りたいと思っている。 

 

松平：白田さん，ぱっと見て中小現場経験者として何かご意見はあるか。検討事項として個々の

の項目について色々なご意見を伺ったところ。項目が多すぎるとか，敷居が高すぎるというのは

これから話をするので。項目の言葉とか直感的なことで良いので，中小現場目線で。 

松平：重みづけというか，認定基準を全部満たすのは大変だと思うので，(社員の)人数で重みづ

けというか，例えば今回は 200 人未満で解析を行ったが，中小の定義がいろいろ難しいので，10
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人未満，10-49 人，50 人以上というように分けて重みづけをした方がよいか，ご意見あるか。ち

なみに今回拾ったところでみると，意外と人数が多いから出来ていないという傾向がすごく強い

わけではなくて，青のところがやっていると答えていて，オレンジの所の頑張れば出来るという

ところまで含めると，多くの所で過半数を超えている。もちろんアンケートで拾えたところだけ

だが。そうはいっても，重みづけをした方がいいかなというご意見があるか。全体のフォーマッ

トと，各カテゴリが適切かという話はしたわけだよね？多すぎるとか無理だから削るとか森口先

生あるか。 

森口：制度はもう少しコンパクトに。それ以外はさほど読みにくいとも思わない。 

松平：重みづけに関しては何かご意見あるか。何百人の所も十人未満のところも同じ項目を満た

すということでいいのか，最終的にはくるみんのように宣言でなくて，実際復職させた経験とい

う実績を重視するか，コンバインするのかというのを考えなければならないと思うが。 

白田：4 月からは 10 人くらいの小規模事業所のベンチャー企業の株式会社リンケージで保健師と

して，3 月までは中小企業が加入する協会けんぽで 7 年間保健師をしていた。 

松平：実際，このデータのかなりの分を白田さんのご尽力で集めさせていただいた。 

白田：保健指導で中小企業を何件も訪問した経験をふまえると，あまり違和感は無いが，いい会

社では会社の理念とかを貼ってあることが多い印象。保健指導を受け入れている会社は，まあま

あ健康に関心があるので，そういう会社はみんなが知っているかは別として標語づくりがある。

ただ健康づくりとか，こういうサービスしていきましょう，挨拶大事とかあるが，（①に関して）

「幸せ」は少し抽象的で，いままで標語としてあまり見たことが無い。今 8 年目のベンチャー企

業で社員が 10 人なので，1 社員として見てみたが，全然無い，無理というものがあり，例えば年

休でも，半日とか時間休とかもないし，欲しくてもどうやって作っていくのだっけとなるし，そ

もそも人事総務という人がいない。仕事はあっても誰，と担当者が振れない状態になっているの

で。1 人がいくつもの仕事をしているので，9 人以下の所で人事総務だけやっているというとこ

ろはほとんど無いのではないかと思うし，保険事業を扱っているうちの会社でも両立支援という

言葉を知っているのは半数以下だと思う。健診を 100％受けているかも分からなくて相談を受け

たりとか，皆さんが常識と思っていることが常識でないのが小規模事業所かなと思う。例えば就

業規則はここにあるということを皆に示すとか，あたりまえのこともやっていなかったりして，

労使で何かあったときに，あれっ？就業規則どうだっけ？となるレベルで，うちの会社が 10 人

未満のスタンダードかは分からないが，この項目は結構ハードルが高いというイメージがある。 

松平：本日の予定として，このあと個別ミーティングがあり，そのあと名刺交換などしていただ

き，そのあとの懇親に出席してもいいかなという方がどれくらいいるかの確認。 

 

武藤：白田さんの言葉を受けて，小さい企業では両立支援という言葉を知っていたとしても，普

通は育児と仕事だと思う。なので，タイトルは後で決めてもよいと思うが，自分のアイディアは

「中小企業におけるがん治療と仕事の両立支援活動評価指標案」が良い。厚労省も「治療と仕事

の両立支援室」という肩書の部屋があるので，がん治療と仕事の両立支援とすれば厚労省的にも

問題がないと思う。仕事とか就労とか職業生活とかいろいろな言葉があるが，少なくとも役所の

部屋の名前が「仕事と治療の両立支援室」となっているので，それが一番シンプルでいいのでは
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ないかと思う。このガイドラインが出来た時には，治療と職業生活という言葉が出てきて，その

前は就労とか就業などがあったが，最近は治療と仕事とシンプルに戻ったようなので，それがい

いかと思う。 

松平：今回は白田先生の千葉健保，小山先生の石川，森口先生の京都工場保健会，東京商工会議

所と今回は恐らく意識の高い優秀な企業の分析結果で，有意差があった項目は全体的にまあまあ

頑張れば出来るといってくれているところが多かったが，今の白田さんの意見をふまえて，重み

づけをする方が現実的かどうか。何人ぐらいで分けた方がいいかとかいうご意見があるか。 

白田：これを使う時に，協会けんぽでは中小企業で保健師がいなくてもだれか健康づくりのリー

ダーシップを取ってくれる人という登録制度で，健康保健員として登録している事業所に絞って

今回フィールド調査としてアンケートを行っているので，協会の中でもしっかりしているところ

である。でも，これを展開するのもフィールド調査をしたような健康保健員がいる事業所，人数

に関わらず，ならいいと思うが，健康保健員すらいないところでも展開しようと思うと，両立支

援て何？という感じかと思う。 

松平：周知して普及するのに，そういうところからいきなりやるのは無理なので，まずは出来る

ところにワッペンなりプラチナをあげて，その企業はいい人材が集まるというようなネタにする

というのが現実的かなと個人的には思っている。私自身はある程度出来るところから出来ますよ

と，と言っていくのでもいいのかなと思っている。 

白田：やる気があって協力的で，やってみたいというところからやっていかないと，中小企業の

中で広まっていかないと思うので，おっしゃる通りだと思う。 

松平：マーケティングでも興味を持っている人から始めて，それを落としてから次の段階に進め

るのが基本で，そうしないとポシャルかなと個人的には思っている。 

武藤：一般論として人数が少なければ少ないほど，わが国では制度でなく理念さえあれば OK と

しなければ無理で，人数が大きいところでは制度が必要。小さいところでは社長が OK といえば

よく，規模の大きいところでは制度がないと不公平感がでるので，人数によって分ける方向性は

そこなのかなと。また労働衛生上，用語は「事業場」に統一する必要がある。 

松平：1000 社以上集めて，分析して統計学的にまあまあというところを出しているので，有意差

が出たところは大儀として我々としては重要視したいと思う。10 人未満であっても，そこのとこ

ろは必須にするというのは大儀が立つかなと思ったりもするが，いかがか。窓口を置いているか

ということと，風土や情報提供があり理解が得られるというところだが，研修は中小ではなかな

か厳しいということですよね？他の研修が多くて，がんの研修までやっていられないということ

ですよね。そうすると，情報提供をどうするかという仕組みの提案は，アフラックさんは社内で

e-ラーニングとかガイドブックを作られていて，それを頂く訳にもいかないが，何か中小向けに

年に 1 回，少なくとも窓口の方が受けていただけるような e-ラーニングを提供するのか分からな

いが，情報提供や教育をどうするかという。ここは落としてはいけないと思うが，その手法をど

うするか。あと有意差があったのは，窓口があるや禁煙があったので，これは厚労省が勧めてい

るガイドラインの環境整備なので，こことここは重要なのかなと個人的には思っている。これら

はデータから有意差が出たので，絶対入れておきたいと思っている。 

藤井：ただ，同じ有意差があるなしでも，相談できる担当者がいるとか，相談窓口があるという

81



13 
 

のは 70％とか 60％以上とか，復職出来た方も出来てない方も結構出来ている項目。同じように

差が有っても Q28 の社員に教育や啓発を行っていますか，は復職出来た所でも 37％，復職出来て

いないところは 26 や 29％で全体が低いので，差があったとしても全体が低いものを入れられる

かというのがある。 

松平：頑張ればやれそうは結構いる。研修や教育に関して，森口先生，研修は無理ではないか。 

森口：研修はハードルが高い。情報提供。 

松平：情報提供をどういう形でするのか。 

小山：産保センターが研修も含めて情報提供をやらなければいけないので，中小企業のの衛生管

理者にも研修の案内はして，必ず受けに来てくださいとしている。その方たちが会社に持ち帰っ

て広げてくれたら，ある程度の情報を流すことができると思う。今まで産保センターは 50 人以

上の企業を対象にしていたので，対象になっていなかったところが抜けている。今はそういう中

小企業も対象として産保センターがやるということになっているので，中小企業の支援に産保セ

ンターは力を入れている。小規模の事業場は衛生管理者でなく衛生推進者しか置いていないが，

そいういう人たちにも出来るだけ研修に来るようにやっているので，研修会に出て，会社に情報

を流してもらえれば。 

松平：そういうのは先生のように所長がしっかりされている産保センターだけかも知れない。例

えば，年に 1 回，産保センターに研修に窓口の方が来ていただくというのがいいか。 

小山：研修プログラムは沢山あるので，できるだけ研修を受けていただくような形で，自分がど

の研修を受けたかという，これは石川県の特徴であるが，医師会の手帳で研修を受けたらポイン

トを取っていくのがあるが，同じような手帳を作って自分がどのような研修内容をうけたかチェ

ックしてもらい，抜けている所を聞きにきてもらうというのもやってもらっている。 

松平：中小で研修に行くのも無理というところがあるのでは。 

小山：チラシや情報なども出来るだけメールマガジンなどを通じて，そこに登録してもらわない

と情報が流れないので，登録してもらうように企業に呼びかけて，情報を自分たちで集めるよう

にということをやっているので，そのなかから e-ラーニングなどの新しいやり方をやっていくの

もいいかなというのがある。中小企業の両立支援をどうするかについて，がんに限らず，その前

にうつ病の両立支援プログラムを作って，それも大企業で始めて，社員の健康づくりのプログラ

ムを作りなさいというのも大企業だけでやっていたのを，今は中小企業にもやりなさい，やり方

が分からなければ産保センターに聞いたら教えます，という形でやっているので，その中で大企

業や中小企業で復職するのに中小企業に何が欠けているかというと，制度や就労規則が作られて

いないところが多い。大企業はそれは出来上がっているので，それを上手く活用運用していけば，

がんもその中で扱うことが出来るが中小企業にはないので，どんな制度があるか(支援案で)羅列

しているが，こういうものを作れという形で，就労規則をいじるには社労士さん達に会社に回っ

て相談にのっていただいて，社労士さんを通して企業に教えるというのをやっているので，抜け

ている制度関係をまず達成させていかなければならない。相談体制として人員がおらず，衛生管

理者がいるかいないかも確かではないし，人事の人が両方兼ねているとか，相談窓口を設けるに

もまず人がいない，人を育成するのをどうするかという問題が出てくると思うが。50 人未満でも

衛生管理者を置くのが好ましい，そうでなくても衛生推進者を必ず置きなさいというのが労働局
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がチェックしているだろう。そういうことが不十分なところは指導が入っていると思うので，制

度と窓口だけを作っても運用が出来ないので，まずトップの人の理念で，こういう健康問題をし

っかり扱うのだ，がんの患者さんも会社で仕事を続けてもらえる会社にするという環境づくりの

理念はトップの人の意気込みだと思うので，そういう人たちにしっかり理念を持ってもらう，ト

ップの考えが問題となってくる。それがあれば，制度や相談窓口があれば，情報提供は産保セン

ター，地域産保センターを使うとなってくると思う。産業医については，集団健診の事後措置は

必ず産業医がやらなれけばならないので，中小企業でも産業医に結果を見てもらって管理しなけ

ればならないが，その時に中小企業は産業医を雇用していないので，地域産保に登録産業医を置

いているので，地域産保に相談してもらえば産業医を派遣するなり，その先生のクリニックに行

ってもらって事後措置を行っているのが現実なので，これからは産業医がいかに働くか，産業医

活動を行ってもらうかが問題になっているので，中小企業といえども産業医を置くに越したこと

はないので，産業医がいなくてもそういう制度があるということを皆に知ってもらうことも必要

なので，中小企業と大企業で違うところを明らかにして，中小企業で抜けているものとしてこう

いった就労規則や勤務体制や人事とかそういった制度としてしっかりしているとよい，それがあ

ったらいかに運用していくかなので，制度があるか無いかは大切だが，これが全部必要かという

とそうではないと思う。こういう制度があるよ，こういうものが使えるよと紹介するのはよいが，

会社によって使えるものとそうでないものがあるので，決して制度だけの問題ではない。制度が

あるに越したことはないが，作った方がよいというのは必要だが，両立支援には離職を防ぐでは

なく，がんに限らず病気を持っていても仕事を続けることが望ましいのだ，仕事を続けるために

はそれぞれの会社でどんな支援が必要かという根本的な考えを入れてもらわないと，制度だけ，

休みの事ばかりでは両立支援ではないはずなので，もう少し項目も考えてもいいいのかなと。 

松平：きびしめにするか，敷居を低くするのとどちらがよいか。 

五十嵐：＜10 人，10－49 人，50 人という事業所の分類は妥当と考える。労働安全衛生法上 50 人

以上というのがあるし，10 人未満と 10－49 人は全く異なるので。10 人未満では家内工房に 1-2

人労働者がいるという感じで，ほとんど就労規則もないし，社長の言うことが全てで，違う世界

になってくる。30 人くらいになるとある程度会社の体をなしてくるが，50 人以上とは違う。そ

うすると 10 人未満のところではこの指標案はハードルが高い気がする。例えば健診診断受診率

100％に関して，自分も大田区の 10 人未満の事業場 2000 社ぐらいを対象に行ったが，ほとんど

会社のセッティングで健康診断をやっているところは無かった。自分たちで地域のを受けたり，

病院にかかっているからそこでやっているという感じなので，これを入れるとほとんど網にかか

ってこないかと。大事なことだが，両立支援にこれを入れるかというそもそも理念はどうなんだ

ろうかと思っている。他の所は工夫すれば出来るが，健康診断受診率が，いわゆる労働安全衛生

法上の健康診断となるとほとんどやっていなくて，地域で自分たちで受けるところがほとんどな

ので，10 人未満のところはもう少し緩和しても，具体的にがんがあっても就労継続できるという

考え方があるとか，それに合わせて経営者は柔軟な就労体制を作っているとかいう，もうすこし

ざっくりしたものでもいいのかなという。ここまで要求するとかなり難しいと思う。 

松平：非正規についてはどうか。 

小山：正規も非正規も一緒にちゃんと扱わなければいけないのではないか。 
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松平：大義はそうだし，今回も非正規が半数以上の会社が 4 分の 1 であったが。働き方改革であ

がっている，外国人については避けて通れないのではないか。高齢者についても高齢者雇用で，

がんの人が増えるというのがあるが。非正規，外国人について何かご意見はあるか。 

小山：最近は特に中小企業で外国人を雇用していることが多く，その人たちのメンタルで問題に

なっている人のフォローをどうするかというのがあり，その人たちをしっかりとフォローしなさ

いというのも出てきているので，では誰がどのようにフォローするのかという具体的なところは

まだ試行錯誤でやらなければならないが，外国人雇用が増えてくれば，そう人たちの何らかの支

援を考えていかなければならないし。高齢者雇用も増えてくるし，高齢者になるほどがんの発症

率も高くなるので，高齢者を抜くわけにはいかないと思う。 

松平：文言としてこの辺は曖昧にしておくのがいいのかどうか。 

小山：働く人すべてでしょう。 

石田：労働者とか従業員は法律ごとに定義が異なるので，たとえばある法律では労働者に入るが，

他の法律では入らないとかそれぞれ細かい定義があるものなので，特に何も書く必要はないかと

思う。従業員と言ったら基本的には全従業員を指すものだし，健康診断受診率 100％という項目

があるが，法定健診を受ける義務，受けさせる義務は正規と非正規で分かれるわけではなく，非

正規でもどれくらい時間として勤務しているかで別れるので，それは法律の問題なので，法律の

文言に正しく健診を受診させていれば非正規で本来健診を受診させる義務が無い人を受診させ

ていなくてもそれは OK にするがよいと思う。逆にいちいち書かない方がいいのでは。 

川又：「社員」という言葉を使っているが，「社員」でいいのか。 

石田：事業場によって組織の名前が違ったり，役所もあるだろうし，「従業員」やいわゆる employee

だが，従業員というのがいいのかなと。自分は研究でなくビジネスの領域なので，企業間格差を

出さない呼び方は何かと考えていて，employee とか worker とすることもあるが，「従業員」がい

いかと思うが，「社員」が一番，小さい会社では社長にはピンとくる言い方かとも思うので柔軟

にはしているが，法律的には何と言うのか？ 

森口：法律的には「労働者」 

石田：社長さんには「労働者」はあまりピンとこない 

松平：では，気持ちとしては include だが，この辺の所はあえて余計なことは 

石田：就業規則を直すとのことだが，もともと 10 人未満の企業では就業規則は義務ではないと

いうことと，企業によっては正規と非正規で大きくはないが就業規則を分けているところもあり，

スタンダードな時間や働き方，給与の計算の仕方が変わってくる。就業規則は絶対的な物なので，

その意味で分け方はとても妥当だと思うが，無くてもいいものだから 10 人未満のところでは少

し柔らかくするのではないかと思う。 

松平：今日，決めきれないが，50 人以上，10-49 人，10 人未満で差別化をする方向でまた個別に

ご意見をうかがって固めていくという方向に向かいたいがよろしいか。楠本先生のご意見で「家

族の健康」という言葉も入れた方がよいかどうか，議論だけ。 

楠本（？）：「家族との連携」というのが必要になるかという。 

森口：中小企業としている上限はどれくらいか。 

武藤：300 
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松平：直感的には 300 くらいで切るという，今回も分析の時に 200 で切るか 300 で切るかで迷っ

たが，論文を書く時を考え，衛生管理者の有無の 200 で切ったが，300 というのが一つの目安？ 

石田：中小企業基本法の定義も業種により違う。300 というのが一般的で一番しっくりくる。業

種関係無く分けるのであれば 300 人で分けて文句は出ないだろう。 

松平：300 くらいまでのところというイメージでいいか。 

森口：健康経営のだと製造業は 300 以下が中小なので，ピンときやすい数だろう。 

松平：その位のイメージでよろしいか。 

小山：人数で事業所規模を決める書き方をするのであれば，大企業の支店を中小の事業場として

扱うこともあるので，そういうところは親事業所のやり方でしてくださいと最近はしていること

があるので，中小企業の定義をはっきりさせておかないといけないかも。事業所単位なら人数に

よるが，中小企業の 1 事業所として扱うのか。 

武藤：では，事業所というより企業と書けば 

森口：健康経営では「中小規模法人」 

小山：中小企業も，論文でその辺が曖昧になっていて，ときどき変な数字にかかってくるのは，

大企業の支店で人数からしたら中小企業に属するので，きちんと均一になるように対象を定めた

方がいいかも知れない。 

松平：きちんとしましょう。先ほどの「家族との連携」は。 

楠本：ぼそっと言っただけなのであまり気にしないで。 

松平：産保センターの活用というのはこの後の連携でも議論しようと思うが，実際の研修という

か周知するときのテクニックとして，中小向けに e-learning を作ったら良いなど何か意見はある

か。 

伊藤：私たちはビジネスとしてもやっていないが，東京都がサイトでビデオなど研修資材を展開

しているので，そういうものを使えば無料でもいろいろ資材がある。ただ，それを出来る時間と

場所があるかに尽きるのでは。一人に 1 台パソコンがあるわけでもないだろうし。 

五十嵐：こころのみみのような共通サイトがあって一般化していればよいかも知れない。パソコ

ンが無くてもみんなスマホは持っているし。 

武藤：厚労省がうさみみサイトのポータルを作った。うさみみサイトにこれが載ればベストかと

思うが。 

松平：うさみみに，こういうことに則したなにか情報提供するものがあるか。 

武藤：厚労省が選んだものが少し載っている。採用してくれるかは厚労省の労働衛生課が決める

こと。中小企業に特化しているので，白田さんとも話したが協会けんぽに全国で採用してもらえ

れば。 

白田：そもそも協会健保もこのアンケートをやりましょうと千葉支部内で話した時も，両立支援

てうちとどう関係あるんだっけ，という感じだったので健康経営などについて説明して松平先生

の研究は絶対だからと話をしたくらいで，協会けんぽの中でもまだまだ。がんと就労の両立支援

てうちがやることだっけ，というところを，今でなくても絶対関係しますからと説得したくらい

なので，内部の上の人とかも。なので，協会けんぽがどういうツールを使うにしろ中小企業の事

業所担当者や事業主に発信していくべきなのは協会けんぽだと思う。ただ，森口先生もご存知の
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ように協会けんぽはメールとかがあまり使われていなくて，IT 後進国的なところがあるので，ど

んなにいいツールがあっても，それを中小企業に発信する力は今のところあまり期待できない。 

松平：簡単なガイドブックとかは？ 

白田：そいうのは健康保健員向けに年に 2 回教育的なことで研修会をどの支部でもやっているが，

それも健康保健員が何千人，何万人いるうちの上の数％なので。頂点からやって崩していこうと

いうなら，その研修に足を運んでくれた人たちに配布していくのはいいと思うが。協会がもっと

IT 化されていれば，登録した時に e-ラーニングをやってねとか一斉に流せるかも知れないが。 

松平：将来的にはありうるか 

白田：どうでしょう。 

松平：うさみみとか，民間と組むとか 

武藤：振興財団とか 

小山：両立支援コーディネーター研修会といって本部の方で何回かやっているので，コーディネ

ーターに研修を受けさせてその人達が各地域に帰って講師となって同じような内容で研修しろ

という方向性が。 

松平：10 人未満のところが，それを受けるのを義務化するのはなかなかいかないであろうから 

小山：10 人未満の所が受けに来るような働きかけをしなければならないだろう思う。 

松平：1 日研修位なら可能なのか？ 

小山：そういう形で本部は両立支援コーディネーター研修というのをやっているので。 

松平：厚労省は，機構はそういうのを望まれることは分かるが，現場サイドが行けるかが，ソフ

トランディングしなければならないかも知れない。 

森口：10 人未満の所は，事業場にポスターを貼ってるとか，それくらいのところでも 1 つやった

としてあげた方がいいのかなと。もう少し規模が大きければ，指標案を読んだことがあるとか，

ガイドラインを読んだ，というのを情報を学んだとしても良いのでは。 

松平：他に発言されていない方，何かご意見があるか。 

安田：自分も両立コーディネーターは取ったが，まだコーディネーターとしての活動はできてい

ないが。東京都のビデオはとても良くできていて，がん患者の気持ちにそって作られている。そ

いういうビデオを貸し出す制度とかがあれば，ツールとしてマンガやビデオとかとっつきやすい

ツールの方がより使ってもらえるのではないか。島耕作も病院に配ってもあまり。どちらかとい

うと企業体の方に届くような方法で配るとか考えなければならないと思う。 

白田：協会けんぽ千葉はメルマガを漫画で発信しているが，例えば漫画で発信して，メルマガに

登録していたら，それを読んだ，みたいなものがあれば出来るのかも知れない。メールはあまり

使えないが，メルマガの発信はしている。 

松平：次の話題に移りたいが，なにかご意見あるか。 

金子：治療と就労を両立するための就業制度や主体は本人ですよね。⑮の周辺者の業務負担が増

加しないようにする配慮のための仕組みがあるというのは，周囲のサポートやトラブルに対応す

ることが出来るかというような表現の方が，馴染みやすい気がする。そうすると⑥の情報提供し

ていると被る気もするが。⑮は周辺者に対する配慮ですよね。そうすると本人が就労継続しやす

くするための本人に対する支援とは少し違う気がするので，書き方の問題だけかも知れないが工
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夫した方がいいのでは。 

五十嵐：主体は本人か。会社ではないのか。 

金子：会社が本人に対して。 

松平：両立支援自体が本人が主体ということですか。 

金子：逆にこれはどういう意味かと。 

五十嵐：会社が主体と考えていた。ガイドラインはそうなっていますよね。 

川又：⑮がいま就労規則の大カテゴリの中にあるが，両立支援への理解という大カテゴリの方が

今の文言だと相応しいというこということか。 

金子：はい 

川又：もともとそちらに入っていたが，こちらで協議してずらしたが，やはりそちらのほうがい

いのかなと今うかがって思った。 

松平：あと何かあったか。 

川又：先ほどから運用という話があったが，いくら制度を作っても，それを運用しているのかと

いう，実績という，くるみんは実績を見て認定するので今回の活動評価指標案も 

松平：いままで一人もがん患者がいなくて，復職させたことがない企業でも，満たして宣言すれ

ば OK にするのか，並立にするのか。 

武藤：100 人の企業で子供が生まれる確率とがん患者が発生するのとでは全然違う。 

松平：だからこれは現実的ではないということでよいか。高山さんから最初にすこしうかがった

が，もともと前回の会議で，東京都にあるじゃないかとか，これを我々が提案する意義は？そも

そもいらないのではないかという。 

武藤：厚生労働省が選んだ，厚生労働省の委託事業なので。 

松平：宣言して，取ったのだからよいか。そこに特色というか，他との違い，売りみたいなこと

はあえて気にする必要があるか。今日話した事を整理して，統計的に有意だったところを強調し

つつ，重みづけをちゃんとするという方針でしっかりやるということでよろしいか。高山さん，

なにかご意見あるか。 

高山：この活動指標案が，事業場が自分のところの会社と比べてみて，自己チェックに使う，そ

れは実績のあるなしに関わらず，潜在力も含めて，評価できるというための指標案だということ

がイメージ出来てきたので，そのうえで，差別化は量や項目の数だけではなくて，事業所への問

いかけの仕方でも十分差別化が図れるのでは。今までの議論の中ですこし項目が整理されるにし

ろ，企業により何を問いかけて何を検証して欲しいのか東京都のよりもっとクリアになれば，そ

こが差別化になると思う。今日出された活動指標案をベースに項目を整理してもっとクリアに問

題意識が出ればいいのではないか。がんセンターのものはやさしく書いてあるというのもあるが

精神論が入っている。むしろ会社がどのような取り組みをしたらやったということになるのか，

よりゴールのイメージがわきやすいものにすれば差別化できる。ゴールがイメージしやすい指標

案になれば際立った成果になると思う。 

松平：もう一点，これを言うと厚労省に怒られるが，お前はこれをやりたいからこの研究費を取

ったんだろうと怒られるが，実際エクササイズは治療にならないが補助的なものとしてはすべて

のがん患者に必要だというエビデンスがあり，がんの副作用とかも含めて。この班と別に私はが
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んサバイバーの方がかならず運動を出来るようなしくみみたいなのを作っていこうという気持

ちでは決めているが。産業医学振興財団の山田さんがあなたの売りだから「始業前や午後の休憩

時間等に簡便な運動を取り入れている」という一文をいれたらどうかと言われた。この質問の仕

方がいいかどうか分からないが，確かに世界のエビデンスは，がんの人は運動というのはエビデ

ンスですよね。そういうことをふまえてこういうことをやっているというのは，健康経営とか含

めてすべてに必要なわけで，これを入れることに関して直感的に賛成の方はどれくらいいるか。 

→多くの参加者がに手を挙げられた。 

石田：アンケートに「貴社では運動に関する取り組みをおこなっていますか」という項目がある

が，これは有意差が出なかったのか。 

松平：出なかった。 

石田：出ていたら大手をふって入れられたが。 

松平：禁煙は出たが。ここで，この一文を入れるつもりはなかったが，山田さんが入れなくてい

いのかと言ってきたので，そうかと思った。では，文言も含めて考えさせていただく。 

 

連携モデルについて 

松平：皆様のご尽力で 9 月にフォーカスインタビューをした。3 時間半，録画，録音あり。今日

いらしている高橋先生と院生の中山さんがいらっしゃって，問題点として 7 カテゴリ，22 サブカ

テゴリ，220 の重要アイテム。今日配った論文に詳しいことは書かれているので，よかったらお

読みいただきたい。こういう問題点が，時間軸と，キーは産保センター。昨日確認したが，厚労

省としても産保センターを有効活用という方向にはいってもらいたいと，ただ，均一は無理なの

でということの話だった。スライドのような問題点があがったということで論文をお読みいただ

きたい。そこを解決するにはどうすればよいかという議論も行われて，システムの構築というこ

とで保険点数化が 4 月から始まったが，産業医がいるところということで中小はまだまだこれか

ら。もうすこしリハの先生の意見を重視した方がいいという意見と。先ほどのびっくり退職はこ

の中(約 4 割が治療開始前に離職)に含まれるのか。そうすると初期の段階でのびっくり退職をさ

せない仕組みというのが必要で，これ(東大病院がん相の案内)も武藤先生達が作っている順天堂

大学病院のを参考にしているが，安田さんのイラストに関する意見も入れて作って，東大として

はまだこれからだが，乳腺外科と消化器外科で配布するということになった。少なくとも大きい

病院に来た方はがん相に相談して，辞めなくていいということを言ってもらうような取り組みを

する。前半で辞めさせないようなシステム化が必要だし，前半から途中の，看護師，MSW，社労

士，両立支援コーディネーターもそれぞれ得意分野があるのでそこをうまく連携するのか，それ

をシステム化するのかということだと思うが，この 40％が前半に辞めるということをさせない施

策というか，これに関しても解決策は高橋先生に論文化してもらって，英語で Industrial Health に

投稿中だが，遠藤先生のお話を聞いていると，マトリックスの話と社労士の先生がかかわってい

る，就業規則という話を簡単にご紹介したい。この解決策ということで遠藤先生がやられている

ことが，どのくらいの解決策になると考えているかご説明いただきたい。 

遠藤：まず，松平班の中で吉川先生はじめ社労士の先生に協力いただいているものを紹介したい。

職場復帰，就労継続できるため，雇用保障，賃金保障，勤務制度・就業上の配慮の 3 つがポイン
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トではないかということで，社労士の先生方と会議をして，この 3 つで何かできないかというこ

とを考えた。企業ができることはやはり就業規則だろうということで，いま就業規則はフルタイ

ム勤務で働くことを原則としているが，そうではなくて，本人が希望して企業がいいといったら，

別枠のルートを作った方がいいのではないかと。いまのところ正社員だとフルタイムで働くとい

うことがベースになっているので，ここは柔軟にした方がいいのではないかということを考えた。

吉川先生はじめ社労士の先生方に昨年 11 月に作成していただいて，先週案をいただいたが，これ

は非常に関心が高く，すでに十数社からオファーを頂いている。こういうものを欲しいというの

が作る前からあり，弁護士の先生はじめいろいろな先生方からのご意見を加え，モデル的にやっ

てみてどうかというのをみる。先ほど松平先生から話があったが，私たちは厚労省の健康局の研

究班で森口先生にも入って頂いているが，ガイダンスということでいろいろな物を作っていて，

特に就労支援ガイド，斎藤教授の標準治療カレンダー，マトリックス，商標登録しようとしてい

る，がん健カードというものを作っている。がん健カードは母健カードのがん版である。マトリ

ックスは疾病性と事例性の言葉が企業と医療機関で言葉が違う，例えば「大腸がんで下痢と倦怠

感があるが一定の配慮の下，就労可能」といっても何が必要かというところを，「1 日 5 回から

10 回，トイレのために離席の可能性がある」，という風に訳す，翻訳作業が肝ではないかという

ことに気付いて，それをマトリックスにして，英語から日本語に訳す英和辞典のようなのを作ろ

うということでやった。パネル会議を開いていろいろな先生方にご意見をいただいて，さらに班

の中などでいろいろな先生方のご意見をふまえて，マトリックスが左が症状，右が職場の作業で

人間工学の先生に監修をいただいて，約 500 のアドバイスでもう完成した。これをソフトウェア

にして，基本的にがん相談支援センターで使ってもらうものとして，症状と職場の作業を入れる

と，自動的に就業上のアドバイスが出るというものを開発して，5 月にできたが 6 月から全国 6

か所のがん相談支援センターでこのソフトウェアを使った就労支援のモデル事業を開始した。こ

れが中身であるが，作成支援ソフトをクリックして，症状もいまこれだけになっているが，症状

もいろいろ深さがあるので，いまそれを 3 次元でやっていこうとしていて，仕事とかをクリック

していくと，自動的に様式 2 の就業上の意見の所にアドバイス文が出る。忙しい主治医の先生，

特に東京都で一回作ったが今のところ 10 件しかやっていないということで，ほとんど使われな

かったので，主治医の先生の負担を減らしてがん相談支援センターの相談員の方に活躍してもら

おうということで，就業上の意見が困るというところを症状と作業をいれると自動的に出るもの。

診療報酬の改定に合わせて，がん健カード作成支援ソフトに入れるための情報を企業に書いても

らうための様式があり，今実際に使っている。また，今月オランダに行くが，外国も同じような

課題を経ているということで，特にオランダは非常に進んでいるが，運動についても PT, OT が活

躍しているが，そういったことも輸入出来たらいいと考えている。今，順天堂でホームページを

作っており，治療就労両立支援を作っていこうということで，武藤先生が作られた連携ガイドも

入れていこうと。 

石田：いますぐ，就労規則をどこかからダウンロードできるか。 

遠藤：まだ。今内容を，特に法律的なところが大事なので。 

石田：それが済んでから。 

遠藤：はい。オファーは結構頂いていて，関心は高い。がんだけに限らず，不妊治療とかにも使
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えると思うが，今回吉川先生のチームではがんを中心にということで evidence based みたいのを。 

松平：ありがとうございました。初めて聞いた方はまだ理解しきれないかも知れないが，解決策

として人と人がつながってやるというのも重要だと思うが，遠藤先生の方でソフトフェアとかシ

ステム化ということを目指されているので。遠藤先生，連携モデルを作るのにあたって，遠藤の

システムがあれば何もいらないというぐらいものが出来そうか。いま連携モデルで厚労省とか国

は何を目指しているのか。どうしても機構は外せないと思われるが。機構で両立支援コーディネ

ーターを沢山作って，両立支援コーディネーターに活躍してもらいましょうと言っている。がん

になった方が困らないように連携を上手くしていくのにはどうするのが 1 番いいか。先生のもの

にはとても期待している。クローズアップ現代で見たが，むこう（米国）ではキャンサーナビゲ

ーターというのがあって，2 人くらいついて，あなたはどうしたらよいかとか，むこうの制度だ

からできるのかも知れないが，日本でもそういう会が出来ているのか。自分もがんになったらあ

ういう人がそばに来ていろいろやってくれたらいいなと思った。 

武藤：それは，アメリカの紹介か。自分はその番組は観ていないから分からないが，それはアメ

リカのがん治療の？ 

松平：キャンサーナビゲーターのトレーニングを受けた人が，1 人の患者に必ず 2 人つく。 

安田：そこまでのレベルではないかも知れないが，がん治療学会でがん経験者にナビゲーター的

な人を育成するというような制度をやっている。 

松平：それと機構がやっているコーディネーターって？ 

武藤：がん治療学会の方が先に始めていた。5 年くらい前から学会が始めた。両立支援コーディ

ネーターは厚労省というか機構が始めた。私が知っている限りではアメリカのものは日本では無

理だと思う。というのは，アメリカはナースプラクティショナーといって，医者，オンコロジス

トとナースの中間の職務を出来る上級ナースという職種が，全がん診断患者にソーシャルのエジ

ュケーションセッションを必ずやっている。日本の病院では人もいないし時間もないし，無理だ

と思う。キャンサーナビゲーターというのは医療職でないですよね。相談相手ということか。 

松平：医療職ではない。機構が両立支援コーディネーターを沢山作ることが，支援モデルがとて

もよく回ることにつながるモデルができているのか。 

武藤：出来ていないと思う。 

松平：遠藤先生はこの辺を上手く回すのにマトリックスと就業規則で，かなりつぶせると思うか。 

遠藤：就業規則は企業向けだが，マトリックスは医療機関向けで，特に医療職でなくても社労士

でも症状と職場の作業が分かればある程度標準的に出る。がん相や先生と連携できればと。やは

り事例性と疾病性の壁が一番問題なので，今までがん治療就労支援がメンタルの復職と同じよう

に考えられていたので，それはちょっと違いますよと。 

松平：班としては先ほどの指標案を重要視するが，連携モデルを提案すると言っているので，こ

こで高橋先生に問題点がこういう風にであったと，いま論文化してもらってかなりクリアにはな

ってはきたが，ひとつここは産保センターを生かしたいというのがもともと会議で私の意図があ

って，４６都道府県でそういうふうにしたいというのがあった。昨日厚労省の方も，その方向で

行くべきだと思っているのか。 

松平：ここは理想像なのか，ある程度現実的にこういう風にするといいみたいな提案をするとき
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は，遠藤先生のところに乗っかっていいか。 

小山：いまのところ事業場，本人，病院側を結びつける中間が産保センターの役割なので，産保

センターを上手く使ってということで動き出したのだと思う。 

小山：両立支援コーディネーターも職場の就労規則ということをもっとちゃんとやってもらおう

ということでコーディネータを社労士を使ってという形で，その人たちを職場に派遣してという

形で動き出している。 

五十嵐：現場で，中小企業の数が沢山あるのに，N 数がそもそも足りない。まだ産業医は 50 人以

上のところは…。地産保でさえカバーしきれていないのに，都道府県に 1 つしか無い産保センタ

ーからのコーディネータの N 数が全然足りないものを，中小企業から見た景色としてぴんと来な

い。 

高山：厚労省が進めているコーディネーターの研修は企業内の人事労務担当者も対象にしていて，

産保あるいは地域産業保健センター内で活躍するキーパーソンを養成しようという話もある。コ

ーディネーターという名前の通り，コーディネーターは専門家につなぐための一つのハブであっ

て，それ以上の機能を今のところ期待することも無理であろうし，予定されている研修でそれ以

上の機能をはかろうするのは無理。この人が相談されてきたらどこにこの人を連れて行けばいい

かというのがしっかり知識，経験が備わっているのが今のところ求められているコーディネータ

ー。コーディネーターは所詮その程度。自分もかつていたが，産保センターも万能ではない。産

保センターは常に活動しているがん相や地域の資源の情報をすべて持っていて，産保センターか

ら社労士を派遣するというのも神奈川でも展開しているが，そういった取り組みをしながら，産

保センターは大きな意味でこの人をどこに連れて行くのかとか，ここに適正なところがあるとい

ういうハブというか情報のセンターであれば十分機能を発揮できる。 

松平：神奈川とか石川は特殊と思っているが，そこは均一にそのような方向に向かえるのか。 

高山：そこは機運だと思うが，それを目指すがゆえの，今年両立支援コーディネーター研修を全

国でやるといっているので，そこの一端が研修だと思う。 

遠藤：がんの両立支援の肝は疾病性と事例性の翻訳と，利害関係の調整の 2 つだと思い，コーデ

ィネーターの研修の中には今それは入っていなくて，メンタルと違って，がんの場合はこの症状

とこの職場だとどのような配慮が必要なのかある程度見えやすい。メンタルは難しい。そこを翻

訳能力を身につけさせるようなコーディネーター向けの研修資料を作るとか。 

松平：それは今はない？ 

遠藤：無い。あとは利害関係。コーディネーターはいま企業の中の人でなくて外から企業の中に

いくというタイプなので，それは会社は土足で部外者が入ってくるのは嫌がる。中にいる衛生管

理者，産業医，看護職，社労士… 

松平：何か言い足りないこと，ご意見があったら。 

石田：さっきの文言のことで一つ気になったのは，「健康」，「幸せ」というのと，何回か出され

ている「生きがいを持って生きる」というのがあって，先ほど特異性というのがあったが，事前

のアンケートをやって有意だったものを入れているというのはすごい魅力だと思う。そう意味で

「健康」とか「幸せ」という言葉が社是や理念に入っていると両立が上手くいくとか，儲かると

いうエビデンスはあまり見たことがない。生きがいをもっているとパフォーマンスが高いとか健
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康な社員が多いというエビデンスはあるので，むしろこちらの言葉の方がの良いかもしれない。

書く側の立場になると，さっきのポスターを貼るとかもすごくいいと思うが，簡単に出来ること

でやれば〇が付けられることがあれば，実際に行動変容になるというかしやすいと思う。社是は

簡単に変えられないものなので，すでにある社是をどう解釈するかということで認知の変容が出

来ると思うので。どんな会社でもこういう風に解釈できるような社是があると思うので「健康」

や「幸せ」という言葉に限定するよりも「生きがい」という風に解釈できる社是があるというこ

とにして，解釈してみようという気持ちを社員に起こさせることの方が現実味があるかなと思う。 

陣内：素人の目線で，活動評価指標案で，社員に対してという表現が多く出てくるが，途中で議

論が難しかったことについて提案だが，がんの診断を受けたものに対してなのか，がんの診断を

まだ受けていない人も含んでの社員に対してなのかということが，読み手によって解釈が動いて

しまうところがあって，もし一つ項目を加えるならば，がんと診断を受けるまえの社員を含めた

ものに対して，たとえば病気になっても働き続けるよという情報提供をしているというのが取り

組みとしてなされていると素敵だなと思った。そうしないと病気の診断を受けたのに，上司に報

告もせずに突然辞めるというストーリーが成り立って，会社側もどうしようもないし，びっくり

辞職みたいなことになっていると思うので，診断を受けていない者に対してどれくらい会社が頑

張っているかということを強調してもいいのかなと。ただ，実際それは難しいと思うし，さっき

の東大病院のポスターが良い例で，病院はそういう取り組みができるが，会社にどういうポスタ

ーを貼ったらいいのかは，かなり想像力がいると思う。病気になっても働き続けられる職場だっ

て知っていましたかというポスターが張られているのは自分も想像がつかないし，松平班がそう

いうポスターを社内に年に 1 回でも，1 時期たとえばこの 1 週間は掲示していただくと結構いい

ムードができますよとか，そういうのがあってもいいかなと思う。 

松平：最初におっしゃったことは，その方向で行くべき。それがいい人材を採るのにも結びつく

ということで個人的にはいいと思った。 

武藤：いま陣内先生がおっしゃった会社にというのは，いま厚労省がポータルサイトで島耕作の

を作っているので。 

松平：島耕作を普及するということですね。 

武藤：それだと被るので別の，差別化を図った方がよい。中小企業のおやじにうけるようなもの

を作ればよいのでは。 

石田：風土，環境，心理社会風土の醸成というのは，会社の health promotion program がすごく重

要だというのは沢山エビデンスがある。Evidence based だともなるので，がんになった人のため

のものではなく，誰もが潜在的にがん患者で，従業員なのだから，誰がもしがんになっても，が

んになったひとも周囲の人も公正な扱いを受けられるいい会社だという。 

松平：Health promotion？ 

石田：Health promotion program とか health hand proactivity とか健康経営の領域があるが，そこで

投資価値がどれくらいかというのがいろいろある。どちらかというと一人一人に対して上司のサ

ポートも，すごいサポートしてくれる上司が何人かいるかということよりも，「何かあったら，

サポートしてくれるだろうな」と信じている環境の方が社員は健康だったり会社が儲かっていた

りする。もちろん会社なので，儲かるという方は経営者は喜ぶと思うので，儲かることと健康の
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ことは一致していることが多いので，どっちもいいとこ取りできるよ，だから会社全体でやった

方がいいよ，うちはまだがんになった人がいないからいいというのではなく，なる前にやってお

くことのほうが実はおいしいですよ，という。 

松平：それは健康経営の Johnson& Johnson の 3 倍リターンがあるという話が有名だと思う。 

石田：それも 3 倍は医療費なので，経済効果だと 20 倍くらい。 

松平：ありがとうございました。ということで大丈夫か。正直始める前はどうなることかとすご

く不安だったが，活発なご意見をいただきありがとうございました。最後のプリントは，これは

置いて行っていただくか，持って帰っていただいても破棄していただいた方がいいかも分からな

いが，パネル会議参加を予定されている方々という紙がある。今日の前半の指標案のを今日のご

意見をふまえてブラッシュアップしたものを，パネル会議を開いてそこで最後の識者のご意見を

うかがいつつ，パブリッシュする方向に向かうというのを 11 月 28 日水曜日の 18 時から東大病院

内の会議室で行う予定。まずもんだやつを皆さんにフィードバックさせていただくが，ご参加は

義務とは言わないが，また個別にお願いすると思うが，基本的にはご参加いただけたらありがた

いなと思っている。いまのところ口説いたのがここに挙がっている方々。産業衛生学会の理事長

の川上先生はちょっといろいろご用事があってだめそうだが，もう少し追加，先生方のご意見を

今夜うかがって，もう少し加えるかこの辺でやめておくか，という風に思っているところ。とい

うことでよろしいか。なにかパネル会議に関してご意見とかあるか。 

本日はどうもありがとうございました。 
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(00:05:20～02:03:20) 

松平 ていうことで、急きょ、がんを始めとする継続、反復して治療が必要となる疾病に

おける優良企業認定みたいなイメージのものを、きょうこれからディスカッションしてい

ただければと思います。論点としては、がんをとっかかりに他の疾病も広まるっていうこ

とに考えてたんですけど、逆にこれはこれでよかったのかなと、今、思うようにしてるん

ですけども、赤字で変更したところいじったんですけど、がん単独でなくても項目として

違和感がないかどうかっていうことを、まずお考えいただきたいということと、全体を見

て要らない項目がないかとか、漏れている項目が内容がないかとか、あと、何言ってるか

よく分からない、理解しにくい項目があるかと。あと、少し分類を、項目大分類をいくつ

かしてますから、その分類は大丈夫かとかっていうことです。あと、(＊＊＊＊シツサツト

サシテル＠00:06:22)、一応、必須プラス点数で認定として、その後、もしお時間があった

ら二つ星、三つ星みたいな感じで、そのランク付けをしようかなというふうなことを考え

ているんですけども。あと、さらに時間があったら、今後、実際、運営するのって大変だ

と思うので、運営に向けた課題みたいなこともご助言いただけたらというふうに思ってい

ます。上のほうの論点に関して、まずはざっくばらんにパネラーの方、誰か挙手をいただ

いて。あと、きょう録音、録画もでしたっけ。 

 

－－ 録音です。 

 

松平 外には出さないっていうことで、議事録を作る関係上さしていただいております。

ですんで、いまさらなんですけど悪用は決していたしませんので、ご了解いただきたいっ

ていうことと、発言いただくときは恐縮ですけど、お名前を言っていただいてから発言し

ていただければというふうに思っております。ということで、分かりやすいので上からい

こうと思うんですけど、まず前半のこの辺に関して、さっき言った観点で何かご意見等あ

られるパネラーの先生がた。どうぞ、先生。マイク。お名前から、申し訳ありません。 

 

竹田 労働衛生コンサルタント事務所オークスの竹田です。この 初の項目からというお

話だったんですけれども、私、前提をちょっと理解できていない部分があるので、そこか

らお願いしたいんですけども、2 点あって、まずこれは認証制度か何かを作られるお話の

ように今聞いたんですけども、具体的にどこがこういった認証制度を運営していくみたい

なことも含めて、今のところの予定とかあるかどうかっていうのを教えていただければ。 

 

松平 それは実際、本省のファンドが入ってますので、この労災疾病を使ってるんで、そ

こはやっぱり担当課と相談しながらやってかなくちゃいけない。そこまで今、具体的には

ここと組んでやる、こうするってことまでは、 後の議論として何かご提案いただけたら

というふうに思ってて、そこまではまだ決めておりません。 
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竹田 ということは、厚生労働省が認証するとかそういうことではなく、民間での認証を

考えておられる。 

 

松平 厚生労働省絡んでもらいたいと思ってるんですけど、労使とか経団連とかいろんな

交渉とか考えたときに、それがスムースにいくかどうかは未知数で、やっぱりこのクオリ

ティーと先生がたのご指摘とかっていうことで、ちゃんとご評価いただいたら、厚労省も

すごくサポーティブになるかもしれませんし、そうじゃない場合には、ファンド終わった

後に、きょう民間の方もいらっしゃってますけども、そういう厚労省と相談しつつ、そこ

とうまくいかない場合には、また違う手を考えなくちゃいけないかなっていうところを(＃

＃＃＃＠00:09:35)思っております。 

 

竹田 ありがとうございます。もう 1点は、中小企業となってますけれども、中小企業っ

てどういうサイズとか、どういう規模感をイメージしているとかが分からないので、いろ

んな使われ方しますので、中小企業ってどう定義されて進めていくのかっていうのが先に

ないと話が進まないかなというふうに思ってます。そこが分からなかったので、そこの今

の考えを教えていただければと思います。 

 

松平 中小企業は定義もかなり業種別に煩雑というか、人数も違ったりとか、介護系だと

300 人ぐらいでも大企業っていわれちゃったりとかいろいろありますので、実際これを運

営するときに国の業種別の定義に従うんだろうなと思ってるんですけど、この分析に関し

ては、全体で 200 という衛生管理者の人数のところで切って分析をしております。これを

運営するに関しては、世の中的に中小企業というふうに定義に当てはまるところに関して

は、入れていいんだろうなというふうに個人的には考えてるんですけど、森口先生フォロ

ーお願いできますでしょうか。 

 

森口 それでいいですよ。 

 

松平 ていうことで、よろしいということでございます。先生のほうから何かご示唆とか

ありましたら。 

 

竹田 確認なんですけれども、国の基準とおっしゃったのは、中小企業基本法に書いてあ

る数字で考えてくというのを基本に考えようと(＃＃＃＃＠00:11:03)。 

 

松平 というふうに思っておりました。 
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竹田 ですね。いろいろな使われ方するので、それが分からないと、ちょっと議論しにく

いかなと思ったんで確認させていただきました。ありがとうございます。 

 

松平 それ踏まえてご意見がいただける(＊＊＊＊ナッタ＠00:11:13)とは思います。それ

に何か、ぜひとも踏まえて、専門家としてご意見があったらよろしくお願いいたします。

話を戻さしていただいてよろしいでしょうか。ここまでで何か気になる点とか、駄目出し

を含めてご意見がある先生。 

 

笠島 社会保険労務士の笠島と申します。拝見させていただいて、認定要件について 1人

から 9人、10 人から 49 人、50 人以上となっております。就業規則の提出義務のある規模

10 人以上、それから衛生管理者等選任報告義務のある 50 人以上、9人以下については特に

就業規則の届け出義務はないと、大体、大ざっぱにいったらそういう区分かなと思ってい

る次第なんですが、上から 3 と 4 ですね、丸 3 と丸 4。その 1 人から 9 人の区分のところ

で、他は全部必須になっているんですがその二つだけ 1点ということで、これは経営者、

取締役などの判断で柔軟に対応できる場合は 1点ということの定義の 1点ということにな

るかと思うんですが、ここだけ 1点とした理由というのはどういったところにあるのか。

もし質問があったときにどういうふうに答えるかといったところを明確にされておかれた

ほうがいいのかなという、そういう印象でございます。 

 

松平 重要なご指摘ありがとうございます。ちょっと、その必須項目と点数に関しては、

全体の項目の是非がはっきりした時点で、この重みづけに関してはまた。これ、われわれ

が、えいやとまずやってるところですので、そこはちょっと後半戦にもう一回ご議論いた

だければというように考えています。 

 

笠島 分かりました。 

 

松平 きょう、うちの藤井と川又がサポートで、私がうまく進行できなかった場合は、森

口先生に頼ろうと思ってるんですけど、これができた経緯、これを作ってった今までの経

緯みたいのを簡単にだけプレゼン(＃＃＃＃＠00:13:39)。 

 

Ａ－ この評価項目に入れる項目の案としては、東京都の『がん患者の治療と仕事の両立

への優良な取組を行う企業表彰』と、国立がん研究センターがん対策情報センターの『が

ん治療と就労の両立支援度チェックと改善のヒント』や、埼玉県の『がん治療と仕事の両

立支援ポイント』、あと書籍で、近藤、藤田医師らによる『がん治療と就労の両立支援』な

どを参考にして、まずこのような項目を入れる必要があるんじゃないかというものを抜き

出してきました。それと、われわれのアンケート項目で含めて、かつ復職ありとなしの事
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業所で差があったような項目は必須項目の候補として含めるようにしました。その後、う

ちの班会議の中でも専門家のご意見をいただいて多少の修正をしまして、それで現在の草

案となっております。 

 

松平 きょう、名前を上げたらきりがないのは、個別にパネラーの方も含めてご相談さし

ていただいた皆さまには、本当、改めて陳謝申しあげます。ていうことで、まずこの点数、

この区割りでこの認定要件をどうするか、ちょっと後半に回さしていただいて、この項目

自体と分類含めて、もちろん全体見ていただいてから中盤以降のところでもよろしいんで

すけど、まずここまでで何か、ちょっとこれはいかんぞとか、ちょっとよく分からないっ

ていう点があられるでしょうか。竹田先生、どうぞ。 

 

竹田 竹田です。たびたびすいません。ここの項目で 3点あるんですが、その前に、後で

扱うという認定条件のところだけ忘れないうちに発言だけさせていただきたいんですけど、

これ、中小企業と書いてあって人数が書いてあるので、迷ったのは企業全体の規模なのか、

事業所規模なのかっていうところで、事業所単位で認定をするとか企業全体で認定をする

っていうんだったら随分違うなと思いながら見てました。ですから、50 人以上の企業とい

ったときに 10 人ぐらいの事業所が五つあったら 50 人の塊とは随分違う事業運営の仕方さ

れてると思うので、そこが気になってますということがまず一つ。一つというか、一つに

入らない手前のところです。3点あるといった一つ目が、2番のところで経営者は従業員の

健康が重要であることを理解しとなってますが、理解してるかどうかの評価は非常に難し

いと思うので、例えば経営者が従業員の健康が重要であると表明しとかいうふうに、客観

的に評価できる表現のほうがいいのかなっていうふうに感じました。 

 同様に 3番も、きちんと治療って何かとか、無理なく働けるって何かっていうのが非常

にあいまいな表現なので、もともと無理ないですよっていうようなことだったりとか、あ

るいは治療のきちんとがよく分からないことになるので、その辺、ちょっと表現が、あい

まいにいろんな取られ方するようなもの。 初に確認したのは認定をするっていうことで

あれば、客観的に評価できるような表現をされたほうがいいのかなと確認でした。これが

2点です。3点目、解説のほうに書いてあったんですけれども、あと後半のほうにもちょっ

と出てきたような印象があるんですが、企業風土っていう言葉を使われて、企業風土を変

えるというような表現がありましたけれども、私ちょっと違和感があって、企業風土って

ちょっと合わない感じがして、インターネットで調べるとやっぱり企業風土と企業文化っ

てかなり言葉の使い分けを明確にされてるようで、どちらかというとここでいうと、新し

い企業文化を構築するというほうが、マッチするような印象があったので発言させていた

だきました。以上です。 

 

松平 大変貴重なご指摘ありがとうございました。今、竹田先生にご指摘いただいたよう
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に、2 番のことに関しては表明っていうことでどうでしょう。そこに関して、何か異論が

ある方っていらっしゃるでしょうか。私は納得はしましたけど、森口先生、いかがですか。

ないですか。 後の企業文化の件も、そう言われるとそうなんだろうなっていう。すいま

せん、班長がその辺を詳しくなくて申し訳ないんですけども、森口先生、いかがですか。 

 

森口 ちゃんと調べて(＊＊＊＊トウ＠00:18:38)したらいいと思うんです。京都工場保健

会の森口です。今のご指摘はごもっともだと思いますけども、この場で即決することでは

ないように思いますので、言葉のいろんな一般的な使われ方も、少しわれわれのほうで研

究班として検討して、その上でどっちを選ぶかってことを決断したらよいと思います。 

 

松平 ありがとうございます。あと、細かいとこにいくとまた時間が押してしまいますの

で、3 番の確かにおっしゃるとおりだと思いましたが、竹田先生、今、どなたでもいいん

ですけど、このきちんという表現と無理なくっていうところで、何かよい案が浮かんだ方

いらっしゃったら 30 秒だけ待ちますので。どうぞ。 

 

竹田 無理なくというところは、私、産業医として仕事してる関係上考えるのは、必要な

配慮をして働いていただくっていう意味合いで表現することはよくあるので、無理なくっ

ていう言葉よりは、治療中の方に対して必要な配慮を行った上で働いていただくというよ

うな。これ、はっきりとした言葉を用意してるわけではないですけど、というふうなこと

を感じてました。 

 

松平 どうもありがとうございます。寺田先生、西埜植先生、何か今のこと含めてご意見

あるでしょうか。 

 

寺田 高輪労働衛生コンサルタント事務所と、東京都医師会産業保健委員会委員の寺田と

申します。今の(＃＃＃＃＠00:20:11)できちんとというところで、私は今ぱっと思いまし

たのは、例えば、主治医が 善とする治療が継続できるかというような表現はいかがかな

と、ちょっと思いました。あともう一つ、この表全体を見て私が気になったところとして

は、一番下の B連携 7番のところなんですが、50 人以上のところ産業医、法的に選任義務

があるので基本的に必須というところ、そんなに問題はないかなと思うんですが、産業看

護職かっこ保健師等というのは、私も中小のところ 15 ぐらい事業所契約してるんですけど

も、看護師がいるところは相当大きいところかな。 

 恐らく、数百人程度のところではグループ企業でない限りなかなかお会いすることない

かなというか、配置していないんじゃないかなと思ったのと、あと、ましてや 49 人までの

事業所については産業医はもちろん地域産業保健センターのサービス対象なので、その地

域産業保健センターという一つの事業ですけども、その辺のところとの連携を具体的にそ
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の名称もしくは産業保健総合支援センターですね。それをここに書いたほうが、この認定

保健で見ますと 50 人以上、10 から 49、1 から 9 っていう三つのカテゴリーなので、少し

具体的に見えやすいかなというふうに思いました。いずれにしても、50 人未満のところで

産業医や産業看護師をおくと、この 1点が加算されるところは、恐らく全国的に見ると非

常に少ないんじゃないかなという印象を持っております。 

 

松平 ここの件なんですけど、全く個人的にはおっしゃるとおりだと思ってるんですけど、

いろいろ班員にも産業看護師の大御所の(＊＊＊＊チヨサマ＠00:22:12)とかいらっしゃっ

て、やっぱりそこは今後のことを考えるとあったほうがいいかなという。すいません、率

直過ぎて。この辺どうですか、実際のところ。現実を即すると、先生の意見としては書か

なくていいってことですか。 

 

寺田 もちろん、あったほうがいいと思うんですけども、現実的には恐らく非常に数が少

ないだろうと。ぜひ入れるべきだと思います。あと、産業保健センター関係の言葉ですね。

都道府県のほうは産業保健総合支援センター、それの地域窓口が地域産業保健センターで

すね。あと、小さいとこの関係もあるので、人事担当、上司っていうとこもあるんですけ

ども、衛生管理者は 50 人以上ですが、50 人未満のところは衛生推進者ですので、そうい

ったところも、このスペースの問題もあるんでしょうけども、追加されると具体的に企業

の方が見たときに、衛生推進者うちいるなというような感じでイメージ湧きやすいんじゃ

ないかなと思います。 

 あともう一つ、話戻っちゃうんですけど、中小企業の中の部分が、さっき実際調査では

200 人ってありましたけど、労働衛生関係の関係者では中災防が出してる『安全衛生用語

辞典』の中には 300 人未満を中小企業というふうに定義していて、プラスそこに、私もう

ろ覚えなんですけども、資本金がどうこうとかいろいろ書いてあるんですが、労働者の企

業規模でいうと 300 人未満っていう表現しかなくて、小規模事業所っていうのが『安全衛

生用語辞典』に載ってるかっていうと載ってないですね。ですので、その辺は産業医、衛

生管理者の選任義務があるか否かの 50 人以上、未満で分けるのが適切だと思いますし、さ

らに衛生推進者の選任が関係する 10 人未満というところでの区分けはよろしいんじゃな

いかなと思います。 

 

松平 どうも重要なご指摘ありがとうございます。西埜植先生、何か付け加えるっていう、

何かありますか。 

 

西埜植 にしのうえ産業医事務所の西埜植と申します。よろしくお願いいたします。先ほ

ど先生がたから、いくつかご指摘あったところというのは、そうだなというふうに思いま

す。私としては、B の連携というところで 50 人以上のところは認定要件必須として、10
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人から 49 っていうところは全部 1点と付いてますけども、この中でも仕組みっていうのが

どういうようなイメージなのかというのが。当然ながら現場で産業医してますと、こうい

うがん等の繰り返しの疾病がある方との面談をして、その後に人事だったり上長にフィー

ドバックしたりっていうところの、少し面談をしていくっていうようなステップを仕組み

っていうふうにされてるかどうかって、一応そこら辺が少し分かりづらいかなっていうの

はございます。 

 

松平 川又さん、助けてください。藤井先生、答えられますか。うなずいてても分からな

い。 

 

－－ おっしゃるとおりです。 

 

松平 おっしゃるとおりです。どうぞ。 

 

島津 北里大学の島津と申します。二つあるんですけども、まず丸 1のところなんですが、

従業員が生きがいを感じながら働ける会社を目指す。これ非常にいいなっていうところで、

これはポジティブなところでコメントさせていただきます。やっぱり、単に治療するだけ

じゃなくて、前向きに生きていくっていうことを支援するっていうことは会社の姿勢とし

て非常に大事なので、この項目が 1番目に入ってるってすごく(＊＊＊＊ダイジダナトオモ

イマシタ＠00:26:14)。それから、今の連携のところですけども丸 7のところですが、家族

というのが入らなくてもいいかなと思いました。調子が悪いときとか、体調について家族

のサポートも含めて会社と連携するっていう視点があると、より本人を支えやすいかなっ

ていうふうに思いました。以上です。 

 

松平 今の家族の件について何かご意見、逆に否定的なご意見のある方いらっしゃる。 

 

竹田 すいません、何度も。竹田です。家族、確かに大事だなと思うんですけれども、が

んとかフィジカルな疾患でそれほど多くないですけれども、特にメンタルヘルス対応して

ると家族関係の問題が一番大きくて、家族と入れたことによってご本人が負担を感じるケ

ースはしばしばあって、家族関係が悪いのに家族を巻き込むということが起きてくること

がある懸念があるなと思っていて。あげ方の問題だと思うんですけど、例えば列記してあ

ると全部連携しなきゃいけないようなイメージになるんですけれども、その中で必要な方

の連携を取るというような表現の仕方のほうがいいかなと思って。そうなると家族って入

ってて全然 OK かなと思うんですが、必須みたいにとらわれてしまうと、それはかえってご

本人の負担を増すようなことが起きかねないなというふうに感じてますので、というのが

私の意見です。 
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松平 ちょっとこの件置いといて、染谷先生さっき挙手されてたと思いますんで。 

 

染谷 東京都社会保険労務士会の染谷です。よろしくお願いいたします。先ほども竹田さ

んのほうからお話が出た部分とかぶるんですけれども、まず 初の風土づくりの丸 1番で

経営理念等で内容を伝えてるというところなんですが、これ、いわゆる宣言をするという

認識でいいんですよね。今、いろいろ働き方改革宣言だとか健康系への宣言だとかってい

うような形で、まずは宣言というような形で経営者が宣言書を作っていただいて、それが

丸 3番で今、病気になって退職せずにきちんと治療しながらって提示してるっていうとこ

ろにつながってくるのかなと思うので、内容を伝えているという前に宣言をするというの

を入れてみるのはいかがかなと思ったんですが。 

 

松平 丸 1の中に言葉として。 

 

染谷 宣言という言葉。 

 

松平 が入っていれば。 

 

染谷 入ると分かりやすいかなと思ったんです。内容を伝えているっていうよりかは。 

 

松平 感覚的には、そっち寄りだったので素直に僕はアグリーって感じなんですけども。

ありがとうございます。 

 

染谷 以上です。 

 

松平 今までの感じで、森口先生、今まで出た意見に関してちょっとコメント踏まえて。 

 

森口 丸 7のところをどこまで書くかっていうのは。 

 

松平 あと仕組みに関して。 

 

森口 議論が。あと研究班の会議でもあったところで、場合によっては事業場内外の産業

保健職とか、くくってしまったほうがいいかもしれない。上のほうでも話がありましたけ

ど、ここで家族っていうとこにありましたけど、などとか何かそういうことで少しぼかし

ておくほうがいいのかなと。これにさっきの寺田先生のご提案のように、地産保の話とか

いろいろどんどん増やしていくと、ちょっと行数が他の部分とかも相当難しくなるので。 
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松平 解説書にちょっと書くということでもいいですかね。 

 

森口 そうですね。ご意見参考にちょっと調整する必要があるのではないかと。仕組みの

部分は、班の中でどんなイメージで仕組みとしたのか僕自身も正確に理解してないですけ

ども、企業なりのルールとかそういうことであろうとは思いますけれども。正確にはお答

えできません。 

 

松平 ここ、ちょっと苦し紛れの用語なんです、実は。パネラーじゃないですけど、われ

われの懐刀の武藤先生よろしくお願いします。 

 

武藤 北里大学の武藤と申します。この仕組みに関して西埜植先生のご指摘非常に鋭いと

思うんですが、この仕組みという言葉を私なりに解釈すると、松平先生の前の労災疾病で

主治医と産業医の連携の研究班っていうのをやっていたときに、連携の行動を産業保健ス

タッフがとる回数が多い事業所と少ない事業所を比較した場合に、例えば主治医との情報

共有、情報交換の様式が社内に既に整備されているとか、そういったものが既にある、あ

るいは復職の場合、会社によって復職の会議を設けるということになってたりとか、そう

いう形があるほうが実際の連携行動が多いというデータを得たので、そういうようなもの

を含めて仕組みという形で表現したものかと思いますが、実際に解釈はいろいろ難しいと

思います。あと、産業看護職っていうの、どこまでいえるかって難しいと思うんですが(＊

＊＊＊ナガイイミ＠00:31:18)であれば産業保健スタッフ等とかでもいいでしょうし、その

辺りはご議論があるかと思います。 

 

森口 武藤先生、ありがとうございます。おっしゃるとおり、産業保健職のまとまりでっ

ていうか、それはもう私も同意であるんですけれども、せっかくでしたら両立支援で作ら

れているフォーマットっていうのをもっと展開していくような形で、非常に使いやすいと

思うんです。凡例っていうか事例も載ってますし、あれを例えば産業保健職がいない 49

人以下のところに対してもっと普及させるようなことをして、人事とかどんどん回せるよ

うな展開っていうのであれば非常に有用かなというふうに思いますので、ちょっと解説の

ところでオープンしていただけるとありがたいなと思います。 

 

松平 どうもありがとうございます。ちょっと時間も限られています。次の展開(＊＊＊＊

イクドウデスカ＠00:32:17)。きょう途中退席される中川先生、ここに関して何かご意見と

かご指摘はございますでしょうか。 

 

中川 東大病院で放射線治療を担当しております、中川と申します。私、臨床医なんです
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けれども、職域におけるがん対策には深い関心を持っておりまして、がん対策推進企業ア

クションという、これ健康局のプロジェクトの議長をしております。私、あと 30 分ぐらい

で失礼しますのでまとめて意見を言わせていただくと、がんという疾病名を外れ、これは

なかなか仕方のないところではありますが、どうぞもともとの流れと矛盾しないようにき

ちっと修文していだくのと、そうは言ってもやはり働く人の死因の半分以上がもうがんな

わけですよね。あるいは自殺を除くと、伊藤忠のデータですけれども、病気の中で死因と

しては 9割ががんです。ですから、非常に大きなボリュームを持っているということ、そ

して女性が働き、かつ長く働くと当然、とりわけその定年の延長というのは大きな、さら

に今その比率を上げていくわけですから、そこのところをなかなかこの中に書き込むのは

難しいっていうのは分かるんです。これまでのこの班活動の経緯を不案内なもので、私、

見てました解説書というのは、これもそのセットで公表されることになりますか。 

 

－－ はい。 

 

中川 そうすると、この中にもともとあるがんという問題意識をどれだけ書けるかという

のが重要なポイントで。例えば、ご承知だと思いますが学校で今、中学校、高校ではがん

教育。これはもうまさに、がん教育というタームが使われています。学習指導要領にもそ

こが入ったわけです。がんについても取り扱うものとする。ですから、学校でのがん教育

っていうのはもう確立しています。一方、大人はどうするのかっていう問題があって、企

業アクションの中でもがん教育っていう言葉、あるいは出張講座というようなこともやっ

ているわけなんです。ですから、そういった背景、子どもたちがもう学び始めて大人はど

うするのか。職域で、がんに対する啓発教育をするしかないんです。要するに、一般的に

自治体でやってるセミナーに来る人は、もう全くリピーターですから。職域っていうのは

ある程度強制力がありますので、職域でのがん教育っていうのは、本当に必須だと思って

ます。そういう精神をぜひ解説書に書いていただきたい。 

 もう一つ、ここについて言いますと、企業アクションの中で協会健保の経営者等につい

てインターネット調査をしました。そうすると、経営者のリテラシーが高いとがん検診を

行う、あるいは両立支援も行う。3 群に分けんたんですけれども。企業アクションについ

ては、お手元の後でご紹介いただけると思いますけれども、ぜひホームページ見ていただ

いて、なかなか充実したコンテンツがあります。やっぱり経営者のリテラシーっていうの

は高める。そして、がんと書けるかどうかは分かりませんが、教育という言葉をそこにあ

りますけども、もう少し明確にしていただく。ここの中で難しければ、この解説書の中で

少ししていただく。この辺うまく乗り切らないといけないかなっていうふうに思います。 

 

松平 貴重なご指摘ありがとうございました。ちょっと時間も・・・。中村様、診断士で

もありますし、ここまでのところで何かご指摘ありますか。 
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中村 商工会議所の中村でございます。今の話はちょっとあれなんで。先生ご指摘のとお

りで職域でのがん対策、今、東京都と組んで啓発活動なんかもやってるんですけども、や

っぱり経営者の意識っていうのは一番大事ですので、ぜひ盛り込んでいただければという

ふうに思います。この中で言えば、先ほど染谷さんのほうからご発言がありましたけども、

健康経営に関してはまず宣言をやると。経営者の方が宣言をすることで、その宣言の証し

っていうのをお配りしてるんですね。それをいただくことで、企業はそれを社内に掲示が

できると。そういうことを保険者と一緒に取り組んでるんですけども、これが非常に予定

してたよりも数が増えてまして、今、健康保険に関しては 2年で 2万 3000 社以上の方が健

康企業宣言といってやってますので、そういう仕掛けをこういった仕組みの中でつくって

いくっていうのは広めていく上でも重要なポイントになるのかなというふうに感じており

ます。以上です。 

 

松平 砂川様、あるいは桜井様、ここまで何かってございますか。またちょっと後でまと

めてってことで大丈夫ですか。 

 

桜井 前があって遅れてきましたけども、CSR プロジェクトキャンサー・ソリューション

ズ、桜井と申します。患者支援団体でもありますキャンソリュのほうは、ここでいうとこ

ろの 10 から 49 人の、うちは社員全員がん患者なので経営者でもあるかなと思ってます。

その目線からこれざっと見たときに、丸の１番の伝えているっていうところ。分かるんで

すが、伝えればいいというものではなくて、先ほど来、話出てると思うんですけども、経

営者がビジョンとかポリシーを持つことが私はすごく重要だと思ってます。まず 初にそ

れをきちんと持つ、そして社員に伝えるということ、明確化するということが非常に重要

なんじゃないかなと思ってます。 

 

松平 ご指摘のとおりだと思います。休憩なしで 8時までいきますので、トイレ休憩は個々、

よろしくお願いいたします。次のフェーズに入りますけど、ここの部分に関して。ここの

必須条件と点数のことは置いといて、まず項目に関してご意見がある方、積極的に挙手い

ただければというふうに思います。実際、松下さん、きょうオブザーバーでいらっしゃっ

てると思うんですけども、ちょっとここを加えたのが 近みそでございまして。企業によ

っては、経営者や取締役会議で、もういいだろうっていうふうにする場合も多いというの

を松下社長のほうからご指摘いただいたんですけども、全体見てここの言葉尻でも構わな

いんですけど、何かご意見があったらよろしくお願いいたします。 

 

染谷 東京都社会労務士会の染谷です。まず、Cの休職と職場復帰のところなんですけど、

この休職制度というのは、会社には正社員の方もいらっしゃる会社もいれば、契約社員だ
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とか非正規の方もいるんですけど、ここの休職制度というふうにうたってるのは正社員を

メインという形での考え方になるんですか。それとも、非正規の方も休職を取得すること

ができるのかっていうところがちょっと気になったんですけど、この辺りいかがなんでし

ょう。 

 

松平 森口先生、助けてください。 

 

森口 正規だと思ってましたけど。 

 

松平 そうですよね。 

 

森口 私が答えることじゃないかもしれませんけど、研究班の中では正規社員というふう

に定義してたと思います。 

 

松平 それを踏まえてご意見があったら。まず正規とせざるを得なかったという感覚なん

ですけども。 

 

染谷 非正規の方で休職制度があるっていうのは、本当にまだまだ少ない会社さんではあ

るので。ということであれば、本来であれば非正規の方も休職制度っていうのが取れるほ

うが治療と仕事の両立には一番いいとは思うんですけど、なかなか厳しい、中小企業は特

に厳しいと思いますので。ということであればその辺りを解説書に入れて。 

 

松平 今、非正規の人もしてるところは点数が高くて、プラチナみたいなイメージなのか

もしれませんね。 

 

染谷 そうですね。 

 

笠島 恐縮でございます。社労士会の笠島でございます。今ほど、松平先生からこちらの

米印のところ、制度がある場合は 2 点、経営者や取締役会などの判断で柔軟に対応できる

場合は 1点ということなんですが、まず就業規則のある会社にとっては、この取締役会な

どの経営者の判断で柔軟に対応できるというのは非常に難しいところでございまして、そ

ういうふうにしてしまうと、もう既にその制度になってしまいます。これは恐らく、言っ

てみれば経営者の特任、特別の判断で配慮で、就業規則というのは 低限の基準を定めて

いるものであるので、この人については、それを超える対応として会社として認めるとい

う、そういう意味かなとは思うんですが、会社にとってみれば 1人認めると次々と同じよ

うな事案が発生した場合にどうするのかという問題ですね。 
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 それから、役員が判断するに際しては、どういったものがあるとそう判断するのかとい

う、また会社そのものとしての判断基準が必要になってくる。この取り扱いっていうのは

非常に難しいところでございまして、会社の規模とか業種にも関係してくるかと思うので、

この辺は十分にご検討いただければと思っています。認定要件のところとも関係してくる

ので、10 人以上 50 人以上ぐらいの会社になってくると、就業規則のある会社にとってみ

れば、これは非常に取り扱いが難しい判断基準になるかなと思ってるところでございます。 

 

松平 パネラーではないんですが、このご意見を賜った松下様、何か今のことに関してコ

メントがありましたら。 

 

松下 きょうオブザーバーなんですけれども、松平先生から言われたので。きちっと就業

規則決めてしまうといい面もあるし、また逆に笠島先生おっしゃるような逆の面もありま

すが、今回かなり小規模なところを対象としてることで、その辺はフレキシブルに考えた

ほうが現実的じゃないかというふうなことで申しあげました。弊社の場合も、かなり東京

都から就労支援の賞をもらった後、これだったらきちんと全部決めていこうっていう意見

もあったんですが、やはり個別にいろんな例外も出てくる。従って、就業規則の中でその

他取締役会で認めたことっていうことで逃げをうってる規定がかなりございます。その辺

の有効性がどうかっていうことはまたいろいろあるんですけれども、今は目的が就労支援

ということであるんで、その辺をフレキシブルにしたほうが現実的じゃないかということ

を、松平先生に申しあげたのが、この辺に反映してると思います。 

 

松平 今のお二人の意見に関してとても有意義な議論かと思うんですけども、何かコメン

トでご意見ある先生がたいらっしゃったらお願いいたします。 

 

砂川 日本キャリア開発協会の砂川と申します。私は中小企業を含めて非正規の社員のが

ん患者さんの相談が多いんですけれども、中小企業になると制度がないということでその

ままになってしまうということがあるので、制度にしちゃうっていうよりは。辞めない方

も中小企業の中にいらっしゃるんです、非正規で。その方の場合は、フレキシブルに、う

まく上長とやりとりをしながらやっているっていうところがあるので、できるだけ、大企

業ではないので中小企業の中の一番上の一番の宣言をして、トップとしてどう人材を活用

したいか。その上で非正規だろうが正社員だろうが、その方が能力があって働けると判断

されれば、そこを融通を利かせながら働き続けられる、そのところを認めていくっていう

ところがすごく大事じゃないかなっていうふうに今お話を聞いて思いました。 

 

(無音) 
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松平 どうぞ。先生。 

 

竹田 竹田です。この点について産業医の立場として仕事をしてて発言さしていただきた

いんですが、特に嘱託産業医として関わってる場合に、会社の制度があまりフレキシブル

だと、産業医として面談したときに就業に関する意見をとても出しにくいです。そして多

分、ちゃんと産業医が機能していれば、産業医の意見を経営者の方は反映されると思うん

ですが、面接のときにかなりリクエストされる、ご本人からですね。いろんなリクエスト

をされて、それにどう応えるかっていうのは非常に難しくなってきてしまうんで、現状で

は制度に沿った意見を出すということをしてますから、フレキシブルといわれると非常に

産業医は活動しにくくなるだろうなというふうには感じます。 

 

松平 そうしますと、例えば案として 50 人以上のところと、ここにするか、ここにするか

っていうんですけど、そこでそのフレキシブルさを線引きするっていう考え方はあるでし

ょうか。 

 

竹田 人数で区切ってしまうと 50 人未満でも選任してるところがあるので、ちょっと難し

くなるかなという印象はあります。今のは産業医として対応しにくいという話なだけで、

そういう制度が悪いという意味ではないので、そこは誤解しないでいただきたいんですけ

れども。産業医の対応の仕方が、かなりまちまちになってくる可能性があるので、そこを

そろえる努力も必要になってくるだろうなという感想です。 

 

松平 分担協力者の方も含めて、今の意見に関して何かコメントとかご意見あったら端的

に。ないんだったら、あと持ち帰りにしますけど。持ち帰りでよろしいですか。 

 

桜井 桜井です。これ事前に拝見させていただいたときすごく感じたのが、人に制度を当

てはめていくようなそういう感じがしてしまったんですね。制度があれば就労続くという

わけでもないので、制度というのはやはり運用していって初めて生きていくものだと思っ

てますので、ぜひその運用が大切なんだというところを評価のポイントとしていくことが、

他の疾病とか子育てとか介護とか、いろんな部分に応用がいくんではないかなと私自身は

感じております。 

 

松平 そこに(＃＃＃＃＠00:48:29)もうちょっと具体・・・。 

 

砂原 東京海上日動メディカルサービスの砂原と申します。産業保健の仕事を少ししてい

て病室の関係の仕事を少しさしていただいてる関係で、きょうお声掛けいただいておりま

す。事業主の立場からすると、やはりその制度はきちんとしたものがないと、なかなか、
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公平性を保つことは人事において非常に重要なことなので、そこは大事かなというふうに

思って聞いておりました。そこで運用でっていう話が、今、桜井さんのほうからございま

したけれども、そういう観点は、もしかしたらあるのかなということも併せて感じました。

以上です。 

 

竹田 竹田です。運用でというところで、ちょっと項目は変わるんですけれども 10 番です

ね。これ、7 番とも共通してたんですけれども、復職支援プランを作成する。これ特に、

解説のほうとガイドラインのプランを使うのが基本という書き方をしているんですね。ガ

イドラインは、まず一つは産業医として使おうとすると非常に使いにくい。産業医がいる

ことを前提としてないガイドラインなので、基本的に私、関わるときは使ってないです。

ですので、先ほど仕組みという言葉もありましたけど、適切に対処できる仕組みがあって、

それを運用していくということころが大事なので、ガイドラインのことをあまり強調し過

ぎると、ガイドラインありきで、ガイドラインを運用してる会社の認証という感じになっ

てくるので、そこはちょっと違う説明にしていただいたほうがいいかなというふうに感じ

ます。 

 

松平 ありがとうございます。いかがでしょうか。次の画面に取りあえず移さしていただ

きます。 

 

(無音) 

 

松平 ここに関して何かご意見あられる方。 

 

(無音) 

 

染谷 染谷です。まず、丸 19 番の相談窓口なんですけど、休暇取得中、休職中の従業員家

族のための相談窓口ってなってるんですけど、これ職場の周囲の方も相談できるような窓

口っていうのもつくってあげたほうが。周り、サポートしてる方がどうしたらいいんだろ

うって悩まられるケースが多いんですよね。逆に、悩まれてその方がもう分からないし、

どうしたらいいか分かんないっていうので、離職してしまうケースっていうのも中には聞

いてはいるので、その対象の従業員だけじゃなくて、サポートしてる従業員にも相談でき

る広い相談窓口っていうような形を入れると、どうかなっていうふうに思いました。その

部分です。以上です。 

 

松平 ありがとうございます。 
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中村 商工会議所の中村です。24 番に定期健康診断受診率 100 パーセント。早期発見等に

は非常に重要な指標であると思うんですけども、従業員数が多くなれば多くなるほど、な

かなか 100 パーセントの達成って非常に難しくて、経済産業省がやっている健康経営優良

法人認定でも、受けない方への勧奨を行ったという上で 95 パーセント以上という設定にな

っておりますので、なかなか 100 パーセントでかつ必須ってなると相当ハードルが上がっ

てしまうかなというふうに思います。ですので、両立支援という本質からすると、ここで

それほどハードルを上げる必要はないのかなというふうに感じましたし、逆に有所見者に

関する受診勧奨をしっかり行ってるかどうかっていう項目を加えたり、それに差し替えた

りっていうことも有効な方法ではないかなというふうに感じました。以上です。 

 

松平 貴重なご意見だと思います。今のお二人の意見も含めて、何かご意見ある方いらっ

しゃるでしょうか。 

 

桜井 桜井です。この部分に関しては、まず 24 番で、今、企業のほうがやってる健康診断

って、ガイドラインから外れて不必要なものたくさんやってるケースが多くて、これ協議

会の中でも問題になってますよね。マニュアルできたかと思いますので、あのマニュアル

に応じて定期検診をやってるってことが私は重要だというふうに思ってます。それから、

がん対策のほうでも、予防の視点がかなり入ってきていると思うんです。ここ見てること、

禁煙とか検診とかっていうところで、もう一歩先を行っていただきたいなというふうに思

ってます。それはやはり、さっき中川先生おっしゃられましたけども、予防の観点ってこ

の糖尿とか心疾患、脳卒中、すごく重要な部分だと思いますので、いわゆる生活習慣です

よね。食生活とか含めて、そういう、ただでもできる対策ってかなりあると思うので、そ

ういう情報提供をしていったりとか、あと、例えば地方ですとかと車で通勤してるところ

を徒歩通勤に変えていくとプラスが出るとか、何かそういうふうに健康行動に対してもプ

ラスが出るような要件にされたほうがいいんではないかなと思いました。 

 

松平 個人的には、今、自分はそういう身体活動を高めるようなことを一番専門にしてる

のですごくアグリーなんですけども、項目として無理くり、まずちょっと運動っていうこ

とがあんまり表立たせたくなかったんですけど、かなり予防にも治療にも就労にもがんに

もエビデンスがあるので項目入れといたんですけど、もうちょっと具体的に生活習慣を含

めた食事の面だとか、項目を・・・。 

 

桜井 野菜の摂取とか、今まさにがん教育でやってるのってそういう部分だと思うんです。

それはやはり大人も知っておくこと、すごく重要ですね。食塩の話とかも含めて。なので、

そういう部分の実践的な部分ですよね。教育だけじゃなくて教育を実践していくような話

というのも私は必要だと思ってますし、それはもう世界的に見てもエビデンスが出ている
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ので、軽度な運動ではなくて具体的に何分ぐらいともう今、出てますので、それを盛り込

んでいくことが私は重要だと思って。 

 

松平 項目としてですか。 

 

桜井 そうですね。中小企業経営者だったら、そういう無料でできることだったらほとん

ど推奨したいぐらいなので、そういう記載をして、これを守ること自体も教育の一環にな

っていくといいんじゃないかなと思ってます。 

 

松平 個人的には賛成なんですけども、何かいろいろ制度面も含めて今のご意見に関して、

反論も含めて。 

 

桜井 議論になるのは労災になるのかどうなのかとか、そういうところとかある。 

 

立道 東海大学の立道と申します。今の議論で、一番これも大本の議論にまた戻っちゃう

んですけども、何を認証するのかっていうところに入ったときに、例えば今の健康経営も

あれば優良法人もたくさんあるわけです。そこで、この両立支援というものの特徴を生か

すっていうものがどうしても必要になってくると思うんです。じゃないと、健康経営と何

が変わるのかっていうことと、出てくるので、だからこの集まりが一番 初どこを目指す

かっていうことをもう少し、 後に議論というよりも 初に議論しないといろんな意見が

出てくるんじゃないかと思うんですけど、その点いかがでしょうか。 

 

松平 先生、ありがとうございます。ちょっと迷い道に入りかけてるのかもしれませんけ

ど。 初に昨日の本省のほうからっていうことで言ったんですけど、私自身はまず、中小

企業のがんの患者さんが出られた会社がその両立支援をするっていうリテラシーを、桜井

さんのようなとこっていい意味で特殊だと思いますので、そこを高める普及啓発っていう

ところを一番基軸に置いておりました。そこでちょっと昨日、本省のほうからそういうご

指摘を受けまして、ちょっとそこが私、今、いいのか悪いのか自分でもよく分かってない

んですけども、ファンドのほうがそういうふうにおっしゃってきたのでっていうところで、

私のほうで若干きょう少しぶれてるところがあるのかもしれませんし、今の桜井さんのご

意見は個人的にはごもっともだと思いますけども、ちょっと先生のご指摘を踏まえつつ、

自分自身が今、何となく迷走してる感じがございまして。森口先生、ちょっと助けて。ど

うぞ。 

 

武藤 事務局のような立場での発言かもしれませんが、一応、松平先生のご発言を補足さ

せていただきますと、この予算、ファンド元は先生がたがご存じのように厚生労働省の労
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災疾病臨床研究事業という厚生労働省の労災衛生課が推奨をしている事業で、厚労省の委

託事業のようなものだと思います。ですから、実際認証した場合、それは厚労省が認証す

るのか民間が認証するかっていう問題はありますが、ベースとしては厚生労働省の施策を

普及させるためのアカデミアが受けた委託事業という認識でいいかと思います。ですから、

ガイドラインもどこまで出すかっていうのは難しいんですが、ガイドラインにのっとって

その延長上でやるっていうのが基本路線だろうとは思います。あと、その両立支援ってい

うのがこのお題であるので、そこが基本であることは間違いないだろうと思いますし、事

務局の中ではただ両立支援といっても、この健康づくりを入れないわけにはいかないだろ

うということで、これを入れたということで、松平先生もどの程度それを増やすかという

のは議論があったところですが、原則はそこだろうと私は理解しています。 

 

松葉 中災防の松葉といいます。中災防というところで健康確保対策について担当してお

ります。まさにわれわれがやってる仕事がこの健康づくり、健康確保の部分でございまし

て、両立支援という中でも当然こういったものが必要なことは認識しております。といい

ながら、その両立支援について認証をという中では、あえてこの健康づくりが入ってきて

しまうっていうのは、ちょっと違和感を感じるというところでございます。やはり東京商

工会議所さん、なさってる健康経営の中で前向きな積極的な健康づくりっていうのは認証

の項目とされております。その方面での捉え方っていうのが一つあるかと思いますんで、

あえてこの両立支援のチェックリストの評価指標という中では、例えば両立支援のために

その対象者の方が自身のセルフケアをするための特別な配慮をしているだとか、そういっ

たような捉え方だったらあるかなと思うんですけど、全員の運動の機会があるかっていう

のはちょっと見方が違ってきちゃうかなというふうに感じております。 

 

松平 桜井さんのご意見は、22 のところに上手に解説書を含めて盛り込むことができない

かなとは、ちょっと思ったりもしてたんですけども。 

 

桜井 先ほど、なので、この会社としても丸の 1番がめちゃくちゃ重要なんですよねって

話をしたかと思うんですけども、これ自体を誰を対象に何をっていうところをきちんとし

ないとぶれるんだと思ってます。だから、もうがんになった人だけのことを対象にしてい

くのか、がんになる前の人も含むのか、そういう部分をちゃんときちんと決めたほうがい

いんではないかなと思ってます。ただ、がんの患者さんも今は運動したりっていう、患者

もより健康運動することで再発予防とかにつながるってことはエビデンス出てますし、ガ

イドラインも全部(＊＊＊＊トマッテッテ＠01:01:38)ますので、そこはちょっと考慮され

たほうがいいんじゃないかな。 

 

松平 私もそこの専門家なんで、その辺の知ってるんですけど。ちょっと本省的にはあま
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りそこのことを、大きく出してもらうことに対して違和感を感じてたので。ただ、そこは

エビデンスをご存じかどうかっていう問題もあるんですけども、貴重なご意見。個人的に

はもう治療も予防もサバイバーのためにも予防としても運動、あるいは先ほどの食塩の問

題とかっていうのはおっしゃるとおりだと思いますので、ちょっと持ち帰らして、解説書

に上手に、中川先生のご意見を含めて生かす方向で考えていきたいというふうに思います。

あと、ここの 23 番に関して、きょう東京都社労士会の先生がた多くいらして、本当にあり

がとうございます。何かちょっとごまかして、などというふうに優先順位を書く順番を工

夫をしてるんですけども、何かかっこ内に他に入れたほうがいいとか、省いたほうがいい

とかっていうご意見は、23 に関してございますでしょうか。特に社労士の先生がた、窓口

として、経営者コンサルタントの立場からでも、他に窓口としてここを入れたほうがいい

とかっていうのが何かございますでしょうか。染谷先生、大丈夫ですか。 

 

砂川 社労士の立場ではないんですけれども、日本キャリア開発協会の砂川です。2 点気

になったところなんですけど、今の窓口のところなんですけれども、全体としてはこうい

った内容を網羅されてるかなっていうふうには感じたんですけれども、実際の中小企業の

支援の現場で感じるのは、まず誰が担当者なのかっていったところがよく分からないって

いうところだったり、決まってないっていうところがあったりするのが一つと、周知がさ

れてないっていうところで相談窓口が分からないっていうところがあったりとか。情報収

集の、この 22 番のようなこういったものもやりながら、実際に発生した場合、その後の対

応とその後のフォローっていう、ステップごとになっていても分かりやすいのかなってい

うふうに思いました。 

 あともう一つ、さっきのがんの教育のところと受診のところがどうつながるか分からな

いんですけれども、私はすごくがん教育って大事で、実際にがんになった人を支援すると、

管理者がそのことを理解してなかったり、イメージが悪かったりっていうことで、がん教

育が至ってなかったっていうところもあったりするので、この従業員の健康に対するリテ

ラシーがもともと高まれば、自分も明日はわが身、人生 100 年時代の中で健康じゃない、

なくなるっていうことは誰もがあること。そこの部分の認知をする上では、この啓発はす

ごくいいんじゃないかなっていうふうに考えます。 

 

松平 この啓発ってどの部分ですか。 

 

砂川 啓発っていうか、健康診断とかこういった運動とかっていうところ。この書き方な

のかな、表示の仕方なのか。健康経営の兼ね合いのこの表現の仕方なのかなというふうに

思いました。 

 

松平 現状でそんな悪くはないっていうことですか。 
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砂川 そうですね。健康経営の部分と重複するのかなっていうところはあるんですが、一

番気になってるのは大人が知らないっていう現実なんですよね。検診をするっていうと、

行かないっていう人は時間がないって言うんですよね。長期労働してるっていうところも

一つある。でもよく聞くと、怖いっていうのが出てくるんです。その辺りの部分が、少し

影響しているのじゃないかなっていうところで、この受診率を上げていく、100 パーセン

トはちょっと分からないんですけれども、運動を含めて健康は自分の身は自分で守るって

いうヘルスリテラシーの中のっていうところは、一つあるのかなと思いました。 

 

松平 100 パーセントに関して何かご意見、もし。 

 

寺田 私も数字っていうのは怖いもので。寺田です。100 パーセントとしちゃうと 100 パ

ーセント以外が全部否定されてしまうので、その辺はディスカッションをまた関係者と深

めて決めていかれたらよろしいかと思うんですが、私は今、F の健康づくりのところなん

ですが、いろいろ項目をどういうふうに入れ込むか、または両立支援と、この今回の取り

組みとして適切なのかどうかって幅広い議論があった中で、私この中でもう一つ、もし入

れるとしたら追加してほしいのは、日本の場合は皆保険制度があるので、どんな小さいと

こでも何かしらの健康保険組合に加入してるかと思うんです。そこで、特定健康診断で特

に特定保健指導のほうですね。それで通称メタボ検診っていう中で、いろいろな項目で積

極的支援、介入でいろんな指導のそういったシステムが日本の場合出来上がってますので、

その検診のところと喫煙のとこもメタボ検診のところと若干関連するので、その辺り健保

組合、加入してる健保によってだいぶ違いますけども、特定保健指導を該当者にやらない

とけいないというのは一緒ですので、盛り込むのであれば、その辺も触れられたらよろし

いかなと思いました。 

 

松平 中川先生、どうぞ。 

 

中川 もうそろそろ失礼しなきゃいけませんので申し訳ないんですけれども、恐らく両立

支援に風土的なものとして必要なものは、周囲にがんであることを伝えられる環境かなっ

ていうふうに思っています。これは、かつてがんの臨床でも告知率 0 っていう時代があっ

たわけなんですが、それがいかに治療を阻害してきたか。恐らく両立支援でも、がんとい

うことを周囲に伝えられる風土というのが、実は非常に重要なんだろうと思うんですが、

しかし非常にファジーなので、それをどのように。それこそ解説書の中にそれを書き込ま

れるのか。あともう一つ、両立支援コーディネーターについては丸の 22 に書かれているん

ですけれども、働き方改革会議の中でかなり取り上げられた項目ですよね。それを研修と

いう形で記載してるんですが、果たしてそれだけでいいのかどうか。私ちょっとここは産
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業医でもあるんですが、現実にこれからの制度だと思うので、これをどのふうな書きぶり

にするのかっていうのは、ちょっと分からないな。そんな感じで失礼させていただきます

が。申し訳ございません。 

 

松平 ちょっとご指名で急で申し訳ない。私 5 年間、労福協にいまして大変お世話になっ

た、きょう、関東労災の佐藤委員長に(＃＃＃＃＠01:09:02)。今のご指摘も踏まえて、ち

ょっと一言いただけたら。 

 

佐藤 関東労災病院の佐藤でございます。この 22 と 23 に関しましては、労働者健康安全

機構が非常に考慮して配慮してくださってる感じが受けております。例えば、相談窓口が

治療就労両立支援センター。これは実は労災病院の中に設けられてるセンターでございま

して、通常の市中病院にあるわけでもございませんし、それと産保センターと二つ機構の

名前が出てる。それから、がん相談支援センターって、がん拠点病院のおかれてるもので

ありまして、これ非常に狭いですよね。相談機能としてはこれ以上に恐らく広がってるは

ずなんで、ここで限定されることに対して本当にありがたい反面、これでいいのかなって

いうふうに思いました。それから両立支援コーディネーター研修っていうのは労働者安全

機構のずっとやってる事業となりまして、これからもまだまだ発展して広めていく(＃＃＃

＃＠01:10:05)でございますが、等くらいの感じのところでやって書いていただくのがあり

がたいなと思います。 

 

松平 ありがとうございます。同じく、渡辺所長、何かご意見。 

 

渡辺 神奈川産業保健総合支援センターの渡辺です。今、佐藤先生が言われたように、こ

れ 23 番の相談窓口。確かにある程度限定されてまして、恐らくこれ、がんがもともと頭に

あったかと思うんですけど、これ以外にも難病にも相談センターありますし、監視機関も

拠点病院を中心に介助コーディネーターがおりますし、あんまりいっぱいなると分かんな

くなってしまうんで、佐藤先生言われたんですけど、両立支援センターと産業保健総合支

援センターなど、これは一応、厚労省がそこを推奨してますので、ここはがんだけではな

くていろんな疾患も全部、ここに並べた疾患を扱うことになってますので、そういうので

よろしいかなと思いますけど。ただ、これ言葉としてここへアクセスって書いてあるんで

すけど、この(＊＊＊＊トラリ＠01:11:05)のがよく分かんなくて、アクセスできるってこ

とは結局その人、制度、窓口あんの知らないとアクセスできませんから、窓口を知ってい

て利用できるとかそういうふうにしたほうがいいかなと。あと、この 21 番との違いですけ

ど、21 番、これ内外の制度を知ってるというのが書いてあるんですけど、適切に対応でき

る。この中に当然、外部ですから入っちゃうんですけど、23 番も。そこで一緒に入れてし

まうかどうかですけど。 
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(無音) 

 

川又 研究員をしております川又と申します。今、ご指摘があった 21 番の社内外の制度と

いうところは、いわゆる休職期間中の社会保険料の、解説書のほうに 4ページ目の項目 21

のところで補足をさせていただいてるんですけれども、高額療養費の制度であったり、疾

病手当金だったり、そういう制度を知っていて、ちゃんとその担当者が対象者さんにご紹

介できたり、その制度の運用というか、その制度を申請したりできるっていう意味で 21

番は設けております。そういうことができない場合に、外部へのその両立支援に関する相

談窓口っていうことで別個で 23 番を立ててる。そこで差をつけております。 

 

松平 今の論点に関して何かございますでしょうか。マイクは、桜井先生そこにあります

か。お願いします。 

 

竹田 23 番のところで、これ先ほどもお話ありましたけど、アクセスできるっていうとこ

ろの説明の仕方として、それぞれの機能の違いを理解して、適切なところを選べるってい

うところが必要なことなんだろうなと思います。その上で、本来は 50 人未満の事業場もか

なり対象となるので、地域産業保健センターという言葉が入るべきかなとは申してますが、

ずっと発言迷ってたんですけども、入れてちゃんと機能してるかっていうことをいわれる

とかなり難しい部分があるので、入れてそれで地域産業保健センターも機能をちゃんとし

てるといえるようになるといいなと思いながら発言しました。 

 

松平 きょう、産保センターを機能してるとこの方いらっしゃるんですけど、実際、機能

してないところもあるというところもあるので、ここは恐らく今後の希望も含めて産保セ

ンターも、今の先生おっしゃったところも入れておくほうがいいのかなと個人的には思っ

てるんです。多分、本省もそこを望んでる感はございます。 

 

竹田 もう１点いいですか。続けて、先ほどから話が出てる Fの健康づくりのとこなんで

すけれども、先ほどからの皆さんのご発言の中に、特にがんを対象とした発言が多かった

んですが、それ以外の疾病も入れると非常にややこしい話が出てきて、例えば糖尿病の話

を考えるのであれば健康診断の話は必ず必須ですし、受診率ではなくて事後措置の実施率

だったりとかするんですよね。そこまで含めると、健康づくりはこれじゃあ非常に中途半

端で、もっと厚くしないと労働衛生課の期待には応えられないと思うので、そこを踏まえ

て、どうされるかを検討していただくのがいいかなと。もう入れないとするのか、もう少

ししっかり入れるのかっていうことかなというふうに思います。 
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松平 そこは、かなり糖尿病を意識したところで作ると分かりやすいって感じなんですか

ね。 

 

竹田 いえ、糖尿病だけではないので。健康診断が入ってくると健康診断で出てくる種々

の疾病ですから、例えば高血圧かもしれないですし、これから高年齢労働者が増えると認

知症だって扱わなければいけない。ですから、心疾患もそうですし、そういったもの全て

網羅して、事後措置もしっかりするし、健康づくりもするしっていうところを入れないと、

初の話に出てきた、がんだけではない他の疾病も入れるというリクエストには応えられ

ないかなという印象があるので、いっそのこと省いてしまうほうがすっきりしていいかな

という印象、私は思います。 

 

松平 承知しました。ありがとうございます。マイク前に通していただいて恐縮です。 

 

砂原 砂原でございます。この話をすると大体、また言ってるっていうふうに言われてし

まうんですけれども、事業主からするとその両立っていうのは、ものすごくやりたいけれ

ども難しいことだということがあります。(＃＃＃＃＠01:15:38)病者の就業禁止というの

があって、健康で安全に働けるように配慮する義務があるというところがありますので、

それを踏まえて、どういうふうな形でやればできるのかというのを、産業医の先生とご相

談をしながら作っていくっていうことがすごく大切で、産業医の先生がたもいろんな先生

がいらっしゃいますので、竹田先生のように非常に的確にご判断いただける先生もいれば、

なかなかこの分野はあんまり自分が強くないんだっていうようなケースもあります。 

 そういうのを踏まえて、どういうふうにやっていくのかっていうのを考えないといけな

いというところを、いつも悩んでいるんですけれども。という前置きで、今の健康づくり

のところについて言えば、事後措置とか入れるっていう話になってくると、なかなか事業

主として、どこまでこれらの情報を持つのかというところの判断と併せて考えていかない

といけなくなって、産業医の先生であったり産業保健スタッフの方がいれば、その専門の

医療職のかたがたにご判断いただいた結果を、人事等が持てばいいということになります

けれども、そうじゃないようなケースも、今回の場合 50 名未満の事業場もたくさんござい

ますので、そういうときにうまく機能するのかなというのがちょっと、今、話をお聞きし

てて少し心配になりました。以上です。 

 

松平 ありがとうございます。 

 

桜井 同じ厚労省が外部委託している事業でポータルサイトありますよね。あそこはこれ

全部網羅して、これからいろいろな情報が出てくると思うので、あのポータルサイトを知

ってるかどうかっていうことは、項目として入ってないのは落ちてるのかなと思います。 
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松平 ありがとうございます。 

 

(無音) 

 

笠島 社労士会の笠島でございます。たびたびで恐縮でございます。がん相談支援センタ

ー、都内の拠点病院なんですが、会としてアンケート調査をやりました。支援センターの

担当の方からなんですけれども、約 8割近い担当者からやっぱり就労に関することについ

ては、専門家に相談したほうが的確な答えができるということで、たまたま社会保険労務

士として、私も青梅市立総合病院で相談員をやっているんですけれども、専門家にやっぱ

り聞いたほうがいいよねということなんです。まだ、都内の拠点病院のうち社労士が入っ

ているというのは 10 軒に満たないところなので、まだまだこの数字を上げたいというのが

本音でございまして、この場を借りてぜひ医療と、それからその周辺の会社のいろんな環

境の整備とあると思うんですが、それと同時に社会保険制度との関わり、それからそれを

社内の中の制度としてどう取り入れていくか、周知させていくかといったところで、社会

保険労務士をどんどん使っていただきたい。会としても、定期的に電話相談をやっていま

す。これは常時開かれている所なので、アクセスという言葉がございますけれども、解説

書の中でも結構なんですが、ここでなくてもよろしいかと思いますが、そういう専門の窓

口も利用するように、何らかの形でご案内いただければ非常にありがたいと思っている次

第でございます。以上で終わります。 

 

松平 私、その発言を望んでおりました。 

 

笠島 そうでございますか。私も実際に相談やっておりますので、常々感じているところ

でございまして、相談に来れる患者さん、罹患者はまだいいので、来れない方もいっぱい

いらっしゃるわけですね。その方についてはどうケアしていくかというと、やはりこちら

から広報していく以外にないんです。いろんなメディアを使って周知させていく、何とか

引き出していくという、そういう土壌をつくっていくのがよろしいかと思っていまして、

これもその中の一環として私も捉えていて、非常に素晴らしいことだと思っていて、ぜひ

この事業を大きく広げていっていただきたいと思ってる次第でございます。 

 

松平 ありがとうございます。桜井さん、どうぞ。 

 

桜井 それを言うならば、患者会とかピアサポーターもあるわけで、多分そこの共感をす

る人がいないんですよね、今の中で。だからそれ、解説書のほうでもそういうところは書

いていかないと、今、国の事業としてもピアサポーターの養成とか就労相談などがどんど
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ん増えていっておりますので、そういうところもちゃんと国の方向と合わせる必要がある

のかなと思ってます。 

 

松平 おっしゃるとおりだと思います。今までご発言いただいてない方、時計回りで。労

福で高橋先生、何かありますか。 

 

高橋正也 ありがとうございました。私の関わってる事業所で、数年前に重症の糖尿病の

方がおられて、仕事もままならないんですね。それで、本来であればまさに上長だとか産

業保健スタッフが関わるべきだったのが、結局手付かずで、気付いたときにはご自宅で亡

くなられていたと。合併症もひどかったもので。そういう事件がありました。それからつ

い 近も非常に若い従業員さんが、がんになりまして、それどうするかという話がありま

した。小さな事業所なので、結局他の人が彼の支援するとなると同僚が過重労働になって、

その管理者も過重労働になって、土曜日、日曜日も出勤しなきゃいけなくて大変なことに

なってった。だからこの問題っていうのは、まさに今、喫緊の状況だとひしひし感じます。 

 先生が作られてるこのリストを拝見して今後どう収束してくかっていうときに、この優

先順位といいますか、構造みたいのを作ったらいいんじゃないかなと思いました。例えば、

土台としてなきゃいけないこと。それからツールといいますか、エンジンとしてあるべき

こと。それからオプションとしてあったらいいなという、こういうピラミッドみたいにな

ってて。その土台っていうのは、恐らく 初の 1番とか Gの部分ですよね、個人情報の何

とかとか。ツールとかエンジンっていうのは休職の制度をどうするかとか、あるいは働き

方をどうするかという項目になる。それからオプションっていうのは、位置付けは難しい

かと思うんですが、例えば今の健康づくりをあったらいいなにするのか、ちょっと別の値

を付けるとか。そういうような構造があったらもっとよくなるかなと思いました。 

 

松平 貴重なご指摘ありがとうございます。高橋様、何かコメントございますでしょうか。 

 

高橋元 コンサルタント会の高橋と申します。私どもは、この両立支援は厚生労働省のほ

うの指導によってやってる次第でございますけども、健康経営というのも同時にやってお

りまして、どうもこの健康経営とこの両立支援が重なってる部分がありまして、どっちな

のかなっていうので、かなり厚生労働省とも話ししたんですけども、厚生労働省の立場と

しては健康経営の一部に、この両立支援があるんだというような立場を取っておられるよ

うなんですよね。そういう意味では、ここにあるデータはその健康経営にあるものもこの

中に含まれてるということなんですけども、ただコンサルタント会として何かものをやっ

ていこうというときには、両方入ってると非常にやりづらい面は確かにあります。ただ、

必要な中でそれはそれで当然入れていかなきゃいけないのかもしれませんけども。例えば、

私どもは受動喫煙防止対策なんていうのは一番強くやってるわけですよね。この中にちょ
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こっと禁煙が入ってるっていうと、この関係どうなのかなっていうのが迷うとこもあるん

ですけども。 

 それのとこはやっぱり、きちんと解説書の中に、例えば健康づくりは中災防さんがやっ

てるような、やってますよというようなこと、それから受動喫煙なんかはコンサルタント

でやってるっていうことを、きちんと整理付けをしていただければ、私どもも動きやすい

環境にはあるかなと思います。それから厚生労働省のほうから強く指導されてるのが、安

衛法の 68 条ですかね。病者の就業禁止ということを強く指導されておりまして、基本的に

は就業禁止なんだと。ただ、いろんな労働者の配置転換とか労働時間の短縮、そういった

ものをうまく駆使しながら、就業の機会を失わせないようにっていうことも、かなり強く

厚生労働省さんのほうから指導を受けておりまして、その辺の兼ね合いを見ながらこれか

ら指導していかなきゃいけないなということで、労働衛生コンサルタントも非常に難しい

立場にあるなということで、今後私どもの会も、この両立支援の指標のでき方を見ながら、

これからやっていく必要があるかなと思いますので、ぜひともそれのところ明確なものを

出していただければありがたいなというふうに思った次第でございます。 

 

松平 谷山先生。 

 

谷山 朝日新聞の統括産業医をやっております谷山でございます。いろいろな課題が出て

きて言おうと思っている間にどんどん進んでいってしまったので、ちょっと戻るんですけ

れども、 初の頃に話題になりましたきちんと治療しながら無理なく働けることを提示し

ているとかっていうところで、きちんと治療しながらっていうのが、具体的にもし書き込

むとしたら、治療のための通院時間の確保ですね。きちんと治療ってそういうことだと思

いました。周りに遠慮して自分のその予約を延期してしまうですとか、そういうことを繰

り返しているうちに、どんどん治療の機会を逸するとかっていう人も案外多いんで、通院

時間が確保できることという表現だと、もうちょっと具体的かなと思った次第です。あと、

ぱーっと見ていって、11 番に一定期間の試し出勤制度等があるっていう項目があったんで

すが、これは朝日新聞社は全社員で今 4500 ぐらいの企業でそんなに大きいほうではないん

ですけど、うちでも試し出勤制度っていうのはつくれていません。なので、中小規模の事

業所にこれを項目として挙げるのは結構大変かなと、ハードルが高いかなと思った次第で

す。 

 それと、F従業員の健康づくり。ここですね。定期健康診断の受診率が 100 パーセント。

これ、中災防の先生がおっしゃってましたけれども、この治療と仕事の両立支援の活動評

価指標というところに、両立支援の活動評価指標なので従業員の健康づくりまで入れたい

気持ちはよく分かるんですけれども、含めてしまうと本当に難しいなと。がん治療と仕事

の両立支援だったら、例えば定期健康診断受診率 100 パーセントでもがんの早期発見はで

きませんので、そこを入れてもしょうがないかしらんとも思いますし、先ほど来、お話が

119



27 

あります糖尿病ですとか脳卒中ですとか、その辺まで含めるのであればこれも必要かなと

思いますし、ちょっとその辺が非常に複雑混乱しているかなという印象を持ちました。 

 

松平 どうもありがとうございます。 

 

谷山 ざっとそんなところでしょうか。 

 

松平 試し出勤に関して何か。森口先生、何かありますか、試し出勤に関して。 

 

森口 いや。 

 

松平 大丈夫ですか。それは後で議論させていただくというふうに思います。私と別班で

同じ事業の班長をされている堤先生、ありがとうございます。ちょっとコメントいただけ

たらと思います。 

 

堤 北里大学の堤です。当てられてしまいました。出てるところで二つ。一番下の両立支

援の実績のところですけど、一番 初のほうで竹田先生がおっしゃっていられた客観的に

何を評価するのかっていうようなことに関すると、例えば仕事と治療の両立の何をもって。

一つ次のでした。 後のところなんですけども、仕事と治療の両立の実績があるというと

ころ、何をもってこれを評価するかっていうのが少し難しくなるだろうなというふうに思

って、逆にこういうところがあるなしというよりは、とてもいい事例があるんだったらど

んどん引っ張ってきて、それをどんどん広げていただくような、そういうような形にして

もいいのかなっていうふうに感じたところが一つです。 

 ちょっと勘違いしてたのかもしれませんけど、その上のものを見てたんですけども、個

人情報は、やはり大切だと思いますし、解説のほうにも書いてあるのでよろしいかと思い

ますけど、認定要件の 1から 9人の中で差をもってられるのは何となく分からないことも

ないんですけれども、ルールがあるというようなことでの立て付けであれば、緩くてもル

ールがあってもいいんだろうというふうに思ったりもしますので、認定要件については後

でということでしたけど、気が付いたので。以上です。 

 

松平 ありがとうございます。ルールっていうことが出てしまったので、伊津野さん待っ

ていただいて、小島先生、何かコメントおありでしょうか。 

 

小島 弁護士の小島です。いつも会社がお客さまで、人事(＊＊＊＊オチュウサンギョウ＠

01:30:41)を中心に助言してます。まず 初に、客観性とか目に見える形っていう意味合い

では、経営者の宣言とかいうところ。実質的に大変重要であるとともに、先ほど就業規則
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に規定化してしまうことの問題とか、それに対する会社側の抵抗感っていうのがございま

したけれども、半面で、考えとか方針を経営者が明確に宣言するっていうことは、事が起

きたときにやはり相当なプレッシャーがかかるはずなので、逆にそこのところを徹底的に

強くすることで、あまり就業規則っていうことにこだわらないで、ただ何らかの方針なり、

あるいは考え方をできる限り具体的に表明したり提示しているっていう、別に就業規則っ

ていう形を取らなくてもですね。ここの判断はケース・バイ・ケースで役員会で決めると

かいうことで一つ評価をするっていうのが、一里塚としては意味があるんじゃないかなと

思います。就業規則化するってなると、どうとでも取れるような規定に逆になってって中

身がすかすかになってしまうんで、逆に経営者が俺はこうやるんだっていうことをはっき

り表明するほうが、懸案の中小企業ではハードルは実質的に高いんじゃないかと思ったり

してます。 

 あと、抽象的ないろいろありましたけども、実績を評価すればいいじゃないかっていう

ことで思ってたんですが、一番下にあったんですね。ただ、やっぱり、がんは特になる人

が多いわけなんで、実績があるっていうのは何よりも口だけや言葉だけじゃない証しだと

思いますから、実績というものは何をもって実績と見るかはいろいろあるでしょうけども、

これが実績だと経営者がはっきりと表明できるものをきちんと評価するっていうことは、

この種の規定においてはむしろある意味画期的というか、もっと意味のあるものとして受

け取られるんじゃないかなと思いました。あと、 後なんですけれども、この両立支援と

いうのは先ほど予防とかいう部分、健康経営との絡みで予防を強くもっと出してっていう

のは、もちろん私も大賛成なんですけれども、実質的に先ほど安全配慮義務や、それから

病者の就業禁止との関係で事業者には結構ハードルが高いしとおっしゃっていて、ある意

味本質をつかれているというか、やっぱり両立支援というのは明らかにこれ今までの安全

配慮義務の中心の考え方から、リスクを踏んでも就労可能性を拡大させるという方向です

んで、就労判定をしてではなくて、もう就労できるようにリスクテイクをしてでもやるん

だということだと思うんです。なので、そこのところが中小企業においても冷静に考える

と怖いということになってくると。 

 がんだけに絞ってるときは、ある意味それが分かりにくかったと思うんですが、さまざ

ま生活習慣病的なものをどんどん広まってくると、その面でもイメージがやりにくくなる

ような気がするんです。それは、がんの方は職場で何かあってもあんまり事業主の責任と

ならないようなイメージがあると思うんですけれども、それ以外のいろんな難しい疾患と

かだと、やっぱり管理難しかったりして、この人働けるのかっていうとこもあると思いま

すし、危ないんじゃないかっていう。なので、ちょっとそこは難しい方向になってしまっ

てるんじゃないかということを、その点では感じてます。中途半端ですけど。 

 

松平 とんでもない。本当に貴重なご意見ありがとうございます。伊津野さん、何か。 
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伊津野 産業医学振興財団の伊津野でございます。この表そのものは事前に見せていただ

きまして、きょうの改正も見せていただきましたけれども、基本的には中小企業という小

規模の事業場で、がんの治療と仕事の両立の支援をする器ですね。器を作ったら評価をす

ると。もちろん、器をつくった以上それを運用して、 後の Hの両立支援の実績につなが

るんだと思いますけど、G まではまず器づくりをしてもらいましょうというようなことで

拝見をさせていただきました。その意味でいえば先生がたいろいろご意見申されましたの

で、もうそれで結構かと思いますが。もう一つは、これ、いわゆる認定制度をつくるとい

う目的は、これやってみたけれども認定まで至らない、至らないけれども何とか認定取り

たいというところに対しても、先生、これは使われるわけですよね。 

 

－－ そうですね。 

 

伊津野 その前に、これ後で言おうと思ったんですが、先ほど中小企業の定義もありまし

たけども、実際は国のほうでは特に厚生労働省の労働系では、たくさん支援のメニューが

あるわけですよね。相談メニューや助成金のメニューがあると。それで、先ほど中小企業

の方も、というか立場から言えば、何とか一つでも二つでもやりたいけど、何か背中を押

してもらうものがあるかというようなことが、これではないんでしょうけども、そういう

国の総合的な支援メニュー、特に中小企業事業主に対するメニューがこんだけありますと

いうのとセットになって、この指標そのものは会社と従業員さん、特に患者である従業員

さんということで作ってますけども、これを作りたいと思った中小企業事業主の背中を押

すものがツールとしていずれできると思います。あればいいなと思いました。 

 

松平 ありがとうございます。時間が後残り 20 分になってしまったので、まだちょっと発

言が足りない方、積極的にしていただきたいと思ってるんですけども。 初に戻りますけ

ど、上の。挙手をお願いしたいんですけど。実際、一昨日は、がんだけでいこうと思って

作ってあったんですけども。本音で、やっぱり、がんだけでいったほうがクリアで今回い

いんじゃないかなって直観的に思われる方、挙手をお願いいただけるでしょうか。包括的

な、先ほど今回、本省の意図もあって、それでいいんじゃないかと思われる方、どのぐら

いいらっしゃいますか。分からないって方、どのぐらいいらっしゃいますか。ありがとう

ございます。要らない項目、漏れてる項目っていうの、いろいろご意見いただきましたけ

ど、何か。 

 

寺田 今のがんに限るか生活習慣病系難病を入れるかによって、ちょっと私がこれから言

うことは大きく変わるかもしれないんですけども、実は私もがん患者さんの関係の就労の

あれではいろいろと復職面談とかを通した中で、やはりがんに限っての場合で言うと、ス

トレスマネジメントっていいますか、メンタルヘルス的なケアも大事かなと思ってまして、
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私もその道での研究をやってないんですが、どうも接してると一定の割合で、やはりすご

いエネルギッシュで声も大きかった方が、がんで手術をした後に非常に声も小さくなって

おとなしくなったり、場合によっては会社を(＊＊＊＊シツエン＠01:39:49)に自己退職で

辞めていったりっていうようなこともあります。ですので、まして仕事を続けていくとな

ると、これが社内の役目かどうかは別にしても、外部機関の活用を含めて、病気ってわけ

じゃないんですが、ストレスマネジメントですか、メンタルヘルスの支援、ケアのその辺

の何か項目を、さっき健康づくりの項目がどうかっていうので議論ありましたけど、その

辺のところの、もし、がんに限るんであれば入れたほうがいいのかなと思いました。ただ、

他のものまで広がるとなると、その辺はやはり常に再発との不安と治療の副作用の不安っ

ていうのは非常にがんの場合は重いと思う。その代わり、生活習慣病とか脳卒中、難病の

かたがたは、あるかと思うんですが、それほどがんの再発のそういったところとは、また

次元が違う話かなと思いました。以上。 

 

松平 ありがとうございます。他にどうでしょう。ちょっと、時間も押して。先、高橋先

生どうぞ。 

 

高橋正也 一番の、先生がむちゃ振りされて困ってるかと思うんですけども。二つありま

して、例えばこの中でがんとか脳卒中と疾患を分けて少し作るかっていうのが一つ。もう

一つは、今回はがんに絞って次の研究課題で脳卒中だとか糖尿病とかいくというのを、衛

生課は労災臨床疾病のテーマを求めてます。ですから、先生方のほうから今度こういうテ

ーマでやりたいとうのをむしろプロポーズしたほうが、全部を一緒にやるよりいいってい

う可能性もあります。 

 

松平 そう思ってたんですけど、秋口からその独自疾病性を出すなという雰囲気がすごく

急に変わってまして。来週、連絡会議があるのでそこでまたプレゼンさしていただくんで、

きょう持ち帰ってとは思ってます。桜井さん。 

 

桜井 中村班も同じ指導をされていて、がんだけに絞るなとなってますので、やっぱり絞

らないほうがいいんだと思ってます。というのが、この就業規則とかの関係見ていったと

きに、共通して使えたほうがいいですよね。あなたはがんだから使えます、あなたはがん

じゃないから使えませんっていうのはやっぱりおかしな話で、等しくそれは使えてたほう

がいいと思いますので、絞り込む必要性はないと思います。ただ、これ広げたときにネッ

クになるのはさっきの健康づくりのところが、ものすごく糖尿とかも全部ばらばらなので、

そこが一番大変になってしまうので、今回のこれっていうのは両立支援で、患者さんのた

めのものなんだっていうことで外しますよっていうふうにしたらば、すんなり、すっきり

するんじゃないかなと思ってます。今、病院とかでも診療報酬付いたので、がんの患者さ
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んはちゃんと拾うけど他拾わないとかやってる病院があるので、そこはちょっとちゃんと。

逆に公共性あるものだからちゃんとやってたほうがいいのかな。 

 

松平 待ってました。どうぞ。 

 

立道 東海大の立道ですけども、さっきの話とちょっとつながるんですが、これ先生に実

はお願いなんですけども。現場からすると、さっきみたいに経産省がやってることと厚労

省がやってることで結構かぶるんですよね。非常にかぶってて、現場入った後どっちがや

るのかは構わないので、これって絶対両立支援ってすごく大事なことですので、これをき

っちりと中に落とし込む必要があると。現状でいくと、健康経営のが今ブームにはなって

るので、そういうことでいうと、それでこういう認証制度の中に両立支援という非常にス

ペシフィックなものを埋め込んだほうが実効性があるんじゃないかというふうに思います。

ただ、私自身の個人的な意見は、やっぱり両立支援って 3 次予防ですので、1 次予防、2

次予防、3 次予防がちゃんと機能的につながることが必要なので、実際はそれこそ三つが

必要だと思うんですけども、今回のこれに関していうと、かなりスペシフィックなところ

が議論される部分がありますので、そういう意味でいうと僕はあまり広げずに、やっぱり

特化したもののほうが受け入れやすいんじゃないかなというような印象。 

 

松平 ありがとうございます。時間も残り十数分になってきたんですけども、 初、さえ

ぎってしまって申し訳ございません。必須項目と点数に関して、本当にちょっと、えいや

っていう感じなんですけども、これに関して何か感じたことがある方とかご意見ある方、

どんどん、こっから早口でお願いいたします。 

 

竹田 竹田です。必須項目とうんぬんってちょっと難しいんですけど、18 番のところなん

かを見ると、両立支援で他の従業員に負担を増やさないことみたいなことが書いてあるん

ですね。これはさっき言い漏らしたので併せて言ってるんですが、それが 50 人以上は必須

でそれ以外でって付けるみたいなところがあるんですけど、これはもともと 初の、私は

文化だって言いましたけど、風土づくりのところで負担増えないわけがないので、負担が

過剰に増えないようにすることと、負担が増えても周りがサポートするために受け入れる

ことみたいなことだと思うので、そういうような企業の文化とか両立支援に対する考え方

のところの必須の部分と、それから加点要素としての得点を付けるところの整理がもう少

しできたほうがいいかな。どこがどうっていうことではないですけど、というふうに感じ

ました。 

 

松平 分かりました。笠島先生、 初、何かご意見ありましたっけ。必須項目に関して。 
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笠島 ちょっと気付いたところなんですが、29 番の健康情報を含む個人情報の取り扱いに

ついてのルールがあるといったところで、10 人未満の事業所は 1点、必須になってないん

ですよね。これって規模に関わらず、個人情報に関するところは、やはり必須にすべきじ

ゃないかなという印象を持っています。 

 

松平 今の意見に関していかがでしょうか。同意される。竹田先生、どうぞ。 

 

竹田 今のご意見、同意ですが、法令で義務とされているもの、それから努力義務とされ

ているものとかがいろいろと入れ混ざって出てきていて、それが必須か必須でないかの位

置付けをどうするかっていう整理をされたほうがいいかなと思います。個人情報なんかに

ついては、来年の 4月から法に基づく指針が施行されますから、それはどの程度にするの

かと。法律も義務ではないんですけどしたほうがいいみたいなものとか、いろいろ入れ混

ざってくるとですよね。例えば、受動喫煙対策なんかも(＊＊＊＊モッテタン＠01:47:00)

ですけど、健康増進法が施行されるとまたそれは義務なので、必須って書く以前の問題じ

ゃないかと。入れなくても当然やってるべきものかなみたいなものも含まれてくるので、

法の義務、努力義務関係との整理が必要かなというふうな感じがしました。 

 

笠島 そういう意味では。笠島でございます。もう一点なんですが、定期健康診断の受診

率の件なんですけれど、パートはどうなんですかっていう問題があって。20 時間未満のパ

ートタイマーは必須ではないんですよね、定期健康診断。それを全部必須に入れるか入れ

ないかとかいうのも解説書の中ででも何らかの形で触れる。法律で義務付けられている部

分と義務ではないという部分が、それぞれの項目にあると思うので、その辺をもう一度精

査していただければと思います。 

 

松平 ちょっともう時間が押してきて。いかがでしょうか。桜井さん、どうぞ。 

 

桜井 一つだけ。実績を評価する 30 番すごい重要なんですけども、これ統計学的にも考え

なくちゃいけなくて。がんの発症率とか、あと他のこの疾病の発症率ですよね。それ考え

てったときに、50 人以上と、10 人 49 人と、1 から 9 人では発症率違ってくるので、その

辺の重みづけっつうのは考慮したほうがいいんじゃないかな。 

 

松平 なるほど。了解です。染谷先生。 

 

染谷 丸 3番なんですけれども、病気になっても退職せずにっていう提示する、これ 1か

ら 9人必須ではなくて 1点になってるんですけど、これ提示しないと、そもそも始まらな

いんじゃないかなと思うんですよ。従業員に知っていただかなきゃいけないので。ここは
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必須にすべきじゃないかなというふうに思っております。あともう一点なんですけど、先

ほどから健康診断の部分出てるんですけど、業務時間内で健診が受けられる、かっこ有給

っていうところなんですけど、実際、中小だとやはりそこの部分、有給でやってないとこ

ろが多い、ますし、労働基準法ではそこまで安全衛生法と求められていないので、これ必

須ではなくて加点で 1点とかっていうふうな形のほうが。 

 

松平 全てに関して。 

 

染谷 有給の業務時間内で検診を受けられるっていうところです。ここ、有給にすると加

点、1 点になるだとかっていうようなほうがいいのかなというふうに思いました。以上で

す。 

 

松平 今のご意見に関して何か反論があるでしょうか。竹田先生。 

 

竹田 反論ではなくて、24 番と 25 番の整理がちょっとしにくいかなと。24 番は労働安全

衛生法に基づく定期健康診断のことで、25 番は、がん検診を意図してると。ここ、がんを

消す必要はないところかなと思います。そうすると、法令での義務があるところと、企業

あるいは健康保険組合かもしれませんけど、独自に費用出してやるような仕組みとの違い

が、特にがんを消したせいで見えにくくなっているので、そこも整理されたほうがいいん

だろうなというふうに思いました。 

 

松平 あと、先生。寺田様、どうぞ。 

 

寺田 上のに関連してですけど、26 番で検診費用の補助をしていくというところで、これ

事業主に聞いてるから、会社としての補助、健保のお金でさせているんだとかっていうの

も結構あったりするかと思う。そこら辺のところの整理も必要かなと思いました。 

 

松平 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。竹田先生、こちらで考えることな

んですけど、企業規模の 初、竹田先生がご指摘いただきました、あそこに先生、ご意見

はどう、その中小企業の定義っていうことろで、先生のお考えを 後。 

 

竹田 中小企業の定義は、実は任意でいいかなと思っていて、これをどういう対象に適用

されたいのかなというところで決めるものかなと思いました。むしろ企業規模は任意に決

めていただいて、300 なら 300 でもいいです。もう少し大きくしても小さくしてもいいん

ですが、先ほどちょっとお話しした事業場の従業員数なのか、企業の従業員数なのかで全

然違うと思いますので、そこは明確にしないと混乱すると思います。 
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松平 そこを先生だったらどうされることをリコメンドされますか、この場合。 

 

竹田 ちょっと分からないです、正直言って。事業場ですると会社の制度なのでおかしな

話ですけれども、会社としてやると、さっきちょうど例に出したように、小規模の事業場

がたくさんある会社だと、やはり本当にこの制度にのりにくいみたいなことがあると思う

ので、ちょっとそこはいいアイデアは(＃＃＃＃＠01:52:05)。 

 

松平 これまた持ち帰って森口先生とで、こちらで判断さしていただきます。きょう必須

項目かなり素晴らしい意見いただきましたけど、点数でざっくりとプラス 2点だったら認

定みたいな、えいやってしたんですけど、そこをこういうランク付けみたいなことに、プ

ラチナとかですね、そういうふうにしていくことに関して、何か批判とかそれはいいんじ

ゃないかと。きょうここまで、何点以上だと星三つとかですね。これ、私がこのスマート

ミールっていうところの制度っていうのが、このミシュラン的にっていうのが 近出来上

がってて、これ中食とか外食とかバランスいい食事をちゃんと提供してるところをかなり

厳しい基準でっていうところが出てきたので、これを見て星っていうのはありなのかなっ

て個人的には思った次第なんですけど。 

 これに関して何か、やめたほうがいいんじゃないかとか、検討してもいいんじゃないか

っていうご意見だけでもいただけたらというふうに思います。時間がないので、このクオ

リティーのすごく頑張ってる点数が高いところはより少し保証というか、いうことに関し

て反対の方。あと、『朝まで生テレビ！』ですと、これでパネラー以外の方の意見もここで

渡辺アナウンサーが聞くところなんですけども、オブザーバーの方で何かちょっとこれだ

けは発言しておきたいとかいう方いらっしゃったらいかがでしょうか。パネラーの方も。

桜井さん、どうぞ。 

 

桜井 認定そもそものところなんですけど、これ取得したことで何かメリットってあるん

ですか。例えば、健康計画とか大企業のほうはありますけど、中小のほうは別途でつくっ

てく。 

 

松平 そういうふうに持ってけたいなっていう希望があるんですけど。なかなかでも、や

っぱり当該課ありきですので、そこはどういうふうにってことで今、 後、実際の運営に

向けた課題っていうことで、指導する課の思いっていうのもありますから、そこにちょっ

と配慮しながら進めなくちゃいけないんですけども。実際きょう民間のかたがたもいらっ

しゃってるので、ここに関してパネラー以外の方も含めて何かご意見とか、こうしてくほ

うがいいんじゃないかっていう意見があったら、もう時間がありませんけどご意見賜ろう

と思います。 
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桜井 経営者向けに、うちアンケート調査やったんですけど、みんな負担だと思ってます。

中小企業は特に。両立支援することが。 

 

松平 そうですよね。 

 

桜井 大体、やったところは投資金額 50 から 100 万ぐらいを投資してますっていうふうに

答えてるので、やっぱりその辺、これ基準ができて認定制度ができることに、できればや

っぱり厚生労働省が中小企業向けに表彰制度とか、何かそういうのをつくったほうがいい。 

 

松平 それがないとつくる意味がないというふうに思っています。 

 

桜井 ぜひそういう提言をお願いしたいなと思っています。 

 

松平 ありがとうございます。そこを運営事務局とかがないと、われわれのこの弱小講座

などとてもできませんので、どうすればいいかってことで。逆に民間のお立場でアフラッ

クなんかだと、MS&AD の方、何かご意見とか、もしあられるようだったら。大丈夫でしょ

うか。また個別にご意見いただく(＃＃＃＃＠01:55:27)というように思っております。そ

の他、いかがでしょうか。 

 

(無音) 

 

伊津野 産業医学振興財団の伊津野ですけれども、今メリットということがありましたけ

れども、ハローワークに求人票を出すときに、私の会社の特色はこうですよというとこ書

く欄があります。例えば、いろんな表彰を受ければ、それも書いていい欄がありますので。

ただそれが今のハローワークがどうするか分かりませんけども、例えばこの認証を受けれ

ば、そういうところに書けますよというようなことがあればいいなと思いますが。 

 

松平 おっしゃるとおりだというふうに思います。この班員のほうでもよろしいんですけ

ど。これをするに当たって、私、労福の頃にお世話になってた神奈川労働局の高山さんに

非常にご指導いただいて。高山さん、何か簡潔に今、発言されることありますか。 

 

高山 企業か事業場かという点については、だいぶ初期の打ち合わせの段階で、他制度も

踏まえて企業という整理をしてきたという記憶が私はございます。事業場ごとではなくて

企業を対象にする。あと、さまざま意見を出していただいてましたけども、やっぱりこの

指標は割り切って、企業のある時期の状態を評価するという側面がやはり出てくるのはや
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むを得ないわけで、そこにいかに、いわゆる静態的な評価ですね。プラス動態的な評価を

どの程度加えるかという点については、きょう各先生がたが出された意見なども踏まえて、

さらに検討を進められればいいんじゃないかと思います。あとは認定制度ですけれども、

はっきり言って予定がないわけなんで。むしろこの指標というのは、世の中に既に先進的

に取り組まれてる良い企業がどういう取り組みをされてて、先生が取り組まれたアンケー

トの実態を踏まえて、そこに乖離があるとしたらその乖離を埋める中で も重要な項目が

どれなのかという検討をこれまで班会議でされてきましたし、その補強という意味できょ

うのさまざまなご意見を反映されればいいのではないかというふうに私は思いました。 

 

松平 きょうはもう時間がないんですけど、ちょっと、サブ解析でうちの藤井のほうが女

性社員が多いところはいろんなことがちゃんとできていると。おっさんが多いところはい

ろんなことができてないという傾向にはありましたので、そこを今後、普及啓発するとき

に。あと、こういう企業だとこういう例があった、製造業とか金融っていうようなことも

分析して、より重点的にまた何かこういう(＊＊＊＊リョウジシャ＠01:58:34)を普及啓発

する。今回の(＃＃＃＃＠01:58:36)だと関係ありませんけど、そういうこともわれわれの

班で分析していこうというふうに思っています。ここまで遠藤先生、何かコメントありま

すか。大丈夫ですか。ちょっと総括的な形で。大丈夫ですか。小山先生、何か一言、大丈

夫ですか。ていうことで、一応 8時 10 分までは大丈夫というふうに聞いてるんですけど。 

 東大病院は少し動き出したんですけど、いろいろがん相のメンバーと相談してうちの班

でこういうリーフレットを作って、まずびっくり、ショックって遠藤さんがおっしゃって

ましたけど、手渡しでなるべくなった方に渡すっていうリーフレットを渡し始めたりとか、

あと、がん相と MSW と東京都社労士会のホットラインっていうのを月に一遍、今フォーマ

ットを作っていただいて(＊＊＊＊＠01:59:27)先生に(＊＊＊＊ゴジンリョク＠01:59:28)、

今度 1月 30 日に先生のほうからご講義をいただくっていう予定になっていまして、少しそ

ういう形で今、東大病院のほうでもちょっとずつ両立支援っていう感じを、あまり病院全

体では興味はなかったみたいなんですけども、少しずつ踏み出しているっていうような感

じでございます。 

 全然関係ない話なんですけど、この産業衛生の話でプレゼンティズムという言葉が 近、

働き方改革でなってきて、全くこれは手前みその宣伝で申し訳ないんですけど、本来の私

の専門分野の腰痛肩こりっていうのかなりプレゼンティズムをくってるっていうことで、

この辺の話もこの両立センターの話とは同等以上に、私の専門どっちかって、今はそちら

の運動指導とか腰痛肩こりのほうですので、そちらのほうも。労働衛生の分野ですね。ま

た松葉さんのご指導も仰ぎながら、健康活動っていうことで行動を高めるようなことで努

力していきたいと思ってますので、ちょっといやらしいですけど、この宣伝。12 月に出ま

すんで、よろしかったら気にかけていただけると、ということです。 

 ていうことで、ちょうどお時間になりました。何か発言足りない方とかいらっしゃるで
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しょうか。あと、きょうエンタープライズとエデュケーショナルの関係の方も、今回はこ

の取材というよりも、こういう両立支援に関することの重要さを、ご認識いただければと

いう形で列席いただきまして、どうもありがとうございました。ていうことで、いかがで

しょう。大丈夫でしょうか。横山先生、失礼しました。何か一言とか。 

 

横山 中小企業なんかでも結構、両立支援、私が知ってる範囲では経営者の方が熱心にや

ってるところもあって、その場合は、かなりその人のイニシアチブが重要っていうことで。

先ほどの丸 7 でしたっけ。連携の枠組みの話なんですけれども、これやっぱり産業保健ス

タッフと、それから人事、上司と、それぞれ別々に評価したほうがいいと思う。実際、産

業医がいないとか、あるいは、いても嘱託であんまり働いてないようなところだと、大事

なのは人事の人たちですね。その当該の労働者について、ちゃんと主治医と連携とって、

その人の働き方について主治医の意見を。だから、産業医がちゃんと機能してるところで

は産業医が意見言うし、そういうのが望めないところでは、やっぱり主治医がその人の働

き方についてちゃんと意見を述べて、それを会社が直接聞くという枠組みが大事なんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 あと、健康診断のところでは先ほどちょっと出ましたが、事後措置のほうが大事だとい

う話がありましたけどそのとおりだと思うので、持病を抱えて働いてる人は健康診断結果

を主治医に見せなさいと。そういうことをきちんと評価項目に入れていただきたい。そう

いう指導を会社がやってるかどうか。できればその主治医から、それに対するコメントを

もらうっていうようなことを、ぜひ評価項目に追加していただきたいって思いました。以

上です。 

 

松平 佐藤委員長、 後、何かしめの言葉、大丈夫でしょうか。ありがとうございます。

ていうことで、長時間にわたり休憩なしで本当に貴重な意見を賜りありがとうございまし

た。ちょっと整理整頓して、またうちの講座プラス優秀な分担研究者、協力者と協力して、

もうちょっとブラッシュアップして、また先生がたにフィードバックさせていただくこと

になってしまう可能性があるんですけども、今後ともご指導いただければというように思

っています。本当に長時間どうもありがとうございました。 

 

(了) 
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